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はじめに

社会臨床雑誌第９巻第３号（２００２．３）

日本社会臨床学会編集委員会

９巻２号を先月末に発行し、すぐさま本号をお届けします。こういうバタバタをなくしたいと思いながら、読

者、執筆者、広告を出してくださる出版社のみなさんにご迷惑をおかけしています。申し訳ありません。

もう一つお詫びがあります。前号の第ＩＶ期運営委員会総括で、２０００年度決算報告を掲載しながら、２００１年度

予算報告を忘れました。本号に掲載しましたので、ご寛容にご了解いただきつつ、ご覧ください。

次頁と次々頁をご覧ください。前号より詳しく第１０回総会の案内を掲載しました。時期が例年より遅れます

が、「江ノ島の夏」です。“臨床”ど学校”をテーマに、プログラムも固まってきました。記念講演や発題者に未

定の部分もありますが、候補の方々はすでにほぼ上がっています。交流会もいつものように予定されていま

す。日程の大きな変更はないと思われます。みなさんのご都合を調整していただき、またお近くの人々にお声

をかけていただきながら、多くの方々がご参加くださることを期待しています。

さて、本号では、２００１年１２月１７日に永眠された南博さんの追悼特集を企画しました。南さんは日本の社会心

理学の先駆者ですが、そのご活躍は広く諸々の分野に及んでいます。南さんは、社臨の設立準備会から会員に

なっていただき、「社会臨床ニュース」４号の巻頭言にも文章をお寄せ下さいました。佐々木賢さん、其田孝昭

さん、山下恒男さんが、南さんとのそれぞれの関係の中で思い出を綴ってくれています。社臨へのご協力に感

謝の言葉を申し上げるとともに、心より御冥福をお祈りいたします。

論文ですが、長野英子さんの「政府は「重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度（案）骨子」

を直ちに撤回しろ」は前号に続いてご寄稿いただきました。本誌前号の発行が遅れたため、対策状況の変化に

対応しきれず、そこで、現状に即して、長野さんに改めて稿をお願いしました。本論文の中には、「骨子」に対

する長野さんのもう一つの論文「私は火付け強盗人殺しなんでもできる」も含まれています。井上芳保さんの「心

理主義化社会における社会臨床学の課題（中）」は、本誌９巻１号所収の同タイトル（上）の続編です。社会臨床

「学」の主張に関しては、学会内に賛否両論があるだけに「提起」という側面があります。この点について、みな

さんのご意見もお寄せいただきたいと思います。佐藤剛さんの論文「戦後の「未成年者の自殺」言説の変遷」は、

未成年者の自殺が１９７０年代半ばを境に、「教育問題」として「教育言説」化していく過程を論じたものです。原田

牧雄さんの「「新しい歴史観」について」は、歴史というものを「時間論」と「言語論」の視点から把え直そうとする

もので、対話形式で論が進んでいきます。三輪寿二さんの「人格研究の動向とそれが問いかけるもの（１）」は、

最近の人格研究の動向を踏まえつつ、それが臨床心理学などとどのように結び合っていくかを概観していま

す。２回連載の第１回めです。

〈「映画と本」で考える〉には、赤松晶子さんが、臨床現場で考え続けてきた「狂気」「病気」「精神医療」と交錯さ

せながら、「精神医療ユーザーのめざすもの」（解放出版社）について轡いています。皆川剛さんは「常識不信-

子どもたちの心の叫びと編む私たちの変遷」（本の泉社）の書評をお寄せくださいました。ここにも子どもたち
の声に感応していく皆川さんの姿があるように思われます。
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日時：

場所：

日本社会臨床学会第１０回総会のお知らせ

します）

２０００円

３０００円（第１日目・希望者のみ）

その他の宿泊施設には以下のようなものがあります。
いずれも江ノ島内にある宿泊施設で、お部屋は個室です。直接、お申し込み下さい。

民宿：和田屋朝食付き４５００円電話０４６６-２２-１８２０

小川亭朝食付き５０００円電１活０４６６-２２-６７８２

江ノ島亭朝食付き６０００円電話０４６６-２２-９１１１

されますので、電車などの交通機関（１：）１卸利用をお勧め致（車での

日本社会臨床学会運営委員会

お申し込み先：ファックスを利用可能な方はファックスでのお申し込みををお願い致します。

なお、電話によるお申し込みは、夜７時～１０時の間にお願い致します。

電 話 ＆ フ ァ ッ ク ス ０ ３ - ３ ６ ８ ６ - ２ ７ １ ３ 平 井 秀 典

２００２年７月６日（土）、７月７日（日）

か な が わ 女 性 セ ン タ ー ２ 階 ホ ー ル

〒２５１-００３６神奈川県藤沢市江の島１-１１-１電話：０４６６-２７-２１１１

交通手段：小田急線片瀬江ノ島駅下車徒歩１５分
東海道本線藤沢駅一江ノ電バス「江ノ島行き」（１５分）で江ノ島下車徒歩５分
ＪＲ大船駅一京急バス「江ノ島行き」（２５分）で江ノ島下車徒歩５分

参加費：
交流会費：

宿 泊 案 内

かながわ女性センターに宿泊可能です。ただし、２９名分の確保しかありませんので、申し込みダ１１着順とな

ります。なお、部屋は個室ではありませんので、男女の人数内訳は申し込みの状況によって決まりますのでご
’：ｒ’承下さい。また、センターには門限があり、午後１０時を過ぎると入れなくなりますので、あらかじめご了解

のうえ、お申し込みください。

宿泊料金：バス・トイレ付２１９０円、バス・トイレ共同１６１０円（朝食は別途５００円）

２



ホテル：リソートインブラザ

シングル７０００円

社会臨床雑誌第９巻第３号（２００２．３）

電話０４６６-２６-７８７７

ツイン１２６００円（部屋当たりの値段です）

藤沢市観光協会：電話０４６６-２２-４１４１

プログラム（案）

７月６日（土）

１ １ ： Ｏ Ｏ 受 付 開 妊 ｉ

１ １ ： ３ ０ ～ １ ２ ： ３ ０ 定 期 丿 総 会

１３：３０～１７：３０

シ ン ポ ジ ウ ム Ｉ 学 校 の 再 編 成 と 向 き 合 う
一 子 ど も の 再 配 置 ・ 学 校 の 危 機 管 理 ・ 教 員 の 管 理 強 化 -

発題者：中島浩簿、他

司会：阿木幸男、他

１８：３０～２０：３０

７月７日（日）

ＩＯ：ＯＯ～１４：３０

１５：ＯＯ～１６：３０

交 流 会 （ 同 セ ン タ ー ２ 階 第 ３ 会 議 室 ）

シ ン ポ ジ ウ ム Ｉ Ｉ ｒ 場 」 と 「 専 門 性 」
一 日 常 の 関 係 性 を 問 い 直 す ー

発題者：小沢牧子、篠原睦治、他

司会：戸恒香苗他

（シンポジウムＩＩでは、１２：００～１３：００を昼食休憩とします）

記 念 講 演 （ 未 定 ）

（第１０回総会実行委員長小沢牧子）

３
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政府は「重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度（案）骨子」を
直ちに撤回しろ

政府は２月１４日に「重大な触法行為をした精神障害

者に対する新たな処遇制度（案）骨子」を公にした。骨

子によれば、

１．目的は医療を確保し病状を改善して再犯を防止

し、社会復帰を図る。

２．対象者は放火、強制わいせつ、強姦、殺人、障

害、強盗およびこれらの未遂にあたる行為をした者

で、心神喪失または心神耗弱で不起訴となった者、あ

るいは裁判で無罪あるいは有罪の確定した者の内心神

喪失者または心神耗弱者（実刑に服するものは除く）。

３．処分は強制入院あるいは保護観察所の保護観察

下での強制通院。入院あるいは通院医療は指定医療機

関とする。

４．処分の決定あるいは解除は地方裁判所が行う。

裁判官１名精神科医１名の判断の一致で決定。心神喪

失等であるか否か、不起訴処分を受けた者が犯罪にあ
たる行為をしたか否かの判断は裁判官の合識体が行

う。

５．入院命令や通院命令の判断基準は入院あるいは

継続的な医療を行わなければ、心神喪失等の状態の原

因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそ

れがあるか否か。

とされている。再犯防止を目的とした保安処分制度

そのものである。

私は以下の点でこの「骨子」を批判する。

● 「再犯のおそれ」を要件とした拘禁および保護

観察下の強制医療は、予防拘禁および予防的な人権制

限であり、「精神障害者」にのみそうした予防的措置を
とることはなんら合理性がなく、「精神障害者」差別そ

のものである（憲法第１４条「法のもとでの平等」）。

４

長野英子（全国「精神病」者集団会員）

この強制入院および強制通院の命令は「刑罰」でもな

く、また「本人の医療と保護」でもない、危険性を要件

とした拘禁と人権制限であり、逆にいえば危険性がな

い安全という証明がない限り課せられ続ける拘禁およ

び人権制限である。健常者は「危険性」を要件として人

権制限や拘禁をされることがないのに、「精神障害者」
だけは「危険がないこと安全であること」を立証し続け

なければ人権制限や拘禁をされるということである。

すなわち「梢神障害者」だけはとりわけて「危険」だか

ら、特別に予防拘禁するということであり、こうした

差別的「精神障害者」観を許せば、私たち「精神障害者」

全員があらゆる生活の場面で、「安全であること」を積

極的に証明することを要求されかねない。全ての差別

欠格条項も正当ということになってしまう。「精神障

害者」が利用する作業所や生活支援センターを作る際
の住民の反対もまた合理化正当化される根拠を国が作

り出すことになる。

障害者の完全参加と平等、ノーマライゼーションを

謳う国そのものがより強烈な差別を「精神障害者」に対

して行うことは決して許してはならない。

-

㎜ ・ ● 対象者の収容や保護観察決定にあたっては、

対象者はその病状からいって防御できる余裕があると
は考えられず、裁判もなしにまた防御権保障もなしに

拘禁や保護観察下の強制医療を決定されることにな

り、冤罪のまま対象者とされ永久拘禁されるというお
それもありうる。重大な人権侵害である（第３２条「裁判

を受ける権利」、第３３条「逮捕の要件」、第３４条「拘留・

拘禁の要件、不法拘禁に対する保障」）。

対象者が「犯罪にあたる行為をしたか否か」は不起訴

処分の場合、刑事訴訟法に基づく適正手続きも経ずに

裁判官が判断することになる。たとえば強姦や強制わ



いせつ、それも未遂は刑事裁判でも立証が非常に困難

であり、障害者が施設職員を告発した場合たいてい無

罪となっている。それほど立証が困難である行為を裁

判も行わずに認定できるはずがない。それとも行って
いないという立証責任は対象者側にあるとするのか？

この特別立法下ではやっていない無実のものが処分

されるという最悪の事態の頻発が予想される。さらに

は犯人がつかまらない事件の「解決」のため、適当な

「精神障害者」の行為ということででっち上げられると
いうおそれすら生じる。

また、この処分の審査にあたってはすでに対象者は

拘禁下におかれる。そこで医療を保障されないとした

ら、そのこと自体人権侵害である。また一方でそこで

医療を施されるとしたら、今現在、刑事施設の被収容

者あるいは措置入院患者に強制されているような薬漬

けや電気ショックを施されることとなり、電気ショッ

クにより記憶を奪われ自ら防御を行うこともできず、

また弁護士との意思疎通さえ不可能にされてしまうお

それがある。現実に名古屋では刑事事件の被告が薬漬

けになり弁護士と話すこともできない状態にされ、そ
の弁護士が弁護権の侵害として民事訴訟を起こした事

例がある。

三。すでに措置入院制度によって対象者にあたる

「精神障害者」は健常者以上の長期・永久ともいえる拘

禁を受けている。この「骨子」に基づき処分を決定する

裁判所も「解放したものがまた事件を起こしたら非難

される」というおびえから、釈放や解除に消極的とな

り、対象者は永久の拘禁あるいは地域での保護観察対

象となり続けることは明らかである。

そもそも「再犯のおそれ」を科学的に立証することは

不可能であるという批判に対し、この「骨子」は何も答

えていない。適正手続きが保障されていない以上、対

象者は「再犯のおそれがない」ことを立証しない限り処

分を受けることになりかねないし、釈放や強制通院命

令からの解除にあたっても同様である。「再犯のおそ

れがない＝安全」であることの立証など「精神障害者」
であろうとなかろうと誰もできない。
一方、裁判所は常に「おそれ」を最大限認めてきた傾

社会臨床雑誌第９巻第２号（２００２．３）

向がある。たとえば、無実の元死刑囚赤堀政夫さんの

再審開始決定後、保釈を求めた赤堀さんの要求を認め
なかった。３０年以上前の事件の証拠をどうやって隠滅

するというのか、再審を求めている赤堀さんがどうし

て逃亡するというのか。それにもかかわらず裁判所は

「証拠隠滅、逃亡のおそれ」ということで保釈を認めな

かったのである。

四。指定医療機関での医療内容は明らかにされて
いないが、この対象者のみを選別し治療する医療的医

学的根拠はない。そもそも違法行為を行った「精神障

害者」と行っていない「精神障害者」で異なった医療な

ど存在し得ない。「再犯防止」を目的とした強制医療体

制は、通院であれ入院であれ、医療従事者に対象者の

「生殺与奪の権限」を与えるものであり、対象者と医療

従事者の間に信頼に基づく医療的関係など成り立ちえ

ない。対象者はひたすら医療従事者の意に沿うことで

釈放と解除を獲得するか、あるいは徹底して抵抗する

かの選択肢しか持ちえない。一方、医療従事者側は拘

禁や強制通院の継続の脅しで対象者管理に専念するし
かなくなる。医療とは呼べない状況が生じるのは明ら

かである。

永久の拘禁下で絶望した対象者への医療は、「本人

のための医療」ではなくひたすら「保安のため」「管理の

ため」の強制医療となり、電気ショックや薬潰けが横

行し、脳外科手術すら復活しかねない。「骨子」は対象

者に「治療拒否権」を保障していない。もっとも仮に

「治療拒否権」が保障されても、「治療拒否＝危険性の

継続」ということでひたすら拘禁が続くだけとなるの
で、「医療なき拘禁」となるだけであるが。

マスコミ報道によれば、指定医療機関はとりあえず

２ケ所、将来的に全国各地に８００床を新設するとされ

ている。厳しい財政状況のもと都道府県立精神病院す

らない県がいまだある実態の中で、各地に地域に根ざ

した施設が新設されるかは疑わしいといわざるをえな
い。自分の地域から遠くはなれた施設に強制的に送ら

れることは「精神病者の保護及び精神保健ケア改善の

ための諸原則」（１９９１年国連総会で決議日本正Ｓ！府も賛成

している）も掲げている地域で医療を受ける権利を侵

５
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害し、友人や家族と切り離され、社会復帰の大きな障害と

なる。

精神病院での医療から地域での医療へ、という国際

的趨勢に逆らい、日本ｉ改府は６０年代に闇雲に精神病院

を乱立させ多くの「精神障害者」を精神病院へ強制収容

した。その結果が超長期入院患者の累積であり、地域

での「精神障害者」差別の蔓延と強化であった。

この失政に勝るとも劣らない害毒をもたらすのが今

回の特別立法である。今日本政府がなすべきことは

「触法精神障害者」のみに対する有害無益な特別なシス

テム作りではない。政府の精神医療政策の誤りに対し

て謝罪し、「医療なき拘禁」をもたらしている強制入院

制度を見直し、精神医療全体の底上げによって、「精

神障害者」の人権回復を具体化することである。そうして

初めて、人権制限や熔印を恐れることなく、安心して受け

られる精神医療が生まれる。

政府が直ちに「骨子」を撤回し、「精神病」者本人の声

に学び精神医療の抜本的見直し作業に入ることを要求

する。

（注）この声明には二つ誤りがある。「骨子」（法案

でも）対象行為のうち「傷害」には未遂は入っていな

い。また不起訴処分となったものが心神喪失等である

か否か、不起訴処分を受けたものが犯罪にあたる行為

をしたか否かの判断は、裁判の合識体ではなく、合議

体のうちの裁判官が行うとなっている。
２００２年２月１９日

私は火付け強盗人殺しなんでもできる

はじめに

いわゆる「触法精神障害者」に対する対策法が上程さ

れようとしている。それに対してさまざまな精神医療

専門家団体および日弁連は、与党案に対して一連の対

案を提出している。

今回の政府の動きは７０年代からの刑法改悪＝保安

処分新設攻撃以来の一貫した流れの中にあり、またこ

の間の治安的な特別立法乱立の中のひとつとして位置

付けられるものである。しかし、宇都宮病院事件告発
以降この２０年間の「触法精神障害者対策必要論」は単に

政府主導というのではなく、マスコミ、精神医療・福

祉従事者さらには弁護士会の中からも積極的な声があ

がってきたことは見逃せない。そうした声の背景はい

ろいろと考えられるが、彼らの論理の根底にある考え

方をここでは問題にしたい（注１）。

それは「精神障害ゆえの犯罪」という見方である。
この見方に立つとき、何らかの事件を起こした人間

６

長野英子（全国「精神病」者集団会員）

が、事件後であれ、事件前であれ精神疾患者とされると、

その行為はすべて「精神障害ゆえ」とされる。これは何も

心神喪失として無罪や不起訴となった場合だけではな
１／ヽ。ＩＭ！常者同様に起訴され実刑判決を受けたとしても、そ

の行為は「精神障害のゆえ」とみなされるのだ。

それゆえ、「精神疾患の正しい治療によって、初犯も防

げる、防ぐべき」という主張が生まれる。あるいはもう少し

やわらかくは「Ｔ４孤立した精神障害者への福祉的支援、相談

窓口そして精神医療の充実さえあれば犯罪が防げる」と
いう言葉となる。

しかし、この見方は正しいだろうか？根拠がある
だろうか？

違法行為を行った者の中に、責任能力のある者と責

任能力のない者がいる。前者は犯罪を行ったことにな

る。後者は犯罪を行ったことにはならない。責任能力
のない者のうち大半は（全部とは言い切れないが）精神

障害者、あるいは言い方を変えれば、精神疾患に病む

者である。そして精神疾患に病む者の場合は責任能力の



ない状態になった原因は精神疾患にある。

ここまではおおむね正しいだろう。

しかし精神疾患を病む者の犯罪（責任能力ありとさ

れ通常の裁判で実刑判決を受けた者の場合）、あるい

は違法行為（責任能力なしとされて不起訴となったり

裁判で無罪となった者の行為）の原因は、「精神障害あ

るいは精神疾患」にある、という結論は正しいだろう

か？少なくとも犯罪あるいは違法行為の原因はあげ

て「精神障害あるいは精神疾患」にあるというのは本当

に根拠があるだろうか？

逆にいえば精神疾患さえ治療されていればあるいは

治療すれば、犯罪や違法行為はなくなるのか？

犯罪や違法行為を行う者が精神疾患に病む者だけだ
としたら、「精神障害あるいは精神疾患こそが犯罪や

違法行為の原因」という結論は経験的には正しいこと

になるかもしれない。しかし現実には精神疾患を病ん

でいるわけではない人間の犯罪のほうがはるかに多

い。犯罪一般の原因要因はさまざまである。貧困や被

差別、失業、男女関係のもつれ、家族間の葛藤などな
ど、さまざまな要因が思いつく。精神疾患に病む者も

また人間であり、この社会に生きる生活者である。精

神疾患者としてではなく一人の生活者として、通常の
人間同様、これらの葛藤や困難を抱えていても何の不

思議もない。そしてそうした葛藤や困難の中で犯罪に

走ることも当然ありうる。

差別を強化する精神障害者観

社会臨床雑誌第９巻第２号（２００２．３）

る。

患者会の出会いがなければ、私はいまだにこの呪縛
から解放されることはなかったであろう。

しかし今語られている「精神障害ゆえの犯罪」という

見方はまさに前述した私たちを苦しめている差別的な

精神障害者観、すなわち「精神障害者のすべての言動

は精神症状ゆえ」という見方そのものである。精神疾

患に苦しむ者に対して、人間として生活者としての側

面を全否定し、ひたすら精神医療の対象の疾患を持つ

者という側面のみの存在としてみる見方である。
こうした見方こそ精神障害者差別であり、私たちが

人間であることの全否定である。

そしてこの差別的精神障害者観から、「精神医療の

充実で初犯も防げる」という主張が生まれる。この発

想は「精神障害者というのはやはり犯罪防止のための

医療の対象、犯罪を行いがちな危険な存在」という差

別と偏見を強化するものである。私たち全員に対する

差別宣言といわざるを得ない。さらには精神医療を本

人のための医療から社会防衛のための医療へ、そして

治安の手段へと既める考え方である。

そして、この発想は当然にも強制医療体制の正当化

そして強化につながる。

危険でこそ人間である

ヒト・ホモサピエンスという種ほど危険な存在はな

い。これほどの組織的同族殺しを行うのはヒトだけで

ある。さらに社会的存在としての個々の人間もまた危

私たち「精神病」者が日常的に悩まされる差別は、私険な存在であり、何をするかわからない存在であるこ

たちの言動すべてが精神障害のゆえ、と決め付けられとは自明である。「火付け強盗人殺し」なんでもできる

ることである。十代で精神医学化され精神病院に入院のが人間であり、そしてその危険性いいかえれば可能

した私は、社会的経験の貧しさや関係性の貧困の中で性こそまた人間の人間たる尊厳の一部である。

精神医療に全生活を支配され、圧倒的な洗脳を受け人間は悪魔にも聖者にもなれるからこそ人間であ

た。そこでは私の感情、感覚、思考、思想すべてが、る。

「症状」として相対化された。後に患者会と出会うま私もまた「火付け強盗人殺し」なんでもできるし、す

で、私は「精神病者は怒ってはいけない。すべての感る危険性がある。精神障害者だからではなく、人間だ

情は症状なのだから自分の感情表現をしてはいけなから危険性があるのだ。
い」と思い込んでいた。

こうした自己規制がうつ状態を生み出すのは当然であ

こうした人間のあり方を、精神医療は圧殺できるの

か？たしかに精神医療は精神疾患ゆえに資任能力のな

７
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１ハ状態に陥ることを防止はできるかもしれない。そうだと

してもそのあと十分なる責任能力を持って犯罪に走るこ

とを防止できるのか？あるいはするべきなのか？

精神医療の名のもとに拘禁し続けるか大量の薬でほと

んど動けなくすれば犯罪を防げるだろう。あるいはいわゆ

る悪徳病院がやっているように暴力１こ恐怖支配により徹

底的に患者を弾圧し、ひとかけらの人間らしい自発性や

反発まで奪い取ってしまえば、ロボット人間を作り出し犯

罪を防止できるかもしれない。そこまで行かなくてもかつ
ての私が受けた医療のように、すべての言動や感情を

「症状」として教え込み洗脳しきれば、犯罪は防止できる

かもしれない。それとも常に監視人が付き添い日常生活

を徹底監視し続けれ。１潟１１罪防止も可能かもしれない。

しかしこれらは医療の名に値しない、単なる人間性の

圧殺である。こうしたことカ囃神医療の名のもとに行われ

ることを私は決して認めることはできない。

しかも今ある強制医療体制の強化をもって「初犯も

防ぐ」とは、国家権力が暴力を持って人の内面を規制

し操作しようとすることである。このような弾圧を私

は決して認めることはできない。

何らかの属性にターゲットを絞り、しかもその個々

人の資質を問題にした犯罪防止の対策は、ひたすら差

別を強化し排外をあおるだけだ。それはたとえば「外

国人の犯罪対策強化」を想起すればすぐわかる。

医療や福祉はその対象者にとってひたすらよいこ

と、という素朴な思い込みがある。しかし法による強

制力を伴った精神医療を、犯罪防止の手段とするなら

ば、すでに医療の名に値しない上記のような人間性の

圧殺、最大の差別が生じる。強制医療体制下の「相談

窓口、本人支援福祉の充実」もまた柔らかな言葉と裏

腹に、監視と管理強化を生むだけだ。

「精神医療と福祉の充実によって初犯も防げる」とい

う発想こそ、再犯防止を唱えた政府の特別立法骨子以

上にすさまじい弾圧情況を生み出しかねないことは、

何度強調しても足りない。

●
●

（注１）この背景については拙稿「政府および与党

による「触法精神障害者」に対する特別立法立案に抗議

するとともに「触法精神障害者」対策議論の中止を訴え

る」（社会臨床雑誌第９巻２号ｐ６９-７２）で若干触れて

いる。

追記

（１）日弁連の今回の見解につながる８１年の「要綱案」お

よびその前提となった野田レポートに対する全国「精

神病」者集団の批判については以下のパンフがある。

長野英子（編集・発行）

「反保安処分資料集」

（Ｂ５・１６ページ、定価５００円送料とも）

申し込み先〒９２３-８０９１小松郵便局私書箱２８号

絆 社 ニュ ース 発 行 所

ファックス０７６１-２４-０４１６

メールｈａｎａｙｕｍａｒｉ＠ｈｏｔｏｍａｉｌ．ｃｏｍ

（２）現在、長野英子のホームページを作成中、この間

の文章を順次掲載予定。

http://www.ｅｏ（；ｋｋ・ｓｊｐＺｊｎｇｍ４）／叙）ｐ．ｈｔｍ
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心理主義化社会における社会臨床学の課題（中）

目 次

はじめに

１．小沢講演会を聴いて考えたこと

（１）誰のための臨床哲学か

（２）よく聴くことの先にある関係性とは何か

（３）家族への強い関心の意味するもの

（４）非対称的であることの評価をめぐって
２．臨床社会学の面白さとは何か

（１）見慣れたものを見慣れないものに

（２）臨教審「心の教育」路線の受容基盤

（３）いじめ現象をめぐる集団力学

（４）「キレル」という現象の知識社会学的分析

（以上、９巻１号）

３。「癒し」の比較社会学から見えてくるもの

（Ｉ）心理主義化社会としての現代

（２）握造される「心のケア」の需要一自己啓発セミ
ナー調査の結果から

（３）セルフヘルブグルーブという居場所

（４）カウンセリングという方法の歴史的起源

（５）「怒り」の再検討へ

（６）キャンピィ感覚の魅力

（７）アイデンティティ不確定性の時代の両義性

（以上、本号）

４。臨床社会学より面白い社会臨床学はいかにして

可能か

（１）知識社会学的アプローチの有効限界

（２）身体論的視点からみた「キレル」の多発現象

（３）教師という職業の権力性

（４）親密性の変容の楽しみ方についての学

（５）非対称性の活用としてのエロティシズム

井上芳保（札幌学院大学）

（６）新しい社会臨床空間の広がりの中で

おわりに

（以上、次号の予定）

３。「癒し」の比較社会学から見えてくるもの

（１）心理主義化社会としての現代

最近は化粧品のＣＭにまでカウンセリングという言

葉が使われている。カウンセリングという言葉には何

やら甘美な響きがあるし、知的で高尚な雰囲気も漂

う。そこに好感を持つ若い女性が多いのだろう。「心

のケア」とか「癒し」という言葉も耳障りがいいので多

用されている。それらは自明によいものとして歓迎さ

れがちである。

むろん現在のカウンセリング・ブーム、「心のケア」

ブームには消費社会の都合で作られたものという側面

がある。社会臨床学会のメンバーが繰り返し問題視し

ているよ・；５１こ「心のケア」とか「癒し」という綺麗な言葉

によって隠蔽されてしまう問題は実に多い。例えば、

最近気になっている点だが、行政サイドにとってもカ

ウンセリングは安上がりで何かと便利である。つまり

厄介な問題の対策費をカウンセラー雇用の人権費のみ
に限定できる。しかも何かやったというアリバイ作り

ができる。本質的なことには立ち入らずに済ませられ

る安価で便利なものとして「心のケア」の需要は今後も

伸びていくだろう。

既に紹介したが、現代の日本社会においてさまざま

な問題が心理的次元に限定されていく様相を捉えて

「心理主義化社会」とネーミングしたのは［森２０００］であ

９



社会ｌ富床雑誌第９巻第３号（２００２．３）

る。そこでは「心理学や精神医学の知識や技法が多く

の人々に受け入れられることによって、社会から個人

の内面へと人々の関心が移行する傾向、社会的現象を

社会からではなく個々人の性格や内面から理解しよう

とする傾向、および「共感」や相手の「きもち」あるいは

『自己実現』を重要視する傾向」（９頁）と定義されてい

る。このように知識社会学の視点を活かして「心理主

義化社会」を分析していくなら「心のケア」への依存を

強めている社会の虚構性は次々と暴かれることとなろ

う。

しかし「心のケア」の需要に上記のような特徴がみら

れることを十分に認めたとしてもそれを批判するだけ

でいいのだろうか。例えば「心のケア」とか「癒し」とい

う言葉に託して人々の生活実感や願望などの投影され

た何かが語られているということはないのだろうか。
カウンセリングにひかれ、自らがカウンセラーになり

たいと望む者の多くは元クライエントであるという。

そうした層の厚さによって臨床心理士資格とその権威

づけなどを含む「心の専門家」システムが維持されてい

ることが実態であるとしても、個々の生活者がそれぞ

れに切実な生活史を経てカウンセリングを志向するに

至った事情はあるのだろう。カウンセラー個々人のな

まの声に耳を傾け、その選択に敬意を払わないのなら

社会臨床学会はそれらの人々を味方につけることは

けっしてできないであろう（６）。

小沢牧子さんのようにご自分の生活に照らして「ケ

ア」ないし「心のケア」という言葉自体に対して強い違

和感を表明する立場もある［小沢２００１］。それはそれで
わかるが、言葉を叩くだけでは生産的ではないだろ

う。生活を「ケア」に言い換えることがおかしいといっ
てもケア学を提唱する杏物［広＃１９９’７、２０００など］が

広く受容されているように、「ケア」が便利な言葉とし
てこれだけ流布している現実がある。若い世代や都市

生活者の生活実感としては従来のような家族や地域と
いう共同性への回帰の提案よりも「心のケア」の方がな

じみやすいのであろう。その場合に「心のケア」という

言葉に託されている何かについては字義通りに解釈さ
れてはならない別の広がりも感じられる。例えば、新

しいタイプの親密な関係性や他者とのつながり方への

１０

期待が語られていることもあると思われる。そうだと

したら、言葉叩きにとどまらずに、むしろ「心のケア」
ヘの多くの人々の親近感を逆手にとってカウンセリン

グ・ブームに変わる別の魅力的な何かを提示すること

を試みる戦略をとってみてはどうなのだろうか、とい

うのが小沢さんの「ケア」批判に対する私の偽らざる感

想である。

以前に試論［井上２０００］で示した「よりよい社会臨床」

、！：は「心のケア」の達成される状況設定のことを考慮し

た概念である。一部からは「よりよい心理臨床」をめざ

すのかと誤解されたようだが、個人の心理次元に限定

した内容のものを考えていたのではない。その「より
よい社会臨床」の方向性を模索するためにも私は「癒

し」の比較社会学的考察が必要だと考えている。それ

は単なる比較ではなく、実践的な課題とつながる考察

とならねばならない。本論文の以下の記述はこのこと

を意識しながら沓き進められる。

（２）程造される「心のケア」の需要一自己啓発セミ

ナー調査の結果から

とはいえ「心のケア」の胡散臭さをまずは叩かねばな

るまい。「心のケア」の需要には握造された部分が多い

と考えられる。このことをよく示すケースとして私自

身が調査した自己啓発セミナー（気づきのセミナーと

呼ばれることもある。以下、セミナーと略す）のこと
を少しばかり紹介したい。

以前に東京での社会臨床学会の主催する学習会にて

話した際に質問を受けて「よく調べていない事柄につ
いてはお答えできない。主観的なことばかり言っても

仕方ない」と応じたら、「感じていることをありのまま
に話さない態度がよくない」と批判されて驚いたこと

がある（７）。確かに一理あるのかもしれないが、私は

実証的な仕事をしていると自負しているから、調べて

得たデータを尊重している。安易な推測や憶測は極力

語らぬことを自らのポリシーにしている。研究会とか

学習会と名のつく場では特にそうである。ここでも基

本的に１１１１１査結果に基づいて事実に即して冷静に述べて
いくこととしたい。



ａ。セミナーの概要

簡単に言うと、セミナーとは民間のセミナー会社が

主催するものであり、心理療法を応用したプログラム

を提供するビジネスである。数十人の見知らぬ人々が

走り回れるくらいに広い密室で長時間一緒に過ごし、

身体を使ってさまざまなゲームをし、気づいたことを

相互にシェアし合う。時計をはずすことが求められる

ので日常の時間感覚から遮断される。身体接触を重ね

ていくうちに参加者たちは意識の面で次第に溶融状態

になっていく。「気づき」の対象となるのは自分の周囲

との関係のありようなど、日常生活の中のほんの

ちょっとしたことだが、そのような些細な事柄を参加

者は再発見するようになっていく。

多くのセミナーは三段階方式をとっている。最初の
ベーシックコースは４日間。最終日には参加者は精神

的に高揚した状態に至る。その参加費用は９万円前

後。次のコースは２０万円から４０万円と高額であり、

やはり４日間。参加者からたっぷり金銭を取れるのは
この二段階めである。三段階めのコースでは新規参加

者の勧誘に関心を向けることに重点は移る。勧誘の成

功率も「セミナーの成果を自分のものにしたか否かが

試される」と意味付けられている。勧誘は専ら親しい

人からの口コミで行われる。アシスタントやニューズ
レターの発送などの雑用もセミナー卒業生が無報酬

のボランティアとして喜んで行う。

ｂ．三回の調査の概要

これまでにセミナーについては三段階方式のセミ

ナー参加者を対象とした調査を大きくは計三回にわ

たって実施している。
一回目は１９８７年秋から８８年はじめにかけて行っ

た、個人的な人脈を頼りとした調査である。ｉＢＤセミ

ナーの参加者が主たる対象者であったが、中小自営業

の経営者にメンバーの多いモラロジーという修養団体

との比較を試みて自己啓発セミナーの特性を浮き彫り

にすることを一つのねらいとした。参加者とは出来る

だけ多く対面するように心がけた。その上でアンケー

トも実施した。アンケートに協力してくれたのはｉＢＤ
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セミナー３１人、モラロジー３３人。セミナー参加者に

ついては、一段階め終了間際の高揚した気分の中で高

額の受講料をとる二段階目のコースヘの巧みな勧誘が

なされるが、それに参加したか否かを独立変数として

比較してみた。二段階めに進む層こそがセミナー会社

にとっては経営的にみて特にありがたいお客さんでは

と考えたからである。アンケートではセミナー参加動

機などセミナー関係のことだけではなく、生活実態と
さまざまな意識についてもたずねた。セミナー会社発

行のパンフやニューズレターの言説分析も試みた。

「現代におけるルサンチマン処理産業の社会的機能」

［井上１９８８］という冊子に詳細は載っている。

二回目は１９９１年秋から９２年はじめにかけて実施し

たアンケート調査である。元トレーナーだった方の協

力が得られたため大量のサンプルデータを入手でき

た。すなわち、ｉＢＤセミナーやライフスペースおよび

それらから分派して出来た小さなセミナーの卒業生の

名簿を使い、計４７００人に配布して５４９票を回収するこ

とができた。参加者のセミナーとの関わり方や受け止

め方、そして日常生活と意識について多くのデータを

得て検討してみたいと考えて実施した調査であった。

参加者に集まってもらった座談会の記録も掲載した。

「苦悩する自己啓発セミナーの研究」［井上１９９２］という

冊子に詳細は載っている。
三回目はやや時間を経て行われた面接調査である。

実施はあのオウム事件（８）をはさんで２０００年春であっ

た。二回目の調査に協力してくれたライフスペース系

のセミナー参加者で現在も関西地区１こ居住の方に会い

たいという手紙を出し、応じてくれた方のうち１０名に

かなり時間をかけて面接を行った。それらの方からの

紹介でライフスペースがカルト宗教化してから以降の

参加者にも会うことができた。ライフスペースの代

表、高橋弘二とその仲間が例のミイラ事件を起してか
らカルト宗教とセミナーとの近さがマスコミによって

しきりと語られるようになった。しかし私はセミナー

にはカルトとは異なる点もあると考えていた。そのこ

とを確かめるために急濾出かけたのがこの調査であっ

た。ライフスペースの変質の事情に関しても参加者の

ライフヒストリーに間しても貴重な成果が多々得られ

ＩＩ



た。この時の調査結果は未だ公開していない。

「心のケア」の需要には握造される部分が多いと先に

書いたが、「本当の自分」を探すことへの関心は主観的

な意識次元の問題だから刺激次第でいくらでも掘り起

こされうるものである。「本当の自分」のために、自分

自身の「心のケア」のために人は飽くことなく投資す

る。それはほとんどエンドレスな資源といえる。セミ

ナーは掘り起こされた「心のケア」の需要を存立基盤と

しているのであり、「心の時代」にフィットしている。

その意味でもまさしく「こころ系」産業の典型であると

いえる。

ｃ。二回目の調査の結果から

ここで二回目の調査結果から基本的な事柄のいくつ

かを簡単に紹介しておく。

性別は男頻頻曇、女が５４％。

年齢は３０代蜃柴多くて４５％、２０代が２２％、４０代

が２１％。

職業は事務・技術職が最も多くて４３％、経営・管

理・専門職が１４％、自営業が１３％、主婦・無職・学

生が１２％と続く。職業を具体的にみると、特に教員と

医療関係者が多いのが目立つ。看護婦や歯科助手の間
に広がったことはセミナー研究者の間ではよく知られ

ている。システムエンジニアなどいわゆる理系の仕事

をしている人も少なくない。

年収では４００万から６００万の層が２２％と最も多い

が、６００万から８００万の層が１１％、８００万から１０００万の

層が６％、１０００万から１５００万の層が９％、さらに１５００

万以上の層が４％もいた。かなり高額所得者が多いと

いえる。

学歴を見ても四年制大学卒が３０％、短大・高専・

専修学校卒が２３％と高校卒の１６％とよりも高い。ま

た大学院修了者が２３％もいる。かなりの高学歴者が多
いことがわかる。

ベーシックコースのみの参加者が６％に対し、次の

アドバンスコースまでの参加者は１４％、さらに三つ目

のコースまでの人は５５％にのぼる。

セミナー参加費の総額をみると、５０万から１００万円

を投じた層が最も厚くて２１％。１００万から１５０万円の

１２

層が９％、１５０万から２００万円の層が３％、２００万以上の

層も４％存在している。

参加動機に関わる自由回答データを見ると「本当の

自分に出会う」「自分を変える」「自分を知る」などの言

葉が目立っている。また「悟り」「気づき」「いま、ここ」

などが多用されていることも統計的に明らかになって
いる。

これらは調査結果のほんの一端だが、これだけでも

セミナーとはどのような場なのかおおよその想像はつ

こう。物質的な生活には満ち足りていてもどこかで

「心の空洞化」を感じている大都市に居住の高学歴層、

「自分探し」に関心の強い若年層というプロフィールが

浮かび上がってくる。インテリのウィークポイントで

ある身体感覚に訴えるプログラムが多いことも重要で

ある。セミナー終了直後、参加者はえもいわれぬ快感

に満ちた体験をする。感動を呼び起こす演出もある。

見事に「はまる」参加者は少なくない。類は友を呼ぶと
いうが、親しい友人が自分のためにこんなにも熱心に

セミナーを勧めてくれたことへの感激に押されて人は

セミナーヘと誘われていく。

ｄ。「ケアの論理」に出会う魅力

セミナーで実現している事態をいろいろな呼び方で

表現することが可能である。以前の私はルサンチマン

論の観点からセミナーを「ルサンチマン処理産業」とし

て捉えたが、もっとさまざまに捉えることもできよ

う。例えば「精神のネズミ講」とは勧誘システムにおけ

るネットワークの広がり方の特質に着目してのもので

ある。本来ありもせぬところに握造された「心のケア」

の需要を存立基盤とするにころ」系産業という観点か

らすると、そこで起きている事態とはまさしく「心の

商品化」としか呼びようのないものである。

しかしながらこうした「心の商品化」について全面的

に否定もできないと私は考えている。もしカウンセリ

ングを認めるならセミナーを認めないことは論理的に

難しいだろう。個人貴任による契約の成立を前提とし

たサービス業だからである。カウンセリングの場合、

カウンセリングがいつまで続くのかを決める権限をカ

ウンセラーの側が一方的に有していることが多いのに



比べてセミナーという商品はいわばパッケージ化され

ているから消費者にとってはセミナーの方がお買い得

かもしれない。また「心の専門家」が一方的にケアを与

えるのではなく、相互にカウンセラーとクライエント
の役が入れ替わる点でもセミナーは魅力的である。

「心の専門家」なるものの胡散臭さをはからずもセミ

ナーは示してしまっているのである。そのようなこと

からすると、正当なる臨床心理学者やカウンセラーに

とってみたらセミナーはまさに鬼ッ子のような存在と

いえる。

調査の自由回答データや聴き取り調査の結果が物

語っていることだが、セミナープログラムを通して参

加者自身が自分の中にも他者を癒す力があることに気
づいていく。ひとときだが、いやひとときだからこそ

いいのかもしれないが、普段は隠していたありのまま

の自分をさらけ出せる空間をセミナーという場で参加

者たちは共有する。気づくことは多い。そこから生き

る元気を取り戻す。調査結果では多くの人々がセミ

ナーに参加したことに多くの満足を得ている。支払っ

た金額についても高いと感じていない。セミナーでの

体験が忘れられなくてセミナーに居つきたくなる人間
が多くなっても不思議ではない。

このようなことを轡くとまたまたお叱りを受けそう

だが、私はセミナーが多くの点で通常のカウンセリン

グより優れていると考えている。セミナーの魅力が

何なのかはなかなか簡単に言語化できないし、無理な

言語化は誤解を広げるからしないほうがいいのかもし
れないが、敢えて一言で言うと、臨床社会学や臨床哲

学の論者たちの口から最近よく言われている「ケアの

論理」に出会う魅力なのではなｔ、功ヽと思う（９）。

ｅ。ライフスペースの変質

もっともセミナーという「心の商品化」にはやはり危

うさがつきまとっていることは強く指摘しておかねば

ならない。この「心の商品化」業界の動向にも長期的に

見ると変化がみられる。私見では現在のカウンセリン

グ・ブームが本格的になったのは、自己啓発セミナー

の流行が一段落した１９９２～９３年頃から後である。調

査に行ってわかったのだが、あのライフスペースにお

社
いて従来の三段階方式のセミナーを辞めて、高橋弘二

が一人一人の生き方を指図するピジョンセミナーヘと
いう変質が起きたのもちょうどこの時期である。ピ

ジョンセミナーではクライエントから高額の参加料を

とる。２０００年３月に私の行った聴き取り調査では一回

のビジョンセミナーのために５００万円ものお金を支

払った女性の公務員がいた。自分の生き方への自信を

失った時、彼女の眼にはその指針を示してくれる高橋

はそれくらいありがたい存在と映ったのであろう。高

橋は「本当の生き方」を彼女に提示したという。三段階
のセミナーとは全く別物となったといえよう。

外からみたらこれは本人が主体性を失った状態とい

えるが、こうした場合、最初からきしたる主体性はな

かったのである。そもそも後に述べる牧人＝司祭型カ

ウンセリングにおける「かりそめの主体性」の化けの皮

がはがれた状態であるともいえる。ビジョンセミナー
ヘの変質には一特にライフスベースが拠点をおく大

阪地区において 或る時期から三段階方式のセミ

ナーの参加者が極端に少なくなったことも作用してい
る。経営上の都合から一人の参加者から高額の受講料

を取らざるを得なくなったのである。金銭があってお

人よしの顧客に的が絞られたわけである。

ライフスペースの変質から読み取れるのは、人々の

「心のケア」の需要を発掘して利用する業界・７：）基本構造

そのものは変わらないとしても「心のケア」の消費現象

において業態の変化が１９９０年代中葉に起きていると

いうことである。これはライフスベースだけの問題で

はない。その後の他社でも三段階方式のセミナーは存

続しているが、顧客のかなりの部分はカウンセリング
に流れていることがわかっている。特に大阪地区でこ

の傾向は顕著である。このようなセミナーからカウン
セリングヘのシフトを指して「心のケア」の個人主義化

と呼ぶこともできよう。

セミナーは集団で行ったが、個人カウンセリングに

おいてはカウンセラーとクライエントとの一対一の関

係のみとなる。またセミナープログラムでは身体接触
を伴うゲームを行うなど身体性の要素が多分にあった

が、カウンセリングにはそうした要素は乏しい。セミ

ナーの場合はトレーナーや癒し役が「心の専門家」では

１３
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ないいわゆる素人であったのに対し、カウンセリング

では臨床心理士などの「心の専門家」にのみカウンセ

ラー資格が認められがちである。「心のケア」の個人主

義化にはこうした変化も伴っている。しかしこれらの

１諸点についてのより詳細な比較検討および分析と評価
は別の場に譲ることにしたい。

（３）セルフヘルプグループという居場所

「心のケア」の需要の全てを虚構と言い切ってしまっ

てよいのか。我々が今回考えねばならないのはまさし

くこの論点だった。私はさらに自分の調べたセミナー

のことを手がかりとして考察を進めたい。セミナー卒

業生たちの多くは三段階めまで終わってしまってもセ

ミナーとの関わりを維持したいと強く望んでいる。セ

ミナー会社はセミナー卒業生たちのそのニーズを巧み

に利用してセミナーの運営に関わる仕事を手伝わせて
いる。経営的にみたら人件費の相当な節約になる。セ

ミナープログラム進行のアシスタントはもとより
ニューズレターの編集や発送作業などの雑用もセミ

ナー卒業生たちがボランティアで喜んで行っている。

人はそれに喜びを感じればたとえ単調な作業であって

も全くの無報酬で嬉々として働くものなのだ。新規参

加者の勧誘にしても同様である。全ての行為が「セミ

ナーの成果を自分のものにしたか否かが試される」と

意味付与されている。セミナーというものを価値的に

受け止め、セミナーとの関係を維持して生きていこう
とする以上、逃げ場はないことになる。

卒業生たちはなぜそのようにしてまでセミナーとの

関係を維持して生きていこうとするのだろうか。はっ

きり言うと彼らには他に居場所がないのだ。あるいは

他の居場所をー切捨ててしまうくらいにセミナーの体

験が本人にとっては「すばらしかった」のである。セミ

ナー参加時は参加していること自体が居場所であっ

た。次のステップヘと熱心な勧誘が続く。多くの参加

者はそれに同調して自ら参加する。さらに三段階めま

で進むとセミナーから評価されるためにあらんかぎり

の人脈を使って勧誘活動を展開する。しかしそれらが

済んで卒業生になってしまったら、あとは居場所とし
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てはスタッフになるかアシスタントになるかくらいし

かない。要するにお金を払ってフルコース参加し、人

脈も使って勧誘活動もしてくれた参加者たちはセミ

ナー会社によって利用され切ったことになる。彼らの

行き場は用意されておらず、放置される。セミナー会

社は次々とやって来る新しいお客さんに対してただセ
ミナープログラムを提供するのみである。

私は現代日本社会には居場所のニーズが大きく横た

わっていると考えている。セミナー卒業生たちはセミ

ナーという場にそれを求めてくる。しかしそれは何も

セミナーでなくてもよいはずである。例えば、セルフ
ヘルプグループがある。そこは同じ悩みを抱える当事

者同士が集まって語り合う場である。断酒会のケース

が先行事例だが、薬物依存、摂食障害、ガン患者、同

性愛者、子どもを失った親、育児に悩む親の会など、

さまざまなものが存在している［千葉大学文学部行動

科学科社会学教室１９９９など］。当事者同士だからこそ

何も遠慮することなく、腹を割って話すことができる
のだろう。

また私はここ数年、勤務校で担当している「社会情

報調査実習」という授業の場を使い、札幌地区で障害

者の小規模作業所の調査を続けているが、小規模作業

所の社会的機能をみると、何かを生産する機能もさる
ことながら当事者同士の居場所という機能がかなり強

いようである。小規模作業所には障害者だけではな

く、いろいろな人が出入りするが、それらの人々も含

めて一緒に何か作業をしながらおしゃべりをすること

自体のうちに「心のケア」が達成されている。

昨今話題になっている「引きこもり」についても村上

龍［村上２０００］が描いたようにインターネットで外の世

界とつながることでさまざまな関係を求めていると考
えられる。「引きこもり」の人たちの位置というものは

居場所を求めるセミナー参加者やセルフヘルプグルー
プ参加者と存外近いのではなかろうか（１０）。

以上のような意味合いから私は「心のケア」の需要の

全てを虚構と言い切ってしまうべきではないと考えて
いる。仮にビア・カウンセリングというものを、①

「心の専門家」を介在させずに、②相互にカウンセラー
とクライエントの役割を代えて実施するタイプの、③



無料のカウンセリングと定義するなら、自己啓発セミ

ナーでのシェアーの場面では③の条件以外ではまさし

くピア・カウンセリングをしていることになるのであ

る。ちなみにアメリカ西海岸が自己啓発セミナー発祥

の地であり、セミナー主催者たちの意識に７０年代のカ

ウンターカルチャーとどこかでつながっている部分が

あることは調査で確認できている。考えようによって

は、新しい社会運動のーつの展開形態としてセミナー

を位置付けることもできるのである。

（４）カウンセリングという方法の歴史的起源

それにしてもセミナーを文献でしか知らない読者

は、多くの人が、それも高学歴のインテリのような良

識のあるはずの人たちがなぜセミナーという胡散臭い

場にかくも強くひかれるのかについていぶかしがるの

ではないかと思う。他の居場所をー切捨ててしまうく

らいにセミナーの体験が本人にとってはすばらしかっ

たのはなぜかということを検討してみたい。それは同

時に通常のカウンセリングという方法の基本構造と起

源が何かを説明することでもある。
ここでは一昨年轡いた「牧人＝司祭型権力のカウン

セリングを超えて」［井上２０００］という論文の後半で紹

介したストア派のセネカの見解を一つの手がかりとし
たい。種明かしをしておくとミッシェル・フーコーと

いうフランスの哲学者が晩年に「性の歴史」のⅢ巻とし

て沓いた「自己への配慮」［フーコー１９８４］という文献の

中でストア派とキリスト教を対比して述べている部分
を参考にしている。

なぜキリスト教にこだわるのかというと、きわめて

大まかに言えば幕末以来、西欧型の近代化を模倣し、

民衆知レペルでの身体感覚を強行に握じ曲げることを

通して我々の今日の社会は作られているからである

（１１）。そうした近代化の考え方の中にはキリスト教の

文化が根深く浸透していて我々も知らず知らずのうち
にそれを受容し、それに振り回されている部分がある

と考えられる。

基本線としてはキリスト教文化のなかで「主体性」と
いうものがどう変質していったのかを対象化するため
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にキリスト教文化によって変質を遂げる以前のストア

派の考えを掘り起こしてみる作業が必要であるという
ことである。それとそもそもカウンセリングの文化と

いうのがキリスト教の告白と構造的によく似ているこ

とは以前から気になっていた。エラーブのように告白

の歴史を辿り、司祭が密室で一対一で行うようになっ

たのは１５６５年のボックス型告解室の導入以降である

と指摘している論者の存在は承知している（１２）が、告

白の社会的機能という課題もまだきちんと調べ切って
はいない。しかしながら詳細は省略して概略的なこと

を言えば、カウンセラーとクライエントの間に非対称

的な関係があることをよしとする発想、こうした関係

性による「癒し」をよしとする発想はキリスト教に淵源

するのではないかとあたりをつけている。

フーコーは性現象をはじめとして情緒生活全般が古

代ギリシアやローマの時代からキリスト教へと至って

どのように変容を遂げたかを丹念に論じているが、こ

こではストア派の場合の反省がキリスト教の修道院に

入ってどう変わったのかについての比較の部分に注目

することにしたい。以下、説明の便宜上、私の論文か

ら抜粋する。

ストア派のセネカは、就寝前に自分の一日の

悪徳、愚行、過ちを反省することを推奨してい

た。それは自分自身の心の動揺を裁判官のよう

に省みることで心の平静を取。り戻し安らかな眠

りにつくためのものである。例えば、自分の議

論が理解されず喧嘩腰になったときの心の動

き、あてこすりを言われた時の心の動き、上座

に座れなかったことでむっとした時の心の動き

などが反省される。その場合に自分の価値を確

信しながら、それを否定するようなつまらない

相手には関わらないことで自分の心の平静を維

持しようとする。ここにみられるのは無駄なこ

とで怒って心の平静を乱さぬような格律、行動

の原則を内面化する技術である。注意すべき

は、ストイックとはあくまで自己享受であっ

て、自分の心の背後に隠れている真理のような

もの、自分の心の真相というものを明らかにし
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ようとするためのものではないという点であ

る。要するにセネカはできるだけ毎日を楽しめ

るように、深く自由で快い眠りを楽しむために

反省を必要と考えていた。

ところが、このような反省がキリスト教世界

に入るとすっかりと変質する。４世紀から５世紀

にかけて修道院の改革運動の中心にいたカッシ

アヌスの「対話」というテキストではストア派の

哲学者のように夜の就寝の時まで待つのではな

く、絶えず反省と自己吟味を続ける必要がある

と説かれているという。例えば、修道僧が絶食

しようと思ったとする。その瞬間にその決意が

どこから来たのか吟味する必要があるという。

他の修道僧に自分の節制という美徳を誇示する
ために思いついたものである可能性ということ

が考えられる。その場合、節制は美徳ではな

く、名誉欲という悪徳に動かされたものであ

り、サタンの誘いに由来するものとなる。すな
わち、修道僧は自分の考えるすべてのことにつ

いて、それがどこから来たのか、神から来たの

かそれとも悪魔から来たものか、その内的な性

質はどのようなものか、それがどのような結果
を与えるかなどを常に詳細に点検し、吟味する

ことが求められたのであった。

自己を省みて「心の平静」を取り戻す技術はス

トア派の偉大な遺産であった。ストア派では自

己の行動原則を確立するために不適切なものを

排除することが重要な課題であった。これに対

してキリスト教では自己の欲望の真理と起源を

認識し、悪しきものを排除することが重要とさ

れる。生を楽しむことではなく、神に近づき、

神を見ることができるようになること、神への

近さを維持することが目的となっている。神の
２４時間のまなざしに人は耐えねばならなくなる

のである。この変容の大きさに我々は驚くべき

である。「いつ見られているかはわからないが、

見られている可能性だけは存在する」状況の中で

形成されるあの囚人の隷属性と表裏の「主体性」

の原像はこのあたりにあったと考えられる。
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（１２０頁）

少し補足しておくと「いつ見られているかはわから

ないが、見られている可能性だけは存在する」という
のはこれまたフーコーが近代に特有の権力のありよう

を説明するために用いたモデルのエッセンスである。

刑罰の方法が身体刑から監視刑に移行したことに着目

し、中央の監視塔からの看守の匿名のまなざしを意識

しながら形成される囚人の「主体性」を実は隷属性に過

ぎないとフーコーは見抜いている。看守の匿名のまな

ざしを神に、また囚人を人間に置き換えるとウエー
バーも同様のことを指摘していることになる。

ここでセネカの反省を持ち出してカッシアヌス以降

のキリスト教におけるそれと比較したのは、西欧社会

の「自己への配慮」には少なくとも二類型がみられたと

いう点を示したかったからである。もちろんキリスト

教文化ということで一括してしまうのはいささか乱暴

な話であることは承知している。カトリックとプロテ

スタントの違いは大きいし、プロテスタンティズムの

倫理こそが資本主義の精神を生み出したというウェー
バーの有名な仮説については語るべきことがあまりに

たくさんあるのだが、そういったことはひとまず省略

してストア派との対比について着眼したことを断って

おこう。

ストイックな生き方というのは私の個人的趣味であ

るが、そこには「自立」を考えるための大きなヒントが

横たわっているといえる。キリスト教文化がもたらす
かりそめの「自立」を批判する必要がある。そのために

フーコーは「全体的なものと個別的なもの」という論文

では牧人＝司祭型権力という概念を使っている［フー
コー・北山・山本：１９９３］。「良き牧人、良き羊飼い

は、羊のために自らの生を犠牲にする者」であり、

人々を強制や暴力によってではなく、人々のために自

ら犠牲になるという形で権力を行使する。牧人＝司祭

型権力の社会では、人々の心の内側に眼を注ぎ、見

張っているのであり、人々が自己の心の内側を告白す
ることが求められる。それだけではない。全ての人々

は司祭や牧人であるかのように絶えざる努力を重ねて

自己の心の内部を常に点検し、吟味することが義務と



なるというのである。

「絶えざる努力」というのは中学の教室などに掲げて

ある標語だが、そこにも上記のような意味でのキリス

ト教文化の影がみられることになりはしないだろう

か。いついかなるときにも努力しなければならないと
いうのは考えてみるとひどい話である。それの補償と

して「解放」が必要になるのではないか。一切の制約の

ない状態をイメージして自由を考えてしまいがちな

「解放」の思想を我々は疑うべきである。ありもせぬ

「解放」などを求めるから無理が堆積しておかしくなる

のである。

系譜的にみてフーコーの「自己への配慮」論とはキリ
スト教に根深く内在するルサンチマン道徳を暴露した

ニーチエの一連の仕事を引き継ぐ内容の仕事であった

と言える。ありもせぬ「解放」の思想によって我々は人

間存在の有限性・部分性から眼を逸らしてしまう。そ

れにとりつかれると卑俗なところも大いにある、あり

のままの人間の姿を見ないで済ませてしまう。そのよ

うなごまかしはルサンチマンの培養と親和的である。

（５）「怒り」の再検討へ

セネカを引き合いに出した以上、やはり「怒り」につ

いても簡単に触れておきたい。小沢さんは例の札幌で

の講演の中で「怒り」によってしか表現されないものが

あるのにカウンセリングはあるべき「怒り」を鎮静化さ
せることで、必要な行動へと向かわせなくすると述べ

ていた。確かにその通りの部分もある。しかし「怒り」

について言う場合にそれだけでいいのだろうか。必要

な「怒り」もあるが、不要な「怒り」も実は随分多いので

はないかという気がする。

そう思ってセネカの「怒りについて」をひもといてみ
ると、最初から「怒り」によってもたらされるデメリッ

ト、「怒り」にとりつかれた人間の醜悪さについてえん

えんと触れている。例えば「怒りの結果や損害を眺め

んとするならば、どんな悪疫でも怒り以上に高い値を

人間に払わせてはいない。そこに見るものは虐殺や毒

殺であり、被告たちの卑劣な反撃であり、都市の破壊
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ば昨年９月のアメリカの同時多発テロもそもそもはイ

スラム原理主義勢力の「怒り」から生まれたものだ。こ

うしたことまで含めて必要な「怒り」だとは小沢さんと

て到底言えまい。

セネカが「怒り」にとりつかれた人間の様子を描写し

ている部分も奥に迫るので引用しておこう。「怒りに

捕らわれた者が正気でないことを知るには、その態度

を見ればよい。人が狂っている確かな証拠は、図太く

脅かすような目つきであり、憂誉そうな眉であり、陰

険な顔つき、せかせかした歩み、落ち着きのない両

手、変化する顔の色、頻繁に吐く激しいため息であ
る。怒っている人のしるしもこれと同じである。その

目は血走って激しく動き、満面は心臓の底から沸き上

がった血で朱を注いだよう。唇はわなわなと震え、歯

はぎりぎりと音をたて、毛髪は逆立って天を衝く。息

は絶えんばかりにぜいぜいと鳴り、握じ曲げた手足の

節々はぽきぽきと音を立てる。うめいたりわめいた

り、意味も分からない奇声をあげるばかりで言葉は支

離滅裂」（１０頁）。「怒り」にとりつかれたときの我々を

冷静に外から捉えるとこんな状態になっているという

わけである。もちろん、「怒り」についてセネカはもっ

といろいろな考察をしているが、以上に紹介した部分

の文脈に関して言うと「心の平静」との対照で「怒り」は

批判的に捉えられているということができる。

怒らなくてもいいときにまで怒るということがあり

はしないか。過剰に怒りっぽくなるということが現在

の社会システムの中に組み込まれているのにそのこと

に無自覚であるということはないかというのが私が小

沢さんや社会臨床学会の皆さんに投げかけてみたい問

題である。いつもいらいらしている人間は周囲に害悪

を撤き散らす。もちろん必要な「怒り」というものはあ

るだろう。しかし常に怒りのタネを探して生きている

ような人間はけっして幸せではないと思う。巻き添え

になる周囲にとっても迷惑きわまりない。ストイック

な人間はむやみに怒ったりはしないのである。古代
ローマの戦乱の時代を生きたセネカの冷静な観察眼か

ら学ぶことは少なくないと思われる。

と全部族の滅亡であり」（Ｈ頁）などとある。そう言え（６）キャンピィ感覚の魅力
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ここでもう一つ指摘しておく。小沢さんが講演の中

でジェンダー的視点の欠落について批判した鷲田清一

さん関連の話題である。彼がその後に出した「〈弱さ〉

のちからーホスビタブルな光景」という書物［鷲田

２００１］を読んだ。鷲田さんはフィールドワークを通し

て正式のセラピー以外のさまざまな場所にセラピーと

同じ関係性を見出している。「よりよい社会臨床」を模

索する現在の私の関心と重なっていてたいへん１１１味深
かったのだが、その中に特に目をひく箇所があった。

それは「キャンピィ感覚」という概念を説明している部

分である。新宿二丁目のクロノスというゲイバーでの
コミュニケーションの中に鷲田さんは「ケアする関係」

の実例を見出している。

「キャンピィ感覚」とは伏見憲明さんの提唱している

ものだそうだが、自分自身を突き放し、笑う余裕のこ
とである。伏見さんの「キャンビィ感覚」が版元品切れ

でなかなか手に入らないので、鷲田さんの本から引用

するとこう言っている。

「じぶんのなかのアンビバレンツ。それを笑いとば

すＫさん。笑われているじぶんを嘲笑する。そう言え

かに人間的であるが、ユーモアや笑いや毒舌はさらに

人間的である。キャンビィ感覚は、差別されるマイノ

リティであるがゆえに洗練されてきたー種の高度な文

化なのだろう。「「世間様」から見下されながら、それ

を毒舌で批評し、そういうじぶんを「社会」の秩序から

外し、その「社会」が強いる抑圧をかろうじて和らげ

る。クロノスに集う人たちのあまりに対等な関係とい

うのも、そういう作業がそれぞれになされているから
のことであろう」（７３頁）。

こうした英知に溢れた日常的コミュニケーションの

中に社会臨床学会として着目すべき可能性は多々潜ん

でいると思われる。ちなみに自己啓発セミナーのプロ

グラムの中にも参加者にこの「キャンピィ感覚」を実践

させるゲームが含まれている。それは「ちっぽけなセ
ルフイメージを守るかたちで、じぶんのなかに陥没」

している人には抜群に効果的である。ゲイバーやセミ

ナーで実現していることを日常生活に持ちこめないも

のかと思う。そして普通の生活の中での「キャンピィ

感覚」の実践のようなことが制度化とそもそもなじむ
のかという疑問もここに生ずる（１３）。

ば、じぷんを絶対に正しいと思い込めるほど「キヤン（７）アイデンティティ不確定性の時代の両義性

ピィ」な感覚から遠いものはないと、伏見さんの本に

も沓いてあった。「落差を遊べる感覚こそがキヤン
ピィ・ティストなのだよね」と。プレイ。遊ぶことと

演じること。ここにはともに虚構という感覚が裏張り

されている。これはプレイですよというメタ・メッ

セージが。こういうふうにじぷんを対象化するところ

に欠けると、ひとはどうしてもちっぽけなセルフイ

メージを守るかたちで、じぶんのなかに陥没してしま

う。他者とプレイするステージをもてなくなるのだ。

「他者からの批判は少しも受けつけられないもので、

過剰に自己防衛的な反動としてやたらと攻撃的にな
る。他人を傷つけることには無神経だが、自分自身の

傷にはめっぽう敏感という輩がこれ」（伏見さん）。そ

ういう修養がない人が集うと修羅場になる」（７１-２

頁）。
キャンピィ感覚を有している人はむやみやたらと

「怒り」を周囲に撒き散らしたりはしない。「怒り」も確

１８

今回は自分の調べた自己啓発セミナーの話題を中心
にここまで展開してみた。「癒し」の比較社会学のため

にはまだまだ素材が必要なはずだし、セミナーの検討

についてもこれだけでは不十分であるとは思っている

が、一区切りをつけることはできたと思う。

誤解を恐れずに言えば、自己啓発セミナーの中で実

現しているのは、とりわけベーシックコースの四日め

に（それまで逃げることなくセミナーの場に残った）多

くの人が体験しているのはセネカの提唱しているよう

な内省的な生活感覚を取り戻した快感である。２４時間

のまなざしに耐えることを暗に要謂するキリスト教的

な「解放」の窮屈さから自由に「いま、ここ」を生きる面

白さ、楽しさを昧わってしまうと、他の居場所をー切

捨ててしまうくらいになっても不思議ではない。
これまた誤解を恐れずに言えば、我々はセミナーの

体験が本人にとっては通常の言語表現を超えて「すば
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らしい」と感じられるということに対して十全の想像して、搾取の対象としてクローズアップされつつあ

力を働かせるべきなのだ。言葉はあてにならない。そる。そのような事態の進行していることの認識は欠か
のようなことを多くの参加者に感じさせてしまえるとすことができない。したがって自己啓発セミナーを

いう意味でもセミナーはきわめて処理性能の高いルサ「心の商品化」の事例として批判的に捉えることも必要

ン チ マ ン 処 理 産 業 な の で あ る 。 で あ る 。 無 条 件 に 心 や ア イ デ ン テ ィ テ ィ 関 連 の 事 柄 の

さらに誤解を恐れずに言えば、ここに自己啓発セミ商品化を容認するのはまちがっていよう。しかしなが

ナーというものの面白さと危うさの双方が存することらそうしたものの商品化の動きの中から新しい可能性

になる。後者について私は一回目の調査報告轡「現代が生まれていることも見過ごせない。自己啓発セミ

におけるルサンチマン処理産業の社会的機能」などでナーやセルフヘルプグループなども含めて「心のケア」

執拗に述べてきたつもりである。しかしこの主張はセを志向するものを総称して私はセラビー文化と呼称し

ミナー参加者たちから猛烈な批判を浴びた。殆ど脅迫ているが、それらには否定できない要素も含まれてい

に近い手紙を受け取ったし、調査自体が困難に直面しる。

た。そのような経緯を経た結果、編まれたのが二冊目私が長年の自己啓発セミナーの研究を通して揺れ続

の報告書「苦悩する自己啓発セミナーの研究」である。けた原因はそれの有する両義性にある。セミナーの胡

これには「解放のイメージを求めて」というサブタイト散臭さは十分に承知していても、だからと言ってそん

ルまでついている。そこにはセミナーに参加し、セミなに簡単に切って捨てるわけにはいかない。「癒し」の

ナーを評価する者の主張もできるだけ盛った。しかし比較社会学においてもアイデンティティの不確実性の

この時点で私自身も足下をすくわれてしまったよう時代だからこそ、その両義性に十分に着目すべき必要

だ。「解放」という語を使ったはずみからかセミナーのがあることを確認しておきたい。

場で超克したはずのキリスト教系の「解放」にいつしか

自分自身が引きこまれてしまったらしい。そのことに

気づかぬまま随分と時間が過ぎた。だが、社会臨床学註

会のメンバーからの刺激を受けて１９９６年頃から着手

したカウンセリングの批判的検討の作業を通してその（６）さっぽろ自由学校「遊」は２００１年５月から６月にかけ

こ と が 自 覚 化 さ れ て き た 。 て 「 「 心 の ケ ア 」 を 再 考 す る 」 と い う 連 続 講 座 を 開 催 し
一方、社会臨床学会の場などで前者、つまりセミた。その中には「フェミニスト・カウンセリングの

ナーの面白さの部分について少しでも触れようものな現場から」という講演もあったが、質疑ではフェミ

ら強烈なバッシングを受けるということは経験的に実ニスト・カウンセリング一般を厳しく批判し去る社

証されている。こうなると誤解を恐れつつ恐る恐る言会臨床学会に対して疑問や不満をもらす人が少なく

うしかないのであるが、セミナーの面白さや魅力につなかった。
いて理解してもらうべく、例えば「絶えざる努力」とい（７）その質問者の言い方がセミナーの場で価値化され

う非人間的で抑圧的な教育の標語に違和感を覚えたこている言説と似ていることに気づいた驚きも含まれ
とのある人の感性という共通感覚をあてにし、セネカていた。社会臨床学会の人はセミナーに行かなくて

の言い分などをーつの補助線として言い続けるしかなもセミナーのような生活感覚を既に有しているのか

い 。 も し れ な い 。 こ の よ う な こ と を 記 し た く な っ た の は

以前にもメルッチの所説などを援用しながら説いたあながち皮肉の意図からばかりでもないことをご理
ように現代の資本主義はアイデンティティの領域にま解いただきたい。

で侵食するに至っている［井上２０００］。今やアイデン（８）オウム事件の発生は日本社会にとってショッキン

ティティの不確実性それ自体が新たなフロンティアとグなものだったが、実はセミナーを研究している

１９
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者、特にその積極面を評価するスタンスに立ってい

た社会学者にとっても随分ショッキングだったはず

である。例えば、見田宗介さんのようにかつてセミ

ナーを体験し、賞賛していた人こそオウムとセミ

ナーの類似点と相違点をいちはやく指摘すべきでは

なかったのか。インテリたちがオウムやセミナーに

引きこまれていった現実とどう向き合うのかは私に

とっても大きな課題である。

（９）「ケアの倫理」は「正義の倫理」とはだいぶ様相が違

うという。「ケアの論理」と「正義の論理」についても

同様だろう。鷲田清一さんは「それらのくホスピタブ
ルな光景〉にはしかし、いつもどんな場面でも、あ

る反転が起こっていた。存在の繕いを、あるいは支

えを必要としているひとに傍らからかかわるその行

為のなかで、ケアにあたる人がケアを必要としてい
るひとに逆にときにはより深くケアされ返すという

反転が。より強いとされる者がより弱いとおもわざ

るをえない者に深くケアされるということが、ケア

の場面ではつねに起こるのである」［鷲田２００１：

１７５］と述べている。

（１０）「共生虫」の執筆について村上龍さんは、毎日新聞
のインタビュー記事で「引きこもりは引きこもって

いる彼ら自身がなぜかわからないような、言葉を持

たないアクションです。だから「共生虫」は彼らに代

わってそれを言葉にする作業」と答えている。また

「自分自身を外にドライブしていく力は、青年海外

協力隊にいきたいというのではなく、女の子とセッ

クスしたいとかいうそんなことです。生命力です。

生命力にはアンモラルな部分もあるんです。ウエハ

ラのきっ；、うヽけは非常に勘違いに満ちているんだけ

ど、将来的には自分の目標を発見していくきっかけ

なんですよ」とも述べている。（２０００年５月１０日付夕

刊記事）

（１１）幕末から明治期につくられた社会規範は現在の日

本社会に生きる我々をも縛っている。ペリーの下田
上陸の折に、西欧人の視線を意識して混浴禁止のお

ふれが出たのは好例である。維新後まもなくには違

式誰違条例（東京府では１８７２年施行）が出て、混浴を
はじめとする庶民の風俗の取り締まりが強化され

２０

た。西欧的な意味での「裸体の性化」はこのあと明治

終盤期のプラトニックラブ・イデオロギーの浸透と

あいまって加速化されていく。「裸体の性化」とは裸

であることがそれ自体でただちに性的なイメージと

結びつく規範の普及を指している。

（１２）エラーブによると「中世では友愛精神が重んじら
れていた。困っていた仲間を助けたり、みんなで祭

りや遊びを楽しんだり、貧者の面倒を見たり、慈善

施設を建てたりしていた。だが、宗教改革の時代に

なるとそうした精神は吹き飛んでしまった。人々が

うちとけあい、活気づくのに欠かせなかった地域の

祭りも縮小された。カトリックの「告解」は以前は罪
を犯した者が、みんなの前で懺悔し、再び地域の仲

間に入れてもらうという儀式だった。だが１５６５年

にボックス型の告解室が導入されると、個人と司祭

との秘密儀式になった」［エラーブ１９９５＝１９９７：

１３６］とのことである。このきわめて共同体懐古志向

の強い記述の歴史的真偽については検討の余地があ

ろうけれども、ケアの個人化に関わってなるほどと

思わせる記述ではある。

（１３）上野千鶴子さんは、河野貴代美さんとの対談で、

国家資格化に反対の立場を表明している河野さんに

対して「制度化に抗するにはよりよい制度化しかな
い」と述べてフェミニスト・カウンセリングの専門

資格の制度化を主張している。社会臨床学会として

も無視できない主張であるといえよう［上野・河野

２００１］。
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戦後における「未成年者の自殺」言説の変遷

佐藤剛（日本ソーシャルワーク協会）

それ以後、多くの記事が掲載されてくるようになって
１ - １ ： 本 研 究 の 目 的 く る 。 さ ら に 新 聞 投 書 欄 に お い て は 、 新 聞 記 事 と ほ ぼ

同様７０年代半ばに多くの投轡が掲載されはじめ、

本論の目的は、「子どもの自殺は問題である」とい１９７０年代後半から未成年者の自殺に関する記事の掲

う、この一見疑いようのない命題を疑い、この命題を載のされ方も異なってくる。８０年代半ばには、未成年
「子どもの自殺は問題として見なされるようになって者の自殺を「事件」としてではなく、「問題」とみなす記

きた」と書き直す必要を迫るものである。事が増加してくる。以上のような結果をもとに考察が

子どもの自殺が社会問題および教育問題として認識なされる。これまでも教育学の議論のなかで１９７０年
されるようになったのはつい最近のことである。そし代半ばというのは一つの転換点として識論されてきた

てそれは自殺数の増減という事実からではなく、メが、それを実証的に明らかにしたうえで、これまでの

ディアの効果によって作られたものであるというのが議論に子どもたちの現実とその言説の混同が含まれて

本論の主張である。私たちがいかにこの効果の下で生おり、その事態に新聞紙面や研究者たちも加担してき

活するようになっているのかを時間の変化を辿って明たことが明らかにされる。

らかにし（１）、こうした事実が私たちの生活にどのよ最後に本研究において、なぜ未成年者の自殺を取り

うな影響を及ぼすことになるのかを考えるための枠組上げたのかを述べておきたい。いきなり未成年者の自

み を 提 出 し て み た い （ ２ ） 。 殺 が 取 り 上 げ ら れ る こ と に 疑 問 を 抱 く か も し れ な い 。

本論の最大の目的は、私たちが子どもたちと向き合理由は簡単で、自殺には不明な点が多すぎるからであ
い、かかわっていくのに不必要なノイズを除去するこる。なぜ自殺したのかなど、もしかすると自殺した当

とである。本論はメディアの効果によって生み出されの本人でさえ分からないかもしれない。しかし、自殺

る「子どもという不安」を乗り越えて、現実の子どもたが遂行された後には、いろいろなことがまこしやかに

ちと向き合うために必要な知とは何かを考える極めて推測される。自殺という現実に対する言説の過剰であ

実 践 的 な 試 み で あ る 。 る 。 言 説 過 剰 を 引 き 起 こ す 事 実 と し て 自 殺 は 典 型 的 か
つ象徴的な事実である。自殺という事実は、子どもを

１ - ２ ： 本 研 究 の 課 題 と 構 成 め ぐ る 過 剰 な 言 説 に つ い て 考 え る と き の 適 当 な 材 料 で

ある。

本研究ではまず戦後５０年間（１９４５年か・ら１９９５年ま
で）の未成年者の自殺の総数を把握する。未成年者の１-３：本研究の方法

自殺数は滅少傾向にある。自殺者の総数が増加してい
るにもかかわらず、未成年者の自殺者数は減少してい１-３-１：言説分析とデータベースの利用

る。次にその事実を新聞紙面がどのように扱ってきた本研究で用いられる方法は、言説分析という方法で

のかを明らかにする。１９７０年代半ばまでは、未成年ある。これまでも言説分析において、新聞記事や雑誌

者の自殺が紙面に掲載されることは僅かであったが、は有効な資料として用いられている。赤Ｊ１１（２００１）が指

２２



摘するように、言説分析には「かなり大きな拡がりと
バリエーションを有している」（赤Ｊｌｌ【２００１：６５１】ので、

厳密な方法は存在していない。本研究の場合も参照す
べき方法は先行研究には存在しない。故に、本研究独

自の方法を作り出す必要があった。およそ５０年にもお
よぷ新聞紙面のすべてを対象にすることは不可能であ

るので、近年整備されてきたデータペースを用いるこ

とにした。そうすることによって、方法の恣意性を打

破でき（誰がアクセスしても、同じ手順を踏めば、同

じ結果が得ることができる）、対象とすべき新聞紙面

を限定できる。具体的な方法は本論の各章のなかで明

らかにしていく。

１-３-２：新聞投書欄への注目

本研究の課題を達成するために用いられる資料は新

聞だが、そのなかでもとくに新聞投沓欄に注目した。

新聞投沓欄は、およそ百年以上も前から新聞紙面の一

角を担い続け、現在に至るまで、断続的に設けられて
いる。そこに人びとのその当時の考え方の一端を見る

ことができるはずである。しかし、我々が日々目にす

る投沓欄は、新聞社による選別という作業を経たもの

であり、また当然のことながら、新聞社に送られたす
べての投書が掲載されるわけではない。とはいえ、私

たちは新劈警皿自体が持っているメディアの力を受

けている。どういうことかというと、新聞投轡欄自体

がメディアとしてメッセージを発している。新聞投轡

棚に掲載された投書を読むことによって、どういうこ
とが問題になっているのかを認識し、そこから影響を

受けているのではないか。未成年者の自殺が新聞投書

棚に掲載されること自体が、新聞社がそれを問題だと

認識していることを表し、そして読者はその投書欄を

読むことによってそれを問題として受け止めるだろ
う。故に、新聞紙面という場所を「誰がどのような立

場から語っても、似たような語りを構成してしまうと
いう、言説が生産される「場」」（赤川【２０（）ｈ７７］）として

位置付けることができるのではないか。

２-１：未成年者の自殺数の変遷
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本章では１９４５年から１９９５年までの未成年者の自殺

数を明らかにする（３）。大局的に見ると、未成年者の

自殺数は、時間が経つごとに減少している（図１参照：

図は本文最後尾を参照編集者注）。この５０年間で最

も未成年者の自殺が多かったのは、１９５５年の２８２６件

である。加えて、この前後２、３年のあいだが、毎年

２０００人以上の自殺者が存在していた。この５０年間

で、２０００件を超えたのは、１９５４年から１９６１年までの７

年間であり、それ以後自殺者総数に対する未成年者の

占める割合も同様に減少傾向にある。

自殺者総数の変化を、２００００件を基準にして見ると

（図２参照）、この５０年間に４つの時期が存在しているこ
とが分かる。一つ目は、１９４５年から１９５３年までの時

期。二つ目は、１９５４年から１９６０年までの時期。三つ

ｌ：ｌは、１９６１年から１９７６年までの時期。四つ目は、

１９７７年から１９９５年までの時期。第２期と第４期におい

て、自殺者の総数は２万件を超えている。２万件を基準

にして、増加と減少を交互に繰り返している。未成年

者の自殺の傾向とは異なり、１９７０年以降時間が経つ
につれて、少しずつ増加の傾向になることが分かる。

未成年者の占める割合も、１０％を越えていたのは、未

成年者の総数とほぼ同様に、１９５２年から１９６１年まで

の１０年間だけである。これは総数の最高値の年と一致

している。この年以降、割合も減少の一途を・辿る。

１９９０年以降の割合は２％台で落ち着いている。未成年

者の自殺数は減少傾向にあるが、自殺者数は漸次増加

傾向にあるというのが大局的な事実である。

次に未成年者の自殺総数をより詳細に見てみよう。

厚生省（現：労働厚生省）の統計では、未成年者を３つ
のカテゴリー（５歳から９歳、１０歳から１４歳、１５歳から

１９歳）に分けたうえで、総数を把握している（図３参

照）。まず確認できることは、未成年者の自殺者の多

くは、１５歳から１９歳に集中していることである。５歳

から９歳までの自殺者は、１９４７年を除けば、毎年-桁

であり、一年間に５件を越えた年すらない。また、１０

歳から１４歳までの自殺者数も、１９８６年を除いて、三

桁になることはなく、二桁の範囲に収まっている。

１９６０年代後半に、４０件後半から５０件前半で落ち着い

た年が続いていたが、時間の経過に対応するような変

２３
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化は見られない。その総数は、５０件前後から９０件ま

でのあいだに収まっている。１５歳から１９歳までの自

殺者は、反対に二桁になったことはない。前記の未成

年者の総数と正確に対応して、１９５４年から１９６０年ま
でが、２０００件を越える自殺者を出している。それ以

降は、減少の一途を辿り、１９９０年代では、ピークで

あった１９５０年代後半と比較すると、５分の１程度まで

減少している。

２-２：「原因」論から「言説」論への展開

これらの事実から考えてみたくなることは、どうし

て５０代後半に未成年者の自殺が顕著に増加したのかと

いう理由である。しかし、その理由を大局的に説明す

ることが本研究の目的ではない。なぜならば、それら

の説明は、なぜその人がその瞬間に自殺したのかとい

うことを明らかにしないからである。

る。そのような一般化された状況論ではその問いに応

えることはできないと考える。

本研究では、なぜある人がその瞬間に自殺をしてし
まうのかという問いに直接応えることができない。本

論の域を越えているし、それを目指してもいない。む

しろすぐに自殺の原因探しをしてしまいたくなる私た

ち自身の傾向を問題にしたいのである（４）。

２-３：小括

ここから分かることは、未成年者は時間が経つにつ

れて自殺しなくなってきていることである。とくに９０

年代になってからは、戦後最低の数字を示している。
これは私たちの実感とはそぐわないものではないだろ

う。では私たちの実感の根拠はどこからやってくるの

だろうか。

たとえば下Ｊ１１（１９９６）は、この時期の１０代の自殺を３-１：新聞紙上における「未成年者の自殺」言説の変遷

受験戦争による自殺だと説明し、芹沢（２（）００）は、「進

学を至上命令とする教育家族化」にとって、「いい子」

に押しつぶされた果ての自殺であると特徴付けている

が、これらの状況はその時期に自殺せずになんとかや

り過ごした人びとにも共通した状況だったはずであ

る。これらの説明だけでは、なぜある人がその瞬間に

自殺をしたのかということを説明できない。生き残っ

ている私たちが知りたいのは、なぜその人がその瞬間

に死という選択を選んでしまったのかということであ

前章では、未成年者の自殺は時間の経過のなかで減

少していることを確認した。しかし、それは私たちの

実感にそぐわない事実であった。ここではその事実と

実感の甑錘はどこからやってくるのかを明らかにして

みたい。

本研究では、その手段として新聞、特に投書欄が有

効であると考えた。新聞紙上にほぽ毎日のように掲載

され続けている投書欄において、未成年者の自殺はど

表１朝日新聞戦後５０年見出しデータベース検索結果
「’自殺ＡＮＤ小学生」「自殺ＡＮＤ中学生」「自殺ＡＮＤ高校生」

小学生 中学生 高校生
１９５５-１９５９ ３ １３ ５０

１５｝６（）-１９６９ ７ ３６ ４３

１９７０-１９７９ １９ ７５ ６５

１９８０-１９８９ ４ ２７ １４

１９９０-１９９５ ０ ４ ４

（大分類：社会、中分類：事件、小分類：自殺）

２４



のように取り上げられてきたのであろうか。近年情報

のデータベース化が進み、過去の新聞すべてを閲覧せ

ずに、-定の手続きを経ることによって、５０年間とい

う時間を分析の対象にすることができるようになって

きた。本研究では、「朝日新聞戦後５０年見出しデータ
ベース」を用いた。「自殺ＡＮＤ小学生」「自殺ＡＮＤ中学

生」「自殺ＡＮＤ高校生」というキーワードで検索を行っ

た結果は表１の通りである（５）。

この表は何を示しているだろうか。前章で確認した
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う。朝日新聞紙上において、最も未成年者の自殺記事

を掲載していたのは、１９７３年から１９７７年までのあい

だである。しかし、この事実もまた私たちの実感とは

異なる。９０年代に入り、私たちは、未成年者の自殺に
ついての様々な情報に囲まれていたではないか。

私たちの実感の根拠を探っていけば、未成年者の自

殺は「いじめ」と結びつけていたことを思い出すだろ

う。

事実と照らし合わせてみる。新聞に掲載された未成年３-２：「いじめによる自殺」という言説の登場

者の自殺の記事は、自殺の実数とは関係していないと
い う こ と で あ る 。 同 じ デ ー タ ベ ー ス を 用 い て 、 「 自 殺 Ａ Ｎ Ｄ い じ め 」 と

表を読む前に注意されたいのは、新聞紙面に掲載さいうキーワードで検索してみる。１９４５年から１９６９年

れる記事は、実数のほんのひと握りでしかないことでまでは検索結果は得られなかったが、１９７０年代以降

ある。たとえば、１９４５年から１９５９年までの未成年者の結果は表２の通りである（６）。

の自殺数は、２４６２３件であったが、朝日新聞に掲載さまず注目すべきは、８０年代に入り、一般的な自殺

れた未成年者の自殺数は、合計６６件しかない。掲載率ではなく、いじめによる自殺についての記事が多く掲

は１％にも満たない。この基本的な事実を踏まえなく載されるようになってきていることである（７）。その

てはならないが、新聞記事の掲載数は自殺者の総数の多さは７０年代の中学生の自殺に次ぐ多さである。８０

変 遷 と は 異 な っ て い る 。 年 代 以 降 、 朝 日 新 聞 で は い じ め に よ る 自 殺 を 多 く 掲 載
未成年者の自殺が最も多かったのは、１９５４年からするようになってきた。

１９６０年にかけての期間であった。しかし、未成年者次に注目すべきは、９０年代に入ると、「大分類：社

の自殺記事が朝日新聞に最も多く掲載される時期はそ会、中分類：事件・事故、小分類：自殺」に分類され

れと一致しない。表からもわかるように、最も多く掲る記事は激減する。しかし、「大分類：文化、中分

載されたのは１９７０年から１９７９年までのあいだであっ類：教育」の記事が激増している。このことは何を意
た 。 味 す る だ ろ う か 。 ８ ０ 年 代 ま で に お い て 、 未 成 年 者 の 自

７０年代をさらに各年に分割してみると、１９７３年に殺は、社会面の事件・事故として掲載されていたが、

急増していく。中学生の場合、１９７３年に１５件の記事とくに８０年代においては、いじめによる未成年者の自

は掲載されるようになった。さらに１９７６年には１６殺は社会面の「事件・事故」というカテゴリーには入ら

件、１９７７年には１２件と連続して掲載されるようにない。そして、教育面の記事として処理されるように

なっている。しかし８０に入ると、急激に減少してしまなったということが分かる。未成年者の自殺が、教育

表２朝日新聞戦後５０年見出しデータベース検索結果
「自殺ＡＮＤいじめ」

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１９７０-１９７９ １ ０ ０ ０

１９８０-１９８９ ６８ ４９ ２ ０

１９９０-１９９５ ５ １１４ １１ ４

２５
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の問題の一つとして取り上げられるようになってきた

と言えるだろう。さらに注目すべきは、「裁判」という

カテゴリーである。「裁判」というカテゴリーが登場す

るのは、８０年代に入ってからだが、これも９０年代に

入り、記事は１０倍以上も増えていく。これもまた未成

年者の自殺が事件としてではなく、問題として認識さ

れるようになったことを示している。

３-３：小括

朝日新聞紙上において、未成年者の自殺の取り上げ

方は「事件」から「問題」へと変化しているといえるだろ

う。それまでは「事件」として取り上げられてきた未成

年者の自殺は、９０年代に入り、ただの「事件」としてで
はなく、教育の「問題」として取り上げられるように

なってきたといえるだろう。未成年者の自殺をめぐる

私たちの現在の実感は、９０年代に入って急速に作られ
たものではなｘ、功ヽ。１９４５年からの５０年間において、

未成年者の自殺をめぐる認識は大きく変わっている。

次章では新聞投轡欄においてこの仮説を実証してみた
い。

開されておらず、朝日新聞の場合と同様の手続きをと
ることはできなかった。具体的には、朝日新聞におけ

る検索結果によって、「大分類：社会、中分類：事

件、事故小分類：自殺」に分類された記事の掲載日の

翌日から１０日間の投轡欄に、未成年者の自殺に関する

投轡が掲載されているかを調べた。同様の手続きを毎

日・読売の各紙においても行った。その結果をまとめ

たものが表３である。

まず分かることは、未成年者の自殺に関する投書数

は７０年代になってから一挙に増加していることであ

る。それ以前の時期には、毎日新聞が取り上げること

があったが、他の二紙は掲載していない。８０年代も７０

年代同様に掲載され続け、９０年代に入ると、一気に減

少していく。そして９０年代に入ると、極端に滅少して

くる。

さらに細かく年ごとの変化を追ってみる。そうする

と、各紙とも増加の傾向に移る年は、一致している。

１９７２年に未成年者の自殺に関する投書が掲載されは

じめる。それ以前まではほとんど掲載されていなかっ

たことを考えると、この年は、一つの区切りの年であ

る。７０年代後半と、１９８５、８６年のピークを描いてい

る。特に朝日新聞の掲載のされ方が一番特徴である

４-１：新聞投書欄における未成年者の自殺言説の変遷が、３紙とも掲載数が増えるときの時期がほぼ重なっ

ているというのが興味深い。

本節では、新聞投轡欄で「未成年者の自殺」言説がど

のように取り上げられていきたのかを明らかにする。４-２：「いじめによる自殺」言説の急増

朝日新聞を取り上げただけでは、資料の偏りを相対化

することができないため、毎日新聞・読売新聞の投書

棚も調査の対象とした。しかし、毎日・読売の各紙

は、朝日新聞のような過去の記事のデータベースが公

表３未成年者の自殺に関する投轡数

１９８５年といえば、俗に「いじめ元年」と言われ、翌

８６年には中野区富士見中学の鹿川君のいじめ自殺が

あった。一転して９０年代には、各紙とも投書の掲載が

朝日新聞 毎日新聞 読売新聞
１９４５-１９５９ ０ １ ０

１９６０-１９６９ ０ ４ ０

１５｝７０-１９７９ ２９ ３１ ２１

１９８０-１９８９ ２９ ２１ １８

ＩＳ１９（）-１９９５ ０ ０ ４

２６



ないということになっている。しかし、これは私たち

の実感とー致しない。私たちは、１９８５年以降子ども５-１：考察

たちの自殺というニュースを聞きつづけたではない

か。

たとえば鹿川君が自殺した１９８６年２月・３月の投書

欄を確認しておこう。朝日新聞の「声」では４４件、毎日

新聞「みんなの広場」では１９件、読売新聞「気流」欄では

３１件の投轡を掲載している。９０年代に起こった二つ

のいじめ自殺（大河内君いじめ自殺と伊藤準君いじめ

自殺）の起こった月の投書欄も調べてみた。結果は、

朝日新聞「声」棚カ１４７件、毎日新聞「みんなの広場」欄が
３７件、読売新聞「気流」が２２件という結果が得られた。

この結果は何を示しているだろうか。まず、８０年代後

半に入り、未成年者の自殺を「事件としての自殺」とし
て報道するのではなく、「いじめ（教育問題）としての

自殺」として報道するようになってきたということで

ある。さらに掲載される数が、いじめ自殺以降集中的

に増加していることである。これまでの表は１年を単

位にしていたが、ここで取り上げた期間は２ヶ月だけ
である。投轡は２ヶ月のあいだに集中的に掲載される

ようになっている。ある一人の未成年者の自殺が事実

としてだけではなく、私たちが考えなくてはならない

「問題」として認識されるようになった。

４-３：小括

未成年者の１１１殺総数と新聞投沓欄における投書数は

反比例の関係にある。総数は時間の変化のなかで減少

しているにもかかわらず、投書欄では子どもの自殺を

多く取り上げる傾向にある。

その転換点が、１９７０年代中盤に存在していて、そ

れ以降、私たちは、未成年者の自殺に関する様々な言

説を目にすることが多くなってきたのである。私たち

は未成年者の自殺という事実に影響を受けているとい

うよりも、その言説に大きな影響を受けている。私た

ちが未成年者の自殺という事実とは釣り合わない過剰

な言説に囲まれて、未成年者の自殺が増加しているか
のような錯覚に陥り不安になっているのではないだろ

うか。
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１９７０年代半ばはこれまでも戦後教育の転換点とし

て位置付けられてきた。たとえば刈谷（１９９５）は、大衆

教育社会という視点から、１９７０年代半ばに大衆教育

社会が完成し、それは「中流」意識を持つ人びとの割合

が９０％を越えたときと重なると指摘している。また、

滝ＪＩＩ（１９９４）は、進学率という観点から、１９７０年代半

ばに注目し、「進学率が九〇％を突破（昭和四九年）し

た頃を変１１１１点に、長欠率が反転上昇している」（滝川

【１９９４：２１５】）と述べ、このことは「豊かな近代社会の実

現」を意味し、「九〇％突破とは「一五の春を泣かせる

な」の合い言葉や「高校全入運動」の形で目指されてい

た、高校が「狭き門」ではなく誰にも開かれた社会が、

ほぽ実現したことを意味している」（滝ＪＩＩ【１９９４：２１５-

２１６１】と指摘している。竹内常一（１９９３）も同様の観点

から「落ちこぼれ」が問題化された時期が１９７０年代半ば

だと指摘している。本研究との関係で言えば、藤田

｛１！｝９７）は、教育問題がマスコミを賑わすようになった

のが１９７０年代半ばであると指摘している。

ところが七〇年代半ば以降、校内暴力、対教師暴

力、いじめといった学校のなかでの問題が重要な教育

問題・青少年問題としてマスコミを賑わすようになっ
た。それ以前の問題が主に学校の外での問題であった

のに対して、七〇年代半ば以降に浮上してきた問題

は、「学校病理」とか「学校荒廃」という表現にもあらわ

れているように、学校教育の歪み、学校のなかでの問

題、学校を基盤とした問題だという点に特徴がある。

（中略）こうして見ると、一九七〇年代半ばに大きな転

換点があったことは確かだったらしいということが見
えてくる。では、七〇年代を境にして何が変わったの

か。その転換の特徴はどこにあるのか。この問いのな

かに、一連の「学校病理的」現象がなぜ一九七〇年代後

半以降に噴出することになったのかという問題に対す
る答えが隠されている。（藤田｛１５｝９７：１９７］）

本研究は藤田のこの仮説を実証的に証明したことに

２７
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なるだろう。未成年者の自殺もまた１９７０年代半ばに

大きな転換点を迎えていたのである。本研究と異なる５-３：領域拡張作用と抽象化される悲哀

点は、藤田はこの後その原因を概説的に説明してしま

うところにある。本研究が明らかにしていることは、未成年者の自殺という視点から描き出された戦後５０

未成年者の自殺という事実とその言説の鮭酪である。年とはどんな時代なのであろうか。
つまり教育問題の原因を探る言説自体をも相対化のある子どもが自殺をする。保護者や担任の教員や近

対象にしているのである。研究者の言説自体も、言説所の大人たちは、その子がなぜ自殺をしたのかを何度
空間のなかでの出来事であって、そのような言説空間も考え、悲しみに暮れるだろう。その事実は、いくら

を 強 化 し て い る の で は な い か 。 時 代 が 変 わ っ て い こ う と も 、 変 わ ら な い 現 実 だ と 思

う。実際に１９５０代後半には、多くの未成年者たちが

５ -２：未成年者の自殺とその言説の岨廳自殺をし、身近な者たちに深い悲しみを残したに違い

ない。しかし、７０年代半ばから、新しい事実が起こり

私たちはこうして子どもの問題を論じる空間をどんはじめた。それは自分にとって身近な存在ではない未
どん広げているのではないだろうか。その原因を説明成年者の自殺に関する情報に接する機会が多くなり、

しようとする研究者たちもまたそれに加担しているのその伝聞された事実に対して悲しむという次元が現わ

ではないか。Ｐ．Ｌ．バーガー＝Ｔ．ルックマン（１９６７＝れたのである。それは新聞紙面における未成年者の自

１９７７）は、知識社会学という視角から「＜現実＞と＜知殺記事の激増から推測することができる。私たちはこ

識＞の特定の集合体は、特定の社会的文脈と関係をこから「抽象化された悲哀」を感じるようになってきた
もっており、これらの関係は、こうした文脈の適切なのだ。さらに８０年代以降、「抽象化された悲哀」という

社会学的分析の対象に含まなければならなＶゝ、」（Ｐ．Ｌ．層の上に、いじめによる自殺から掻き立てられた「教
バーガー＝Ｔ．ルックマン【１９６７＝１！？７７：４１】と述べてい育問題としての自殺」という層が上乗せされていくの

る。このような作業が、子どもをめぐる現実と言説にである。
ついても行われなくてはならないだろう。特に学校病ある未成年者の自殺は、新聞紙面の効果によって４

理という言説が日常的に再生産されている現状（８）をますます抽象化され、多くの人びとに「抽象化された

見ると、意義があるように思われる。いま必要なの悲哀」を引き起こさせ、「教育問題としての自殺」とい
’は、現実の分析ではなく、現実の分析を可能にしていう認識へと私たちを引き釣り込む。

るその認識についての分析ではないだろうか。その場しかし、私たちに必要なのは、「抽象化された悲哀」

合、知識社会学の視角は有効である（９）。本研究はこに暮れることでも、「教育問題としての自殺」について

の視角を用いて、私たちが日々新聞記事を読むことに議論することでもなく、その子がなぜ自殺したのかを

よって、未成年者の自殺を問題化する視線を徐々に獲具体的に考え続け、その子の自殺の意味を自身で了解

得してきたことを明らかにしている。１９７０年代半ばすることであろう。だが「抽象化された悲哀」や「教育

以降急速に私たちは、未成年者の自殺を「事実」として問題としての自殺」という認識は、その極めて具体的

ではなく、「問題」として認識するようになってきたのな作業であるなぜその子が自殺してしまったのかにつ

である。さらに問題は、未成年者の問題から、教育問いての熟慮を許さない。その事実は常に「問題」として

題へとさらなる変化をとげて現在に至っている。いま薄められてしまい、その事実をその事実のままに受け

現在の未成年者の自殺へのまなざしは、変化してきて止める力を育まない方向へと私たちを導いていないだ
い る 。 ろ う か 。

教育社会学では、こうした事態を「社会問題の領域

拡張」と呼ぶ。伊藤はこの事態を「ある現象が社会問題

２８
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であるとしてカテゴリーが成立し、それが憂慮すべ

き、またなくすべき現象として注目されるようになる

と、このカテゴリーは拡大解釈されるようになってい

く。今まで気づかなかったが、いじめという名詞で表

現されるのと「同種の」「同根の」現象がそこかしこに起
こっているとされるのである」と定義している（今津・

樋田［１９５１‘７：２１４］）。

本研究の分析を重ねると、新聞紙上は、戦後一貫し

て、この作用を拡大する傾向に加担していたといえ

る。この作用の問題は、伊藤が指摘する通り、「それ

ぞれ個別の事情から生じている現象が「脱文脈化」され

ることである。いじめというカテゴリーが人々の心情

に対して訴える力をもつがゆえに、多様であるはずの

現象の解釈にあった「乱暴に」用いられ、固有の事情が

捨象されてしまう」（今津・樋田｛Ｉ！｝！１７：２１６】）ことにあ

る。これは未成年者の自殺についても同様に当てはま

る。自殺というきわめて固有な事実の重みを捨象し、

社会問題や教育問題として「乱暴に」抽象化する作用が

働いている。それを担う新聞紙面の読者達は、それ
を受容して、自分逮の認識を更新していくのではない

だろうか。しかし、私たちに必要なのは、子どもたち

を抽象的に語ることではなく、つねに個別具体的な対

象としてかかわることではないだろうか。この戦後５０

年間において、もっとも欠落してい。る点はこの点では

ないだろうか。子どもたちとかかわるときに必要なも

のは、抽象化された感情ではなく、つねにいま目の前

にいる子どもたちとかかわっていこうとする具体的な

意志である。抽象化されるはずのない一人一人の子ど

もたちが、大人たちのまなざしのなかでは、抽象化さ

れてしまっているのではないだろうか。大人たちの子

どもへのまなざしの抽象化こそ、いま最も問わなくて

はならない問題である。

６：今後の課題

本研究では、未成年者の自殺言説の量的分析を行っ

たが紙幅の関係上質的な分析を行うことができなかっ

た。実際に掲載された投沓がどのような内容であった

のかを明らかにする必要があるだろう。それが次の課
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題である。さらにそれ以外のメディアでの認識はどう

であったのかも明らかにする必要があるだろう。たと

えば未成年者の自殺を扱った雑誌論文や研究書などの

変遷についての研究も必要である。

また本研究の視角を用いて、未成年者の殺人におい

て同様の分析を行うこともできるだろう。子どもたち

は凶悪化したのか、それともそうではないのか。この

議論に対しても、本研究の視角は有効に機能するはず

である。次の課題としたい。

乗
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（１）本研究は、現在の子ども問題を噴出させたとされ
てきた戦後教育の評価のための基礎作業になるだろ

う。教育改革国民会議（「教育基本法見直し「必要」改

革会議、Ｊｉｌ：終報告で１７提案」朝日新聞【：ｚｏｏ０．１２／２３１】や

教育新生プラン（「教育新生プラン国民会議の提言もと

に発表文部ｊｆｌＦ学省」毎日新聞【２００１．１／２５１】などのな

かで、教育基本法の問い直しや戦後教育の総括を含

め、今後の教育のあり方が世論を巻き込んで識論され

るようになってきている。文部科学省の大臣が教育基

本法の再検討を口にしていることもその一例である

（「教育基本法見直し不足部分の検討を中教審へ諮問

文部ｊ１１；１・・９Ｍｌｉ」（毎日新聞【２００１．Ｈ．１７】）。新しい世紀に

入り、日本の教育の問い直しが社会全体で本格的には

じまりつつある。

教育学はこのような世論に対して応えることができ

るだろうか。先行研究を整理するとそのほとんどが概

説的なものばかりで、それらは一定の見取り図を与え
てくれはするが、実証性という点において問題をもっ

ていた。
これまでの戦後教育史研究はおよそ三つに大別する

ことができる。一つは、山住（１９８７）、乾（１９９６）など

の制度論的アブローチである。これらのアプローチの

特徴は、学校教育に関する諸制度の変遷を明らかにす
る点にある。子どもたちとかれらを取り巻く大人たち

がいかなる諸制度のもとで、どのような性質を帯びた

教育を享受することになったのかを明らかにする。こ

のアプローチは、最もオーソドックスなアブローチ

で、小山（１９９８）によれば、１９７０年代に叙述の型が出

３０

来上がり、今日に至るまで「定型化された見方」（小山

｛１９！｝８：２５８１）として存在している。しかしこのアプ
ローチは、文部省（現：文部科学省）と日教組の対立が

緩和されていったのとパラレルに、８０年代以降停滞し

ているという問題点を持っている。

二つ目は、明石（１９９５）、高橋（１９９５）、深谷（１９９６）な

どの生活誌的アプローチである。このアプローチは、

子どもたちがどのような生活を営んできたのかを明ら

かにする。一番目の制度論的アプローチを乗り越える

形で提出されたアプローチである。制度諭的なそれで
は把握することのできない子どもたちの生活を明らか

にしている。しかし、このアブローチの限界は、その

当時流行していた事物を取り上げて当時の状況のすべ

てを説明してしまっている点にある。三つ目は、汐見

（１９９６）、広田（１９９８）（２００１）などの言説論的アプロー

チである。このアプローチは、子どもとその教育をめ

ぐる現実をどのように見たり、語ったりしてきたのか

を明らかにする。近年最も盛んなアプローチである。

制度論的アプローチと生活誌的アプローチが実態を明

らかにしているのに対して、このアプローチは、言説

に焦点を当てているところに特徴がある。このアブ
ローチの限界は、生活誌的アプローチと同様に、その

当時の新聞記事毒尋計資料などをその根拠にしている

が、その言説の主体が多様であり一貫していないとい

う点にある。一貫した主体を設定することによって、
より詳細な研究が可能になる。これら三つのアプロー

チは、それぞれに特色を持ってはいるが、実証性とい

う点においては問題を抱えている。用いられる方法の

妥当性が問われていないという限界をもっている。本

研究は、三つ目の言説論的アプローチに分類にされる

が、これら先行研究の限界を乗り越えるために、近年

充実していているデータベースを用いることにした。

それにより本研究の妥当性を確保することができ、実

証的な戦後教育史研究の薔積に貢献できるはずであ

る。

（２）本研究は次の小熊の発言を実証的に明らかにする
試みである。「子どもという不安」こそ、私たちが克服

しなくてはならない病である。

「「最近うちの子どもが」といった日常のリアリティ



も、「戦後教育が悪いんだ」とかマスメディアの言葉で

しか語られなくなってきたことがあると思うんです

ね。たぶん日常の手触りみたいな部分のものまでも、

マスメディアで流通している言葉でしか処理できなく

なってきたという。みんな本当はその苛立ちはあるん

だけど、どうしたらいいのかわからない。」

（村上・小熊【：２（）００：４６］）

（３）自殺者の実数は厚生省大臣官房統計情報部（１９７７）

（１！？８４）（１９９０ＭＩ９９９）「自殺死’亡統計人口動態特殊報告」
に拠った。本論における「未成年者」とは５歳から１９歳

からまでの人間を指す。「５-９歳」「１０-１４歳」「１５-１９

歳」という分類は厚生省によるものである。因みに年

齢別の詳細な記録は公表されていない。

（４）自殺の原因について言えば、芥川龍之介の次の発
言を真摯に受け止めるべきだろう。繰り返すが、自殺

の原因探しは本研究の目的ではない。一般的な原因探

しをしたくなってしまう私たちとは何なのだろうか。

だれもまだ自殺者の心理をありのままに沓いたもの

はない。それは自殺者の自ｉｌｌｉ心や、あるいは彼自身に

対する心理的興味の不足によるものであろう。僕は君

に送る最後の手紙の中に、ハッキリこの心理を伝えた

いと思っている。（‥‥‥）君は新聞の三面記事のう

ちに生活難とか病苦とか、あるいは又精神的苦痛とか

種々の自殺の動機を発見するだろう。然し僕の経験に
よれば、それは動機の全部ではないのみならず、大抵

は動機に至る道程を示して居るだけである。自殺者は

大抵は何のために自殺するかを知らないだろう。それ
は我々が行為する様に複雑な動機を含んでいるが、少

なくとも僕の場合はただボンヤリした不安である。何

か僕の将来に対する、ただボンヤリした不安である。

（芥Ｊ１１（１！）９７：３１）

（５）表の下にある「大分類：社会、中分類：事件、小分
類・自殺」というカテゴリーは、データベース（「朝日

新聞戦後５０年見出しデータペース」）が用いているカテ
ゴリーである。たとえば中学生の自殺をめぐる記事が

どのようなカテゴリーで紙面に掲載されているかを示

している。

（６）表が煩雑になるため次の解説を参照のこと
Ａ：「大分類：社会、中分類：事件・事故、小分
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類：自殺」
Ｂ：「大分類：文化中分類：教育」

Ｃ：「大分類：出版・報道・裁判」

Ｄ：「大分類：世界・家庭面・特集面」

（７）言うまでもないが、１９６０年代より前には「いじめ
ＡＮＤ自殺」で検索される記事は一つも存在しない。

（８）次の発言を参照されたい。
「事件そのものよりも、事件に対してみんながあれ

ほど一生懸命論じるということのほうが興味深いです

ね。それは人ぴとが事件を語ることを通じてある不安

を表現しているんだと思います。」（村上・小熊【２０００：

２９】）

このことは子どもたちをめぐる状況においても当て

はまる。その不安を解消するのではなく、その不安そ

のものの根拠を探り当てる必要がある。

（９）「〈知識社会学〉は人間社会における〈知識〉の経験的

な多様性を研究対象としなければならないだけでな

〈、いかなる〈知識〉体系であれ、それが〈現実〉として

社会的に確立されるに至る過程をも問題にしなければ

ならない。」（Ｐｔ．バーガー＝Ｔ．ルックマン【１９６７＝

１９‘７７：２４】）
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「新しい歴史観」をめぐって

Ａまず、今日のテーマの「新しい歴史観」という言

葉だけど、何度も言っているように、この「新しい」と
いう概念には、ある先験的な「時間の観念」が前提に

なってしまってるんじゃないか？我々はそういう

「時間の観念」そのものを問題にしてきたはずだけど
……あるいは、「オルタナティヴ」なという意味なのか

な？

Ｂ今まで色々と話してきた、「歴史修正主義（リビ

ジョナリズム）」、「自由主義史観」、「オーラルヒスト

リー」、「ポストコロニアリズム」、「神話的時間」、「血

筋継承文化」、「クレオール」……あまり脈絡もつけな
いで話されたこうした言説を少し整理しておきたいと

思ったんだ。そしてこれは、「歴史」をどう見るかとい

うことを糸口にしたら話しやすいのかな、と思ったん

だ。

Ｂどこから話してもいいんだけど、上野千鶴子

が、歴史というものは、「絶えざる再審、再解釈によ

る再編」だと言っているね。そしてその例として、「従

軍慰安婦」の問題を取り上げている。自分たちのやっ
た行為を「恥」だと決めつける、家父長制の抑圧によっ

て沈黙を強いられてきた慰安婦たちが、９１年に初めて

重い口を開き、軍隊による「性暴力」を告発したことに

よって、パラダイム転換が起こり、単なる「事実」は。

リアルな「現実」になったと言っている。一般に、権力

者が作り出す歴史は、自分たちに都合のいい文書を安

直な因果論や目的論によってつなぎあわせて、これが

国の正当な歴史、つまり「正史」だと言い張り、一方、

慰安婦たちの告発のような、「オーラルヒストリー」
は、文書の裏付けもなく、本人たちの思い違いもある

かもしれないので、信用できないと言っている。
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原田牧雄（神奈川県立高等学校）

Ａでも、もっと広い視野で見ると、権力の抑圧に

よって隠蔽され、場合によっては忘却させられてき

た、黒人奴隷の問題や、アメリカ・インディアンの問

題、あるいはその存在を・抹消されようとした少数民族

の問題、こうした問題が「単なる事実」ではなく、「歴

史的現実」なんだと認識されるようになったのは、や
はり、生き残った人々の「口頭による生々しい告発」の

力だったんじゃないかな。そうい・う意味で君の言うよ

うに、「オーラルヒストリー」は、特に権力によって意

図的に隠蔽されてきた「現実」を再現させる、唯一の方

法かもしれない。権力は自分たちに都合の悪いこと

は、決して文書に残さないし、戦争に負けたりする

と、不都合な文書は焼却してしまうからな。

Ｂナチの絶滅収容所、例えＳ幻Ｏ万人の犠牲者を出

したと言われるベラジェフの収容所では戦後の生還者
は、たった一人だったそうだ。その一人が、そこで起

きたことを告発できるかというと、到底無理という

か、その沈黙の重苦しさは、我々の想像を絶している

と思う。身体が硬直して、声も出せないような重苦し
い脱力に１呪縛されていると言ったらいいか……まあ、

こんな言葉では表現できないと思う。

何が人々に沈黙を強いているか、慰安婦の場合は上

野の言うように、儒教的な抑圧、家父長制による抑圧
が自分たちの行為を恥だと決めつけ、慰安婦自身もそ

れに強く囚われていた。その呪縛から抜け出すのに５０

年近い時間がかかっている。一方、ナチの絶滅収容所
の場合は、何事も無かったかのような平穏な風景が

人々に沈黙を強いていることが恐ろしい。絶ＩＳｉ咽又容所
というのは、文字通り、そこに収容されている人々

を、あたかも初めから存在しなかったように、その記
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憶ご、！こ抹消してしまうところで、７０万人の人々が殺さ
れて、生還者はたった一人というけれど、もしその一

人も殺されていたら、その収容所の存在さλ。抹消され

て、記憶そのものが消失していたかもしれない。だか

らいずれの場合も権力者は、生き残った人々が死んで

しまうのを待っている。アーレントの言う１’゛忘却の穴」

に、都合の悪いことは早く飲み込まれてほしいと思っ

ている。それだけに、その穴に飲み込まれる前の、途

切れ途切れの声は、本当に貴重なものだと思う。

Ｂところが、ネオナチの歴史修正主義者たちは、

ガス室に送られて戻ってきた人がー人もいないことを
いいことに、またヒトラーの公式の命令轡力喀在しな

いことを根拠に、ナチの収容所にガス室など存在しな

かったと言っている。

Ａ一般にリピジョナリズムと言われるものは、

人々の記憶が風化しかかった頃を見計らって、記憶の

根拠になっていた事実そのものカ嘸かったと言い始め
る。人々は戦争についてできあがっている、固定した

見解に一種のマンネリズムを感じている（記憶の風化
とはまさにこれだ）から、そうした発想に新鮮なもの

を感じてしまう。と同時に、ここには戦争についての

宿命論が浮上してくる。確かに、犠牲になった人々は

気の毒ではあるが、戦争は人類の避けようのない宿命
であり、戦争が起こると必ずそうした悲劇が繰り返さ

れてきた。人類が戦争に至ってしまう宿命を深く洞察

することこそ大切だ……なんて言いながら、結局一人
ひとりの固有性を一般論やバランス論に解消してしま

う。西尾幹二の論法も、生身の固有性の問題を、近代

共通の問題として一般化し、宿命論の洞察の中で堕罪
してしまうものだと思う。

Ｂ自由主義史観を標榜している人々は、植民地支

配や戦争を近代社会の宿命と捉え、西欧列強が、旧植

民地に対して、何の謝罪もしていないのに、何で日本
だけが謝らなければいけないんだ、と主張する。そう
いう日本だけが中国や韓国などに謝罪する歴史認識を

屈辱史観と捉え、国の誇りを取り戻す「国民の歴史」、

３４

つまり正史を確立しなければならない、と言ってい

る。例えば西尾幹二は、韓国併合なども、当時の大国

同士の力の均衡政策の中で、日本がどれだけ困難な選

択を強いられたか、そういう当時の状況に沿った文脈
の中で考えなければならない、なんて言っている。確

かに、大国間のパワーポリティクスの中で、「国民国

家」という主体をどう貫くかということが、当時の為

政者たちのリアリティだったとしても、そういう植民

地支配を前提にした国家間の政治的闘争や国民国家の

主体性という構図そのものが、あれだけの悲劇をもた

らしてしまった、ということも当タ１！ｌ視野にいれなけれ

ばいけないんじゃないか。我々はその前提としての構

図そのものを覆して考えなければどうしても乗り越え

られないほどの、根源的な悲劇あるいは負い目を抱え

込んでいるということをはっきりと自覚すべきだと思

う。そうい・；ｌｊ意味で現在の我々は、大国間の力の均衡

という発想も民族主義的な「国民国家」という幻想も、

ともに乗り越えたところで、新しい歴史観を構築して

いくしかないと思う。そもそも、一つの国があたかも

主体として存在し、脈々とその主体のｊ正統性が貫かれ
る歴史が存在するなどということは幻想でしかない。

近代が生み出した「国民国家」における「歴史教育」は初

めから、その国家のｊｉＥ統性を前提にしている。そして

このことは、国家間の政治的均衡を・前提にした国家の

主体性という発想からの必然的な帰結であって、歴史

教育で扱う歴史も、国家間の政治的均衡や抗争と無縁
には存在しえないと思う。それぞれの国が、自分の国

のｊｉＥｊ統性にとって不利なことを隠蔽したり、過小評価

したりして作られた「自国史」同士が、その歴史認識の

相違点：を争うという、果てしなり哺；番から、もういい

加減自由になりたいとつくづく思うよ。だから、現実

問題としては、「国民国家」とい。；ｉｉ枠組みは消せなくて

も、対立する国々が「自国史」に拘らないで、互いを鏡

として自分の歴史観を相対化するような対話を始める

しかないと思う。実際に戦後のドイツは、ポーランド
と話し合いを続けて、良い方向を見いだしているらし

い。

Ａ そ の と お り だ ね 。 そ も そ も た っ た 一 つ だ け こ



れが日本の正当な歴史で、他の見方は認められな

い、なんて発想そのものがナンセンスでしかないで

しょう。上野千鶴子も「新しい歴史教科轡を作る会」

の人々を評して、「彼らは愛国者きどりだが、誰が

より「愛国的か」をめぐるゲームは「国民」と「非国民」

との間に境界を引くことでどのような恣意的な「粛

正」をも可能にしてしまう。「国家」という『想像の共

同体』-しかも発話者によってどのようにも定義で

きてしまうーへの強制と誘惑こそ、わたしたちが避

けなければならない罠である。」と言っている。ま

さにその通りだと思うし、そもそも戦後民主主義の

底の浅さを喰う感性が、民族主義的プライドでしか

ないなんていう構図は、もういい加減にしてほしい

と思う。例えば彼らは、「大東亜戦争」は、国家のや

むにやまれぬ宿命的な選択だった、その真剣な姿勢

の中で、多くの英霊が犠牲になったのに、そういう

国・７：）基本姿勢を否定して、軽率に連合国側の言い分

を受け入れ、戦争責任を一方的に押し付けられて、

近隣諸国に媚びへつらうのは、もう止めよう。民族
の誇りと自覚に立ち帰って、一本筋の通った「国民

の歴史」を確立しなければ……なんて言っているけ

ど、この姿勢は近隣諸国の反発を招くだけだ。勿論

彼らは、反発されたからと言って、国のブライドを

捨てる必要はないと言うかもしれないけど、単純に

考えて、ある国の姿勢が、普遍的な理想に基づいた
一貫したものだったら、それが他国の反発と憎悪を

招くだけ、なんてことＳ；１：絶対にありえないと思う。

日本ｌｚ：）基本姿勢には、西欧列強の植民地支配からア

ジアを解放しようという理念も含まれていたかもし

れないけど、よく言われるように、現実の政策は、

西欧列強以上に残虐な植民地支配でしかなかったか

ら、これだけの反発と憎悪を招いたわけで、そのこ

とはどのような言説によっても、覆らないと思う。

Ｂそうだね。だから一部の強い反発を招きながら

も、ナチズムという過去を断罪し続けることによっ

て、ＥＵの中で名誉ある地位を占めようというドイツ
の政治的判断の方が、ずっと巧妙な姿勢だと思うね。

日本のナショナリズムは、どうしてひとりよがりに
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なってしまうのか、僕は思うんだけど、それは個人の

内面的なアイデンティティから国や民族のアイデン

ティティをイメージするからじゃないだろうか。それ

は、日本浪漫派から三島由紀夫の「憂国」、西尾幹二ま

で、ずっと一貫していると思うんだ。日本の民族性と
いうのは、「古事記」を見てもわかるように、元来、中

心性のない芒洋としたもので、「隊長ブーリバのコ

サック魂」やガリバルディの血を湧かしたイタリアの

民族主義的熱狂とは程遠い、おおらかなものだと思

う。だから近代社会の中で自己の確立を迫られた個人

は、まず自己の内面の確立から出発して、それを深化

させ確実な手ごたえあるものにするために、民族のア

イデンティティをイメージしたと思う。だからそれ

は、ヨーロッパの民族主義のように、それが作り出さ

れる素地がリアルなものとして存在していたというん

じゃなくて、あくまでも個人の内面的なアイデンティ

ティを確立深化させる、ある種・ァ）美学によってイメー

ジされ、作り出されたと思うんだ。そしてそのイメー

ジも求心的排他的なものじゃなくて、ハ紘̶宇だとか

五族共和といったつかみどころのないものだったか

ら、自分たちでは協調性や融和性をイメージしていて

も、周辺諸国の人たちからは、自民族中心主義よりも

ずっと分かりにくい不！気昧なものに見えたと思う。し
かも個人の内面的なアイデンティティを民族主義的な

アイデンティティにまで深化させていたのは、ごく一

部のエリートで、大多数の国民は集団催眠によって結

集しているような状態だったから、ますます理解され

なかったと思う。こうした感性に基づいて沓かれた

「国民の歴史」は、まさにひとりよがりであって、ある

種の個人のアイデンティティの確立と深化には役立つ

かもしれないけど、近隣諸国には、永遠に理解されな
いと思う。そういう意味でこれは「自虐史観」じゃなく

て、「自慰史観」と言ってもいい。

Ａそもそも民族主義にしても、国民国家にして

も、ずっと前から話してきたように、近代の産物で

あって、そういう想像（イメージ）によって作られた共

同性や共同体を、反省的に相対化できる地点に立っ

て、歴史観そのものを作り替えていかなければならな
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い、と言われていたのに、ここに来て、「相対主義の

空転」から一気に「国民の正当な歴史」が語られてしま

うのは、どうしても納得できない。我々は、今言った

「反省的相対ｆヒ」によって得られた「多様性」と「固有性」

という視点をさらに深化させていくべきだと思う。

「歴史修正主義」についての批判はこれくらいにして、

自分たちの「歴史観」を語ろうと思う。初めのほうで話

したように、上野千鶴子が、「絶えざる再審、再解釈

による再編こそ歴史」だと言っている。

Ｂそう、「歴史に「事実（ａｃｔ）」も「真実（ｔｒｕｔｈ）」もな

い、ただ特定の視角からの問題化による再構成された

「現実（ｒｅａｌｉｔｙ）」があるだけだ」とも言っている。これ

は、絶えず新たな視点によって書き換えられていく

「歴史的現実」をイメージすると、とても説得力を持つ

発言だと思うけど、我々が、今まで話してきた孔白ｌ、
一つは「直線的時間論」、もう一つは「言語の問題」の二

つから批判的に検討してみたいと思う。まずここで

は、暗黙のうちにリニアルな直線的時間が前提になっ

てしまっている。確かにある現実的な政治力学（パ

ワーポリティクス）の中で歴史を見た場合、ある支配

的な視点から作られた「現実」を、別の新たな視点から

書き換えるといった行為は、リニアルな時間の流れを

前提にしなければ成り立たない。でもそうすると、歴

史の再審は、歴史観の違う者同士の論争だけに倭小化

されてしまう恐れがある。そして直線的時間の流れの

中で、どちらが先に立つかの競争は、やがて水掛け論

の様相を呈し、時間の失速の中でリアリティそのもの

が見失われてしまう危険性がある。このことは、政治

力学（パワーボリティクス）の上で論争している当事者

同士の意識とは無緑に起こることで、聡明な上野千鶴

子などは、そのことを甘受しながら、あくまでも冷静

に論争を続けているんだと思う。でも僕は、何も「歴

史」だからといって、リニアルな時間を前提にしなく
てもいいと思う。以前僕は、フランシス・フクヤマの

ような「歴史の終焉」ではないけれど、「歴史」そのもの

の不可能性を考えたことがあった。それは、近代の進

歩史観の限界だけでなく、時間そのものの失速や澱み
からイメージされたものだった。
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「私は歴史感覚というものを信じない。それがある

普遍的な直線的時間と因果論に支えられているからだ

けではない。それは過去の事象を辻棲を合わせて説明

することはできる。だが我々の体験する時間は、もは

やなめらかに流れていくようなものではない。出来事

が出来事として認識されるような時間的充足は消失し

ている。考えてみれば、時間などというものも、物事

（７）経過やＪ碩序を意識するから生じるもので、我々が意

識する以前に我々を取り巻きながら流れているもので
はない。」

「歴史の動輪などもはや幻想としても存在していな
い。残っているのは、通過する不可逆の時間のもたら

す空しさだけである。この空しさに疲れた人々は、し

だいに空転する時間感覚から離れて秩序のうちに吸着

されていくか、もはや一貫した流れなどとは無縁に、

与えられる情報の海を変わり身の術を使いながら泳い

でいくかのどちらかになりつつある。」

「時間はもはや流れていない。あらゆる事象は我々

の予測できるものではない。もはや未来を洞察できる

哲人など存在しえない。答は、時間自身がもはや時間
ではなくなりつつあるところから自ずともたらされる

であろう。」

この８０年代後半に沓かれた断章を読むと、その背

後に高度に爛熟した消費社会における時間の失速感、

空転感が色没く感じられる。当時の私は「歴史的現在」

という発想そのものを、近代の偏狭な時間意識がもた

らす現前主義として拒否していた。この感覚は、バブ

ル崩壊と冷戦の終焉で、ますます確かなものになっ

た。ただ最近、従軍慰安婦に関する文章を読んで、彼

女たちが沈黙を強いられた５０年という時間は何だった
のか、と考えてしまった。抑圧や隠蔽に、自分自身が

がんじがらめにされながら過ごした５０年の時間の重

圧、自らの肉声によって自らを解き放って開かれた新

たな現実……この時間の重圧とそこからの解放によっ

てもたらされた変化、この変化こそ、もしかしたら歴

史と呼ぶべきものかもしれない。今の私は漠然とそん

な感覚を抱いている。それがリニアルな時間に支配さ

れた「歴史的２現在」とどう違うのか、それはまだよくわ
からない。けれどもこれは、正統な歴史に新たな１



ページを加えるようなものではない、別の現実、いわ

ゆる歴史的時間には回収されない別の現実ではない

か。逆に言えば、「その現実」は絶対に歴史的現在に還

元してはいけないのではないか。つまり正史を沓き換

えるための論争にこれを巻き込むのではなく、様々な

事実の集積の中から生み出されている様々な現実の中
で、これをシンクロさせる、そういう同調ぺ’共振を起

こしていくべきではないか……

Ａその事実の集積というのは、とにかくあらゆる

事実の集積ということか？

Ｂ勿論すべての事実を集められるわけじゃないけ

ど、言葉に回収されてしまったものから、まだ言葉に

回収されないものまで含めた、あらゆる事実・ｚ：；・ｊ甘蝸と
いったらいいか、その増蝸の中から固有化して現実に

なったこと、例えば、従軍慰安婦の肉声と、ポストコ
ロニアリズムのクレオールとがシンクロして作られる

リアリティ、そうした言わば共時的なリアリティが広

がる中で、初めて多様性と固有性；ｇ、１呼吸できるのでは

ないか……そんなことを漠然と考えているんだ。

Ａもうーつの言葉の問題というのは？

Ｂ歴史観の相違を言語による現実の切り取りの違

いｌこｊＳＩ元してしまうことが、最もくだらないことだと

思っている。

ある事実を言葉を使ってどのように切り取るかに

よって、全く異なる現実が現れるという認識は、現代

のあらゆる論争の言わば土俵のようになってしまって

いる。特にリニアルな時間によって構成されている歴

史観の論争は、この土俵の上だけの争いになる。事実

を言語の回路に閉じ込めるリニアルな時間軸上の論争

ではなく、ここでも途切れ途切れの肉声を、共時的に

出会わせ、シンクロさせるオルタナティヴなリアリ

ティを作り出す必要があると思う。

Ａこの間「朝日新聞」で読んだんだけど、韓国のよ

うに、民族として受け式二恥辱、哀しみを共有し、それ
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を民族のアイデンティティにしている国で、最近ベト

ナム戦争での自国軍の残虐行為が問題になっているら

しい。「住民を集めて機関銃を乱射した、子どもの頭

を割って首を切った……」

Ｂその話は一昨年、韓国への平和ツアーに参加し

た時に、現地の若者から聞いた。日本軍から被害を受

けた国だけど、自分の国力功ｎ害者になることもある。

このことをしっかりと見据えて考えなければ、と言っ

ていたよ。

Ａ僕が問題にしたいのは、このことを取り上げた

「ハンギョレ新聞」に対してすさまじい反発をみせた

人々の、被害の民族、哀しく悲惨な歴史を背負う民族

という、民族意識へのこだわりの深さなんだ。１４世紀

以来の敗北の歴史を「民族の記憶」として叙事詩で語り

継ぐセルビアの人々をみても、特に深い哀しみを共有

する民族のー体感の強さはすさまじいものがある。こ

の問題は非常に根深く、かつ日本人には理解しがたい

ものがあるけど、この問題をどう乗り越えるかという

ことを抜きにして、歴史観を論じることはできないと

思う。今の問題について言えば、自分の国は被害を受

けただけの国じゃない、加害の歴史もしっかりと見据

えなければ……というところにとどまっているんじゃ

なくて、どのような立場にあっても、自民族中心の、

もっと言えば、「血筋継承文化」そのものを見直さなけ

ればならないと思うんだ。そもそも「祖国（パトリア）」

というのは、「父の国」という意味で、近代の民族主義

的国民国家は、その成立からして、男性中心主義的で

あり、場合によっては、家父長制と深く結び付いてい

る。従軍慰安婦の行為も、「民族の恥辱」だ、というわ

けだ。

Ｂその通りだと僕も思う。民族・国籍・言語・出

自・帰属・経歴……こうした持続的に安定した同̶性
の上にしかアイデンティティを築けない人々は、例え

ば「文化」も「明確な領域と境界を備えた、自律的で内

的なー貫性をもった主体的ユニットである（今福龍

太）」としてしかイメージできない……これを延長して
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いくと、民族の純潔と誇りでしか自分を奮い立たせる

ことのできない男性原理にそのままつながっていくと

思う。これとは別ｌこ、混血（クレオール）・雑種（ハイ

ブリット）・文化の空白・越境・亡命、そして国外追

放（デペイズマン）という系譜が存在する。従軍慰安婦

はまさに、民族の純潔＝家父長制的国家意識から国外

追放にあった者として、空白に立たされている。僕は
この空白こそ大切にすべきじゃないかと思う。だから

といって、これを単にクレオール世界に包摂するん

じゃなくて、彼女たちの空白を父祖の地を失った南米
コロンビアの混血女（ムラータ）と響かせ合う、そのシ

ンクロニシティを大切にできないか……これは異質な

ものを共通項でくくる連帯意識ではない。そこにこそ

デペイズマン（異質なものと出会う新鮮な居心地の悪

さ）が生まれるのではないか……そしてこのデペイズ
マンこそ、いわゆ、る正統な歴史的時間には、絶対に回

収されないものだと思う。

Ａその発想自体はわからないじゃないけど、デベ

イズマンというのは、まさにリアルな出会いの中で感

じ取るもので、君の今の話は、観念的すぎないか？

Ｂそう言われると思ったよ。最近は、ＮＧＯ、

ＮＰＯの活動も盛んで、例えばメキシコのストリート

チルドレンで未婚の母になってしまった女性を、日本

に呼んで、日本のシングルマザーの人たちと出会いの

場を作ったり、引きこもりの子どもたちをフィリッビ
ンヘ連れて行って、現地の人と協力して自給自足の共

同体を作ったり、学校の無いところに学校を作ったり
……と様々な支援のネットワークを広げる運動も盛ん

だけど、どうしてもそこに漂っている近代のヒューマ
ニズムと、教育心性が気になってしまうんだ。出会い

はやはり仕組まれたものじゃなくて、偶然的なものだ

と思うし、そこに可能な地平、！こ展望が開けていればい

いと思っているんだ。

ところで人間が、自分の生まれた土地に存在の根を

求めるのは自然なことだし、その起源が同じ民族の集

合的記憶に根ざしているとしたら、それは決定的な拘

束力を持つと思う。でもこの集合的１１１１１意が神話的時間
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のうちに微睡んでいるうちはいいんだけど、近代社会

がその成立の過程で生み出した民族主義的国民国家の

抗争、あるいはわずかな土地を奪い合う民族間の紛争

は、血＝地である民族同胞の集合的記憶の拘束力を異

常に強め、個々の人々をがんじがらめにしてしまう。

そしてその対立は相手民族の集合的記憶そのものを抹

消しようとするほど深刻化する。
ところが、一方でやはり近代社会がその成立の過程

で生み出した植民地政策や奴隷制度は、その徹底的な

支配と収奪によって、場合によっては、ある民族を消

滅させたり、その文化や言語を記憶ごと根こそぎ消し

去ってしまうこともあった。つまりそこには一種の空

白地帯ができてしまったわけだ。この空白は、近代の

悲劇が生み出したものだけど、血＝地という人々の集

合的記憶が根こそぎにされたおかげで、逆に異質な文

化・や言語が混血（クレオール）化して、そこに新たな可

能性が生み出された。その典型的な例が何度も話して
いるように、カリブ海のアンティル諸島だ。この島に

もともと住んでいた原住民は、１６世紀にヨーロッパ人

によって持ち込まれた天然痘やコレラなどの伝染病に

よって、ほとんど絶滅してしまった。今のハイチがあ

るエスパニョラ島には、７００万人の人々が住んでいた

が、コロンブスの到来以降の４０年間で、４０００人にま

で激減したと言われている。その後サトウキビ畑のプ

ランテーションで働かせるため、アフリカからたくさ

んの黒人奴隷が連れて来られる。そして奴隷解放令の

後には、インド・中国・中近東からたくさんの貧しい

人々がこの島にやって来る。こうしてこの場所は、

様々な民族がモザイクのように混血化して、今までに

ない、まったく新たな言語や文化が生み出された、と
いうわけだ。

Ａそうだね。これは聞きかじった話だけど、２０世

紀初めのロシアのリトアニアのようなところは、ギリ

シャ正教を信じるロシア人、カトリックの信者である

リトアニア人、ポーランド人、さらにシオニズム運動

に深く関わるユダヤ人、というように、多民族、多宗

教、多言後が複合的に混じり合う場所で、言語も文化

も単一のものには還元されない、一種のポリフォニー



状態にあったらしい。

Ｂいずれにしても、こうした単̶性には還元でき

ない、混血状態が生み出す新たな可能性というのは、

近代のリニアルな歴史的時間には、絶対に回収されな
いと思う。たださっきも言ったように、この状態を単

にクレオールとして抽出するんじゃなくて、むしろ空

白と空白、過剰と過剰を異質のままシンクロさせるこ

とはできないか……そこに現実そのものを安定状態で

捉えない、常に疑いうる状態として捉えるような、新
たな認識のフィールドが開けていくんじゃないか……

今はそんな風に考えているんだ。

２００１年４月８日
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人格研究の動向とそれが問いかけるもの（１）

三輪寿二（茨城大学）

はじめに

人格研究といってもその幅は広く、人格構造、人格

形成、あるいは、人格検査法に関する研究などもあ

る。さらに、人格にアプローチしていく基ｌｉ楚Ｅ理論や学

問分野によっては、必ずしも心理学的研究の独断場で

あるわけでもない。医学や生理学からの人格研究はい

くらでもある。しかし、いずれにしても、人格研究を

行うとすれば、それが人格を理解することや知ること
のみを目的とすることから、その理解や知識が具体的

な行為・実践とどこかで結びつくようなものでなけれ

ばならないだろう。そして、結びつくという場合に、

人格研究：カｔｌ芙践や私たちの生活にどういうふうに関連

してくるのか、どのような影響を及ぼすのか、という
ことも、たとえわずかであっても、合わせて問いかけ

ていく必要があるだろう。

本稿の目的は、応用的実践のうち、臨床心理学的実

践（アセスメント。・１・心理療法など）の背景として意識し
ておいた方がよいと思われる人格研究の動向について

概観するとともに、それが何を意味しているのかを考

えることである。

このように言ったからといって、臨床心理学的実践

が、Ｃヽ理学白り実践の全てであるということではないし、

筆者；６ｔｌ臨床心理学的実践に特別な肯定的価値をおいて
いるという意味でもない。

むしろ、筆者は、現在・７：）ｌｉａｉ床心理学とその実践に対

して危機感を抱いており、その一環として、人格研究

の動向を考えたいと思っている。人格理論が背：ＳＲ理論

として登場しな１、ゝ ｌｌｌ床心理学のｊＳＩＩ：ｊｌキ沓はひとつもない

と言っても過言ではないし、それゆえ、臨床心理学を

考えていくにあたり、人格研究を概観することは無意

４０

味なことではないだろう。こういう軸にそって人格研

究を概観するので、必ずしも、人格研究全体の最近の

動向と言いうるものではないが、先述した問題意識の

枠内では、話題になっているものを取り上げているつ
もりである。

本稿は２回に分けて論じていこうと考えており、今

回は、最近の人格研究にいたるまでの主要な動向を振

り返っておきたい。

１。従来の人格研究における人格理解の分類

アメリカで再版と改訂を重ね続けているＰｅｌ・ｖｉｎ＆

Ｊｏｔｌｎ（２００１）の（Ｐ。１・ｓｏｎａｌｉｔｙｔｈｅｃ、１・）、ａｎｄｏｌｉｔ、ｓｅａｃｈ」によれ

ば、人格理論は７つに分類されている。精神分析的な

力動的アプローチ（Ｓ．フロイド）、現象学的アプローチ

（Ｃ．Ｒ．ロジャーズ）、特性論的アプローチ（Ｇ．Ｗ．オール

ポート）、学習理論的アプローチ（Ｎ．Ｅ．ミラー）、個人

構成体的アプローチ（Ｇ．Ａ．ケリー）、社会認知的アプ

ローチ（Ａ．バンデュラ）、認知・情報処理的アプロー

チ（Ｅ．Ｔ．ヒギンズ）である。これらは、人格へのアプ

ローチの仕方によっ゛（｀分類されているが、明確な基準

による分類というよりも、理論的な体系による分類と

いう印象が強い。それゆえ、社会認知的アプローチの

理論的立場は学習理論であったりする。

また、これまでの人格研究は、知能を除いたものを

扱うことが、オールポート以降の慣わしになっている

（特に、特性論的立場では常識となっている）。たとえ

ば、臨床場面でアセスメントをするときに、知能検査

と性格検査がテストバッテリーされることはよくある

ことである。しかし、この区分けｌｊ：理論的にはおかし

い。なぜなら、行動の個人差を説明するのが人格とい



う概念だとすれば、そこには当然、知的な側面も関与

しているはずだからである。知能が人格研究からはず

される根拠は、それが単極性の量的測定によって位置

づけられ、その測定値が高いほど優れている、と価値

づけされるからである。つまり、裏読み的にいえば、

知能を除く人格という概念は両極性であり、価値づけ

されるものではないということになろう。たとえば、

外向的な人と内向的な人はどちらが優れているわけで

はないということを前提にしているはずなのである。

理論的にはそうなるが、実際にはそうでもない。こう
いう理論と実際のはざまこそが、実践への応用との関

連で問われる必要があるのではないか。

いずれにしても、全ての人格研究の動向を取り上げ

ることはできないし、本稿をわかり易くするために、

以下の２つの分類基準にそって人格研究をまとめてお

くことにする。

ひとつは、特性論（オールポート、Ｒ．Ｂ．キャッテ

ル、Ｈ．Ｊ．アイゼンクなど）、類型論（Ｅ．クレッチマー、

Ｃ．Ｇ．ユングなど）、力動的理論（フロイドなど）という

分類の仕方で、どの教科沓を見ても出てくる一般的分

類である。これらの分類は、前２者が個人差の分類を

目的とした分類方法の違いであり、力勅諭は行動への

駆動力を問題にしている点で、前２者と異なってい

る。

とはいっても、この一般的分類はそれほど独立的で

はなくて、特性論的立場から類型論的人格理解に進む

方向性は現在では当たり前になっているし、フロイド
の肛門期性格といった指摘から考えれば、力動諭と類

型論も排他的というわけではない。要するに、一般的

分類は相互浸透的であり、その基準はある意味では曖

昧であると言えるだろう。

もうひとっは、人格理解の研究方法論からの分類
で、語彙的アプローチ（１）、質問紙アプローチ、臨床

的アプローチ、実験的アプローチが代表的なものであ

る。しかし、これらも他を排するものではなく、いく
つかのアブローチが重複する場合が多い。ただ、質問

紙アプローチ、語彙的アプローチおよび実験的アプ
ローチは（心理）統計的処理を必須条件とするのに対し

て、臨床的アブローチは観察者の臨床的観察から主観
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的あるいは直感的に人格タイプが構成されていくか

ら、統計的処理には馴染まない。

そして、従来、一般的分類と方法論的分類はある程

度セットになっていた。たとえば、特性論は語彙的ア
プローチと質問紙アプローチを方法論として駆使して

きたし、類型論はむしろ臨床的アプローチのなかから

生まれてきていたといえるだろう。しかし、一般的分

類と方法論の結合も絶対的なものではない。たとえ

ば、アイゼンク｛１５｝７０）は、臨床的アプローチから出発

して質問紙アプローチを行い、心理統計処理を経て、

特性論的人格理解の立場に立っている。さらに、彼
は、下位特性（いわゆる特性）のいくつかずつをグルー

ピングして上位特性（超特性）を設定し、類型論的人格

理解に迫っている（２）。
つまり、各々の立場や方法が重複しており、それら

の関係は複雑化しているといえるだろう。本稿では、

これら２つの分類を念頭において、最近の人格研究を

臨床的見地からの検討を含めて概観してみよう。

２。臨床的応用の見地からみた人格研究
～規定因＝遺伝か環境か～

分類の基準ではないが、臨床的見地からすると、人

格が何によって規定されているか、ということから人

格研究を展望したほうが実際的かもしれない。ここで
は、その規定するものを規定因と呼んでおく。この規

定因は、従来、生物学的基盤および環境的基盤として
人格研究で扱われてきた。生物学的基盤はいわば身体

因とでも称すべきもので、気質という概念で表現され

てきたが、そこには、遺伝的因子と生理的因子が曖昧

なまま同一視されてきた。環境的基盤は、さまざまに

言及されてきたが、上述のＰｅｒｖｉｎら（２００１）によれば、

文化、階層、家族、仲間などがその因子として取り上

げられている。常識的にも、ひとつの基盤や因子のみ
が人格を規定しているとは考えないように、人格研究

者も規定因に関してひとつのみを全てとすることはほ
とんどない。

しかし、人格研究のなかでは、この問題は「人格は

４１
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遺伝か環境か」という議論として立てられ、研究者に

よってそのいずれを重視するか、によって立場の違い

が生じてきた（あえて断っておけば、「人格は遺伝も環

境も」として議論されてきた、というほうが正確であ

ろう。しかし、この課題が問題になるときは、いずれ

にその比重があるかの争いになるので、結局、人格か

遺伝か、となる）。たとえば、アイゼンク（１５１８２）は、

「遺伝（！ｌｅｎｅｔｉｃｆａｃｔｏｒｓ）が人格の３分の２に貢献している」

と遺伝重視の考え方を述べている。

ここで、注意しておかなければならないことがあ

る。アイゼンクにしても、遺伝という言葉で指し示さ

れているのは、大脳皮質および内臓一自律神経系の覚

醒水準の問題である。それは、生理的因子という方が

的を射ているものである。つまり、これまで遺伝とし
て論及されたのは、いわば身体因（身体的要素が関わ

りがあるという意味で）のことであって、生物学的基

盤＝生理的因子＝遺伝的因子という等式が前提として

成立しているわけではないし、その等式が証明されて
いるわけではない。遺伝子そのものの問題として追究

されていたわけではなかったし、遺伝子科学の限界も

あった。それゆえ、人格研究に関わる心理学者たちが

「遺伝か環境か」と言うときにも、生理的因子は遺伝的

因子に関係しているであろうという推測を前提として
いたことを押さえておく必要があるだろう。遺伝研究

はおもに双生児法によって追究されてきたが、それら

の研究方法では質問紙への回答や観察された行動を

データとしているから、遺伝子そのものを対象とした

ものではない。同じ意味で、生理的因子との直接的で

明確な対応性を証明しているわけでもない。やはり、

遺伝という言葉は推測の域を出ないものであることを

認識しておくべきであろう。
一方、たとえば、臨床的アプローチから発したフロ

イドのリビドー類型論（肛門期性格、男根期性格など）

は、幼児期の人間関係において性格が決定されるとい

う幼児期決定説である。これは、早期決定説とはい
え、環境的基盤による人格の形成を重視している。ア

イゼンクは精神ｊＥＦ析学的人格理解を実証不可能な非科

学的理論として批判したが、その批判は、無意識とい

う概念だけでなく、それをもとにして組み立てられる
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人格の規定因としての環境説（家族関係説）の実証困雌

性にも関連しているだろう。このように見てくると、

人格の規定因に関わる「遺伝か環境か」という設定が科

学的実証性の問題と重なり合っていることがわかって

くるのである。

もっとも、精神分析的人格理論においても、生得的

因子としての性的素質が人格形成に影響するというフ
ロイドの論理から考えれば、一定の生物学的傾向性が

認められていた。つまり、遺伝的因子はともかくも、

生物学的基盤が無視されていたというわけではない。

さて、臨床的見地から問題となることは、「遺伝か

環境か」のどちらに重点をおくかによって、臨床的実

践のありように影響を及ぼす可能性があるということ

である。なぜなら、規定因は人格の原因論を構成して
いるからである。たとえば、「梢神障害」が遺伝的因子

や生理的因子に還元されるとき、「心理治療」はどうい

う意味をもつのか、といった問題もあるだろう。さら

に、こうした医療（臨床的）実践に影響を与えるだけで

なく、人格が適性という概念を媒介として職業選択や

職場配置といった事柄にも影響を及ぼすかもしれな
い。それゆえ、規定因に沿っての人格研究の動向は見

逃せない軸と言えそうである。

３。規定因から見た人格研究の動向（１）
・一特性論的人格理解の動向～

現在の人格研究、特に人格心理学における大きな話

題のひとつは、特性論的人格理解の動向である。した

がって、本稿もこの立場の人格研究に即して議論を進

めていこう。この立場の研究は、１９６０年代後半にい

わゆる「一貫性論争」（人間一状況論争）が頂点に達し

て、小休止状態になったのだが、Ｌ．．Ｒ．Ｇｏｌｄｔ）ｅｒｇ（１９８１）

が先行研究を概観し、自分自身も特性因子を抽出する

研究をするなかで、「個人差を構成するモデルはＢｉｇ
Ｆｉｖｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓのような次元で論議される必要がある

だろう」と述べたことから、１９８０年代以降、盛んに研

究されるようになった。
そして、人格が５つの特性因子によって説明できる



とする、ＢｉｇＦｉｖｅ理論（５因子理論）が提出され、世界の

あちこちで、おもに語彙的アブローチによる研究が行

われている。

この５因子理論から作られた代表的な人格質問紙に

は、Ｃｏｓｔａ＆ＭＣＣｒａｅのネオ人格目録改訂版（ＮＥＯＰｅｒ-

ｓｏｎａｌｉｔｙｉｎｖｅｎｔｏｒｙＲｅｖｉｓｅｄＮＥＯ-ＰＩ-Ｒ１９９２）があり、

世界の多くの国（ポーランド、チェコスロバキア、イ

タリア、ドイツ、オランダ、イギリス、中国、フィリ

ピンなど）で追試され、標準化されている（３）。日本で

も、５因子理論をベースにして、辻らがＦＦＰＱ（Ｆｉｖｅ-

Ｆａｃ狛ｒ-Ｐｅｌ‘ｓｏｎａｌｉｔｙ-Ｑｕ（・函ｏｎｎａｉｒｅ四５１１、１９９３）を作成

し、５因子人格理論とその質問紙を提出している。５因

子理論は、語彙的アプローチ、質問紙アブローチに

よって収集されたデータから、因子分析による心理統

計処理を介して、特性を確定するというものである。

もっとも、３因子説のアイゼンクから１６因子説の

キ ャ ッ テル ま で を ふ り 幅 と して 、 ７ 因 子 説 の Ａ ．

Ｔｅｌｌｅｇｅｎら０９８７）やＣ．Ｒ．クロニンジャー（１９９３）の理論

もあり、人格特性の数をいくつに見積もるかについて

の統一見解は確定していないが、５因子理論はかなり

有力な説になっている。

また、特性論者たちは、人格構造がいわゆる階層的

なヒエラルキー構造をなしていると考える点では、ほ

ぼ共通しているといえるだろう（人格構造の階層説）。

それは、最も下位に具体的場面での特殊な個別反応の

水準（日常のひとっ一つの行動）を置き、それらをいく

つかずつにグルービングした習慣的反応の水準、そし

て習慣的反応がさらにグルービングされて、特性水準

を構成する。この特性水準は最上位の類型水準（超特

性水準）にまとめあげられる。３因子とか５因子という

のは、この類型水準の因子数のことである。

規定因の視点から特性論を追究するとき、キャッテ

ル、アイゼンク、５因子理論、そしてクロニンジャー

の人格理論を取り上げるとその流れがよくわかるの

で、その順序で取り上げながら、関連する諸研究を付

加して論を進めていこう。

キャッテルは、ヴントの心理学が追究する普遍性の

方向性にあき足らず、個人差を客観的に測定すること

を期してアメリカに戻った。彼は、オールポートの語
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彙研究を引き継ぎながら、客観的データ（ＯＴデー

タ）、生活記録データ（Ｌデータ）、質問紙データ（Ｑ

データ）など多面的に得られたデータを因子分析にか

け、見かけの表面特性とその根に潜在する真の特性と

しての根源特性を抽出し、後者によって人格構造を明

らかにしようとした。キャッテルは、多変量解析法が

心理現象を扱う際に最も科学的な統計処理方法である

と考え、１６因子説（根源特性）を唱えた（４）。

キャッテルは、根源特性こそが人格の要因であり行

動の真の「決定因」である、と主張したが、既述したよ

うに、そこには、多面的なデータ収集方法と最適な統

計処理を徹底的に駆使するという、心理統計処理への

確信が潜んでいる。しかし、１６因子説は多くの研究者
の追試に耐えていない。

しかし、それゆえに、キャッテルの特性論は心理統

計的根拠にとどまる。そこには特性そのものの原理的

根拠は存在していない。特性が行動に反映されること

が仮定されているにすぎない。データ収集の多面性と

高度化した統計手法への信頼は、「科学としての心理

学」という視点から見れば、それなりの理由があった
と言えるのかもしれない。しかし、どれほど多面的に

データを収集しても既述したようなデータ群は、所

詮、観察者による行動評定と同次元のものである。こ
の帰納法的な手続きで、表面特性と根源特性を分化さ

せたり、根源特性と行動の因果関係を正当化すること
はできない。ただ、この難点は、キャッテルだけでな

く、特性論的立場や方法論として因子分析法に頼るよ

うな場合の、問題点なのである。
この雖題の詳細は、「-貫性論争」に象徴的に集約で

きる。これについては、次回に述べるが、一点のみ、

その論争の論点について述べておこう。観察者による

行動評定などによって得られたデータから特性を抽出

しておいて、再びその特性で行動を説明するのでは循

環論であるとｘ／巧点である。たとえば、特性論的理解

では、「Ａ君は、外向性だから人とよくおしゃべりを

する」ということになるが、Ａ君が外向性であるの

は、「おしゃべりをよくするという行動を外向性とし

て抽出した」からである。つまり、外向性という特性

とおしゃべりをするという行動の関係は、循環論であ
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り、原因論（因果論）を構成してはいない。抽出された

特性には根拠がないのである。ここに、心理統計的手

法による科学性を超えて、原因論（因果論）に向かうこ

とで、特性の概念の根拠を求める動きが生じるのは必

然であった。

４。規定因から見た人格研究の勁向（２）
～特性論と神経科学・神経心理学～

循環論という問題は、特性論的立場の帰納法的手続

きの限界である。原因論（因果論）に向かっていくに

は、特性の根拠を明確にした演棒的な仮説検証的手続

きによって研究を進めるか、その特性の根拠付けをど
こかに求める、ということが必要になってくる。前者

の方向性の典型がアイゼンクの人格理論であった。ア

イゼンクが、類型水準として、外向性・神経症傾向・

精神病傾向の３因子説を唱えたことは有名である（５）。

アイゼンク（１９６７）は、パプロフの高次神経系の型学説

を適用して、外向性と神経症傾向に関する生物学的基

盤について推測し、外向性は「大脳皮質の覚醒水準」

に、神経症傾向は「内臓一自律神経の覚醒水準」に関係

するとした。つまり、アイゼンクは、生理的因子に特

性の根拠を仮定して条件付け理論を適用して仮説演棒

的な研究方法を採用したのである。それゆえ、この仮

説が実証されるには生理学的研究およびその研究方法
の蓄積が必要であった。

しかし、この研究方法によって、アイゼンクは「現

在の人格研究（特に、人格心理学）」に大きな足跡を残

すことになっている。アイゼンクは、９つの仮説を立

てて、生理的因子を根拠とする人格理論を構成してい

る。生理心理学の研究方法の展開とともに、アイゼン

クの人格理論は検証の対象とされてきた。たとえば、

１９５０年代後半から１９６０年代半ばまでは、皮膚電気反

応、あるいは脳波、血圧、１９６５年以降ならば誘発電

位の測定等の方法によって、アイゼンク理論の実証的

研究がなされている。総じて言うと、アイゼンクは一

部の生理心理学者たちには評価されていたようであ

る。それは、その理論構成から考えれば当然のことで

あろう。

４４

最近では、アイゼンクの推論は、．ＬＳｔｒｅｌａｕ（１９７２）の

高次神経系の型を測定する１３４問の気質質問紙によっ
て、パブロフ学説との関連についての検証の道が開か

れた。たとえば、Ｓｔｒｅｌａｕの質問紙をもとにつくられた

坂野の気質質問紙（１９９２）とアイゼンクがつくった質問

紙（ＭＰＩ）との相関研究（１９９５）では、易動性尺度と外向

性尺度との間に高い相関が見出され、パブロフの高次

神経系の型学説とアイゼンク理論との間に密接な関連

を窺わせる結果が得られている。

さらに、近年、原因論に向かう特性論にとって、神

経心理学の発展は一つの期待を持たせているようだ。

そこには循環論から逃れるための特性に関する生物学

的基盤、すなわち特性の根拠が見い出される可能性が

あると考えられているからである。Ｐｅｒｖｉｎらの最新版
では、神経科学の人格研究への影響を概観するため

に、新たに一章をつけ加えているほどである。神経心

理学研究は神経科学のひとつの領域である。神経科学

は、ＣＴやＭＲＩなどの画像技術の飛躍的発展などに

よって、その研究方法が高度化されてきている。従来

の遺伝研究はおもに質問紙法による双生児研究に頼っ

ていたので、神経科学には大きな期待が高まっている

のだろう。

しかし、神経心理学的研究は両刃の剣である。-方

で、特性論研究者の特性因子の生理的根拠を実証的に

明らかにするかもしれないが、他方で、それは否定

的、あるいは修正的見解もうみだすからである。
たとえば、神経心理学の立場から、坂野（１９９８）

は、アイゼンクの外向性と神経症傾向は、「基本的に

は、上向性網様体賦活系の働きによって‥・規定さ

れて」おり、その違いは「内臓脳あるいは辺縁系を通し

て大脳皮質の覚醒水準が影響されるか、あるいは求心

性感覚の上向性経路によって覚醒水準が影響される
か」という点にある、としている。つまり、一方で

は、生理的因子の根拠を得られたものの、他方で、そ

れらはアイゼンクが主張するような独立した因子とは
いえない、と神経心理学の立場から主張されたことに

なる。もっとも、アイゼンクに限って言えば、１９７０

年前後の生理学的知見によって仮説を立てているの
で、その不十分さは検証してみるまでもないことであ



ろう。ただ、執拗に生理的因子を追求するアイゼンク

の姿には、キャッテルの心理統計主義とは異なる方向

での「科学的心理学」への信棒が感じられてならない。

人格の規定因に生理的根拠を予想することはとりた

てて最近の動向ではない。オールポーＩヽ（１９６１）は、人

格を「神経精神的組織」として、特性に何らかの生理的

基盤を推測していたし、遺伝と人格（この場合は特に

精神病と遺伝の関係として描かれることが多い）の関

係を強く主張する精神医学的理論などはいくらでも

あったのだから。

余談だが、アイゼンクは生理心理学者たちとは反対
に、アメリカの特性論者にはあまり受け入れられな

かったようである。Ｐｅｒｖｉｎら（２００１）は、アイゼンクの

攻撃的な性格が影響していたと推測しているようであ
るが、筆者は、むしろ、アイゼンクが生理的因子に根

拠をもたせ、遺伝に人格の基盤の大きな比重を認めた

からではないか、と考えている。というのも、心理統

計手法の駆使は、まさにアメリカ心理学の得意とする
ところで、コンピュータの高度化と普及にともなっ

て、アメリカの人格研究者たちが大量の情報解析を可

能にするような高度化する心理統計手法により傾斜し

ていったことは間違いないであろう。もちろん研究の

実情から考えて、先述した「一貫性論争」が特性論的研

究に竿さし、人格特性の因子数が研究者間で一致して
いなかったことも影響しているだろう。しかし、それ

らのことは全体的には、特性論的研究が帰納法的な心

理統計的根拠に留まらざるを得なかった理由を構成し

ているのである。

アイゼンクの生理的因子に遡及する手法はアメリカ

の心理統計主義と時代的には並行していた。しかし、

先ほどの循環論の問題から考えても、アメリカの特性

論者たちが身体因に遡及することは時間の問題であっ
たと言えるだろう。実際、５因子理論による特性因子

数の安定とともに、アメリカの特性論者たちからも、

近年は、生物学的基盤を強調する流れが出てきてい
る。ただ、依然として、生理的因子＝遺伝的因子では

ないことは繰り返し指摘しておく。すでに、予想でき
ると思うのだが、この身体因に遡及する流れは四艦

的に、生理的因子から遺伝的因子へと、さらに根拠を
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求めていくことになる。

遺伝的因子の問題に立ち入るのは次回にして、今回

は、こうした心理統計主義から生理的因子に移ってい

く人格研究の流れに関連したいくつかの論点を述べて

おきたい。

５。人格研究の動向と臨床心理学

現場の臨床家にとって、この種の議論は、いささか

縁遠いものと映るかもしれない。しかし、こうした動

向を知らないままにしておくわけにもいかないのでは

ないか、と筆者は考えている。本稿では詳細を論じな

いが、それは臨床心理学の動向とも関連してくるから

である。

たとえば、丹野（２０（）Ｉ）は、「実証にもとづく臨床心

理学にむけて」（『教育心理学年報』４０号）という論文に
おいて、心理臨床家を「科学者一実践家」として位置づ

ける視点から（アメリカ応用心理学会では、それこそ

５０年前から心理臨床家をこのように位置づけてい

た）、数量化にもとづく実証的な研究の方向性を今後

の臨床心理学の展望として打ち出している。また、下

山（ａ９６）は、「臨床心理学研究の理論と実際」のなか
で、「個別性」と「普遍性」の板ばさみであった従来の臨

床心理学に、「類型概念」を統合的視点として導入する
ことによって、「新しい科学」としての臨床心理学のあ

り方を模索、提案している。これらの動きを最大公約

数的に言えば、「科学的」臨床心理学の構築である（丹

野がより従来の科学観に立った科学的構築を、下山が

従来と異なる「新しい科学」性の提起を、という違いは

ある）。そして、これらの構築は、一方で、諸外国（イ

ギリスやアメリカ）と比較して「遅れている」日本の心

理臨床家養成システムの組織的・制度的整備の主張と

も密接に関係している。たとえば、カウンセラーと心

理療法家の分化や、医療、産業、教育、福祉などの分

野による臨床家の分化といった具合に、いわゆる専門

分化を促進させることが想定される。それに応じて、

養成カリキュラムは当然標準化と細分化の方向性を辿
るであろうし、資格制度の整備やその資格取得のため
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の学歴条件なども射程に入っている。

さらに、「科学的」臨床心理学を目指すならば、以下

のような諸点は急務の課題となるだろう。アセスメン

トにおける客観性や正確さの保証（より科学的＝実証

的な心理テストの開発）、アセスメントによる診断確

定の向上にれが可能になれば、診断名が医療者に
よって異なるということがなくなる）、診断名に対応

した治療方法の標準化とそれによる適切な治療方法の

選択（たとえば、不安症状には行動療法、うつ症には

認知療法といったセット化）、治療効果の測定などで

ある。そのためには、臨床心理学的実践を数量化し、

客観的に測定しなければならなくなることは必定であ
ろう。丹野は上の論文のなかで、「……１０個以上もあ

る人格障害（ＤＳＭの分類にある人格障害を指してい

る：筆者注）をどのように統一的に理解すればよいの

だろうか？……人格障害を体系化する試みとしては、

Ｍｍｉｏｎの理論、Ｃｌｏｎｉｎｇｅｒの理論、ピッグファイブ理

論からの研究などがある。人格障害をパーソナリティ

心理学の理論から裏づけたり、新たな理論を組立てる

仕事は、臨床心理学にとって急務である」と述べてい

る。

基本的に、個人差を明らかにすることが目的である

はずの特性論的立場の理論力ｔ１０個以上の人格障害を統
一的に説明してしまうことは、筆者にとっては実に奇

妙な期待と論理に映るのだが、こういう丹野の発想の

仕方に対して、「なぜ人格障害を統一的に理解しなけ

ればならないか」と疑問を投げることは野暮なことに

されてしまうのだろう。科学性に立ち遅れた日本の臨

床心理学と心理臨床家の現状においては、現在の人格

研究は期待されていることになるし、人格研究者もそ

れに応えようとしている、ということなのである。
たとえば、人格研究の臨床場面への実践的応用（＝

貢献）として、ＭＣＣｒａｅ＆Ｃｏｓｔａ（１９９４）は、ＮＥＯ-ＰＩ-Ｒと
ＤｓＭ-ｍ-Ｒとの相関を研究し、前者が後者のｎ軸の人

格障害と関係があると報告している。しかし、ＤＳＭ-
ＩＩＩ-Ｒは病因論的体系ではなく症候記述論的診断体系

であるから、現象記述的なＤＳＭ-ＩＩＩと行動記述的な

（したがって現象記述的でもある）５因子性格検査の相

関関係に「新しい臨床的価値」があるとい・う点は疑わし
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い。

この現象記述的であるという問題は、質問紙の尺度

項目の内容と症候の記述内容（診断項目）の同一性ある
いは類似性ということとも関係している。

ここでは、辻らのＦＦＰＱを例にとってみよう。ＦＦＰＱ

の５因子のなかに「情動性一非情動性」という特性因子

があるが、これを測定する尺度項目の内容は、「憂う
つになりやすい」、「気分がすぐれず、身体がだる

い」、「気分にムラがある」、「陽気になったり陰気に

なったり、気分が変わりやすい」、「自分には全然価値

がないように思えることがある」などというものであ

る。他方、症候記述においてこれらの内容は精神的な

不適応の状態（あるいは潜在的状態）として記述される

ものであろう。わざわざ研究などしなくても、それら

に相関関係があることは火を見るよりも明らかであろ

う。このような相関研究にどのような意味があるとい

うのだろうか。
これらの研究動向は次のようなことを指示している

のではないか。（ＤＳＭなどの）症候記述や（特性論の）

因子解釈の以前に、不適応や逸脱などに対する解釈枠

組みがまず先にあるということである。たとえば、

「気分が安定しない」、「気力が湧かない」などは、不適

応あるいはその潜在要因という範暗で先見的に判断さ

れているのであって、その言葉（５因子検査の尺度内容

やＤＳＭの各疾患における症候の記述）はその先見的判

断を指し示す記号でしかないのである。
それゆえ、５因子性格検査が臨床的に有益であると

いうのは、まさに、ＣＯｓｔａ＆Ｗｉｄｉｇｔ５１・（１９８６）が主張し

ているように、「カウンセラーはクライエントの特性

を「すばやく把握し」、カウンセリング・プロセスの見

立てをすることができる」（二重括弧は筆者）というこ

となのである。つまり、こういう「すばやさ」こそが科

学の利点であり、「臨床的価値」であるということにな

る。とすれば、診断効率が「臨床的価値」として描かれ
ているのである。この発想は、先の丹野の主張のとこ

ろで述べた、「科学的（実証的）」臨床心理学が展開して
いくときのあり方と同じものである。しかし、診断が

早いこ、とは心理療法の重要要件なのだろうか。

さて、いま少し、解釈枠組みの先見性に話を戻そ



う。これらのことを、森田療法を使う病院に入院した

神経質症および抑うつ神経症の患者に、ＦＦＰＱを施行

した宇佐らの研究（１９９６）から考えてみよう（６）。

その研究によると、入院１日目の患者にＦＦＰＱを施

行したところ、５因子のひとつである「愛着性一分離

性」因子の得点が低かった（愛着性が低かった）。宇佐
・らは、患者は依存性が高いはずなので愛着生が高くな

ると予想していたのである。それゆえ、この結果の解

釈に際して、「神経症患者は自己自身や症状へのとら
われが強く、そのため他者への関心が乏しくなってい

る」と述べている。しかし、自己自身や症状へのとら

われの強さは患者の内向性にれも５因子のひとつ）の

表現であるから、そのために愛着性が低いということ

になりはしないか。とすれば、５因子は独立した因子

群ではないことになる。そこで、宇佐らの解釈の原理

は、とらわれの状態は病状、あるいは病態のーつなの

だということになろう。

もう一つ、例をあげよう。同じ研究で、患者群は

「物事に対する責任感が乏しく、投げやりになりがち

な傾向を示した」。ここでも宇佐ＩＥ、は患者群は、几帳

面で完全主義で責任感が強い、と仮定していた。そこ

で、宇佐らは、この結果について、「彼らは、内面に

抱いている葛藤をうまく処理することができず、その

結果として投げやりな態度が生じるのではないか」と

解釈している。

人格研究の基本的認識は、「環境が異なっても変わ

らず示される個人特有の一定の行動傾向がある」こと

から、「個人の内部にー貫した」パーソナリティ構造を

想定するというものであったことは、ここでは深入り

しない。しかし、上述の２つの解釈は明らかに病気の

結果を根拠にして推測がなされていることを示してい

る。この研究を見る限り、病気論、すなわち不適応状

態や逸脱状態の先見的判断が優先され、質問紙測定の

結果はそれによって解釈され直してゆく、ということ
がよくわかるのである。やはり、ここから向かうこと

になる「臨床的価値」は、先験的に判断された診断名と

病理論をもとに多くの被験者に人格検査を施行して得

られる、診断の「すぱやさ」程度のものでしかないよう
に思われる。
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それにしても、上述の２つの解釈は、患者の「人格

の状態」が人格検査の測定に強い影響を及ぼすことを

明白に示している。そして、葛藤状態などは状況的に

与えられる人格状態でもありうることを考慮するなら

ば、やはり、状況との関係で人格を考えていく必要が

あることは確かであろう。要するに、どれだけ好意的
に見ても、その検査結果は「病気というー状態におけ

る特性論的特徴」を示しているにすぎない。

客観的データ、数量化、統計処理といえば、その手

続き性によって、科学的事実＝真理である、と正当化

されてしまう。こういう私たちの認識枠組みのなかで

は、実証的臨床心理学と原因論遡及的な人格研究は、

容易に、というよりも、安易に結びついて、パターン

化された疾患一人格一治療のセット化と、そういう

セット化にもとづいた臨床的効率を追究することを助

長することになりかねない。この方向での追求は、

「なぜ、目の前の患者が、この苦しい状況を示してい

るか」について、「治療者の安定、安心、効率のための

指針を増強すること」にしか役立たないだろう。臨床

的に最低限のことは、その患者の状況に対して、「治

療者と患者の間で、「どういうことなのか」を探索して
いく協同性の樹立であり、その苦しい状況を「どのよ

うに」理解し引き受け、あるいは周囲に働きかけてゆ

くかという相互模索の過程を、『時間をかけてでも』付

き合って行くこと」ではないのだろうか。

６。「可塑性」の問題

人格の規定因が生理的因子すなわち身体因に比重が

あるとするならば、それは治療の可能性をどう見積も

るか、ということに密接に関わるだろう。たとえば、

治療場面で「そういう人との接し方を少し考えなくて

は」と告げること、あるいは治療者がそう考えること

の意味があるかどうか、ということでもある。

それゆえ、この規定因の軸は、「人格の変容」をどの

程度可能なものとして考えるかという、「可塑性」がそ
の本質をなしている。もっとも、この話は、人格の規

定因が遺伝因よりも環境因である方がより「可塑性」を
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論拠づけるはずだ、ということを前提にしている。

そこで。、心理統計主義から生理的因子への原因論遡

及は、人格の「可塑性」を否定的に結論するのかどうか
ということが検討課題になる。

この考察に当って、生理的因子を主張するアイゼン

クにもう一度登場してもらおう。アイゼンクは自分の

人格理論に対応する行動療法を創始したが、それはそ
の名の通り、行動＝反応の変容（強化・消去）を目、的と

した学習理論の立場に立っている。それゆえ、人格の

変容＝行動の変容ということになっている。たとえ

ば、内向的で神経症傾向の人の場合、その生理的基盤

によって、（不安反応などが）条件づけられ易いので、

不安神経症や恐怖症に陥りやすいということになる。

それに対して、外向的で神経症傾向の人は、条件づけ

がなされにくいために社会規範の学習がなされず、反

社会的行動に陥りやすい。それらは全て学習によって

もたらされたものであったり、学習がなされていない
ことによってもたらされたものであったりする。内向

性の人ならば、条件づけをしやすいので、不安反応を

消去するように条件づければよい。他方、外向的な人
は、社会規範が学習されておらず、さらに、罰に対す

る感性は強いので、罰を強化子とした条件づけによっ

て学習をしてもらうということになるわけである。

ここでいくつか考えておきたいことがある。

ひとつは、行動変容が生じた後も、外向性一内向性

の類型水準は生理的根拠によって不変だから、内向性

の人の場合、新たに不安反応を学習する可能性は十分

にあるということである。アイゼンクにとっては、反

応＝行動の変容こそが人格の変容であるから、行動療

法の効果は永続的なものである必要はない。というよ

りも原理的にそうではありえないのである。

皮肉な意味では、そこに「可塑性」があるともいえる

だろう。しかし、ここで注意しなければならないこと
は、この場合の「可塑性」が「科学主義」によって生じる

結果的なそれである、ということである。アイゼンク

（１９４７）によれば、「人格とは、生体が実際に示す行動
のパターンの総和」であり、そうであることによって

こそ「人格の科学」でありうるのである。科学性を厳し

く求めるアイゼンクにとって、生理的根拠に裏付けら
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れた行動という可視的データこそが科学であることの

アルファでありオメガなのである。これは人格を科学

するのではなく、科学的な手続きによって表現された

ものを人格と名づけたのである。それほどに、操作的
でありうるのである。この点は、キャッテルに代表さ

れる心理統計主義もまた同じなのである。つまり、特

性論的人格理解は、「科学主義」の問題、科学的手続き
の正当性の追求とその主張なのである。

次に、行動療法のところから読み取れるように、生

理的因子というものは決定的なものではないというこ
とである。つまり、生理的因子を根拠としても、特性

は、キャッテルの確信とは異なって、根本的に人間の

行動を決定づける唯一の要因ではないということであ

る。そこには、２つの意味があるように思われる。

ひとつは、一義的な因果関係によって結び付けられ

る身体因と精神現象あるいは行動の関係は、現在にお

いては見つけることはできないということである。心

と体の関係そのもの因果関係が証明されているわけで

はないということである。それゆえ、５因子性格検査

の生理的根拠が明らかにされ、そうした性格検査と

ＤＳＭなどとの相関関係が実証されても、それは、症

候記述論体系のなかの症候要素群のどれか（あるいは

複数）に生理的根拠があるかもしれないという示唆を

与えるだけで、各症候と各生理的根拠の一義的因果関

係を明らかにしているわけではない。もちろん、この
ことは、生理的根拠の研究がどの程度まで進むのか、

という問題とも重なっている。

もうひとつは、たとえ、生理的に規定されていたと

しても、少なくとも行動レベルのおける不変性は結論

できないということである。逆説的だが、ここに、

「可塑性」の「科学的根拠」の一端があるとも言えそう
だ。

人格研究における原因論遡及の射程は、生理的根拠

に関する限りは、おおよそこのようなものである。こ
こで、いったん、まとめておこう。

第一に、特性論的人格理解は、「科学主義」の問題、

すなわち、自分たちの手続きがどれだけ科学的である

かを追求しているという問題なのだ、ということであ
る。第二に、生理的因子に遡及しても人格の原因を確



定できない以上、この「人格の科学」は循環論の呪縛か

ら逃れられないということである。そして、第三に、

たとえ生理的因子に根拠を見い出したとしても、その

質問紙の解釈が既存の認識枠組みの内側に留まること

が必然である以上、適応一不適応というような問題と

の関係付けは、臨床的見地からみれば、新しい展望を

生み出すようなものではないらしい、ということであ

る。この点では、むしろ、治療側のみに役立つような
パターン化と、危険な人格論的認識を広めてしまう可

能性があるということでもある。

紙幅の関係で、いったんまとめをしたが、生理的因

子に関する検討は不十分なままである。それゆえ、次

回は、生理的因子に関する話題を含みながら、さらに

人格の遺伝的因子に関わる最近の動向を見ていきた
Ｖゝ。

註

（１）語彙的アプローチとは、基本的名辞仮説（人の活動
における重要な個人差は、あらゆる言語において１

つの言葉として表現されるだろうという考え方）を

もとにして行われる、オールポート以来、有名に

なった方法論。具体的には、辞轡から個人差を表現

するような言葉を拾い出していくことから始まる方

法である。

（２）人格特性とは、個人内部に存在する人格の要因、

あるいは次元のこと。質問紙などのデータから攻撃

性とか支配性とかの要因を取り出すことができれ
ば、それらが人格特性となるが、さらに、いくつか

の特性を集めて上位の特性にまとめあげると、超特

性などと呼ばれる。この註の（５）では、これらの特

性の関係についてアイゼンクの人格理論で触れてお
いた。

（３）ネオ人格目録検査の理論的背景である５因子人格特

性は、神経症傾向（Ｎ）、外向性（Ｅ）、経験への開放

性（Ｏ）、協調性（Ａ）、勤勉誠実性（Ｃ）である。このう

ち、勤勉誠実性とはいわゆる勤勉さということ以外
に、合理性や支配性といったニュアンスも含んでい

る。また、これらの５因子は本文中で述べておいた
ように、両極性になっているので注意されたい。た
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とえぱ、外向性という因子は、外向性一内向性の次

元を一方の極で表現しているのである。

（４）キャッテルの１６特性因子のいくつかを挙げておく
と、自我強度弱一強、服従性一支配性、受容性-

懐疑性、臆病性一冒険性、超自我弱一強、現実性
一浪漫性などである。

（５）アイゼンクの３因子説では、３つの超特性は、それ
ぞれ５つの下位特性を持っている。たとえば、内向

性ならば、その下位特性として、主観性、内気、焦

噪、持続性、硬直性がある。これらの下位特性がま
とめられて外向性一内向性という超特性水準を構成

している。他の特性論的人格理解も、超特性の因子

数や下位特性因子数に多少の違いはあるが、こうし

た階層的構造を考えていることは本文の中でも述べ

ておいた通りである。

（６）ＦＦＰＱにおける５因子は次のようなものになってい

る。内向性一外向性、分離性一愛着性、自然性一統

制性、非情動性一情動性。現実性一遊戯性の５つで

ある。これらはもちろん、超特性因子である。
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追悼南博さん
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南博さんを偲んで

南博さんが２００１年１２月１７日に永眠されました。
南さんは日本の社会心理学の草分け的存在でしたが、そのご活躍は、社会心理学、さらには学問という枠

組みに留まらず、平和活動など広範な領域や分野に及んでいます。
南さんは、１９９２年の日本社会臨床学会設立準備会のときから参加、学会設立後も会員を続けて頂きました。

「社会臨床ニュース」第四号にも巻頭言をお寄せ下さいました。社臨とのご縁は、１９７０年代の日本臨床心理学
会の改：ｌｉ：路線に共鳴、協同する関係を持っていただいた頃からのものとも言えます。特に、心理テストにま
つわる問題を討議する心理学関係諸学会による「テスト問題懇談会」がきっかけになっています。

社臨が日臨心改：１１１：路線を継承するものとして出立した経緯からも、南さんとの関係は浅からぬものであり、
南さんの追悼特集を組むことにしました。佐々木賢さん、侃田孝昭さん、山下恒男さんから追悼文をお寄せ
いただきました。追悼文からは、南さんのいろいろなお姿が浮かんできます。

最後になりましたが、南さんの当学会へのご協力に感謝の意を表しつつ、衷心よりご冥福をお祈り致しま
す。

２００２年３月３１日
日本社会臨床学会編集委員会

南博さんのこと
電話をしたら「先生がお会いするそうです」という。研

究室に出向くと、南さんが「何を研究したいのですか」

とお聞きになる。簡単に説明すると「いいでしょう。

佐々木賢（運営委員）いらっしゃい」とすんなり認めて下さった。事があま

り簡単に決まったので拍子抜けするほどであった。４国内留学

１９６９年、当時都立の定時制高校で社会科の教師を

していた私は都立教育研究所（通１永都研）の研究生とし

て、一年間、給与をもらいつつ職場を離れ、自分の

テーマを研究できる機会をえた。研究の場は都研でも

大学でもよかった。私のテーマは「青年の意識構造」で

あった。授業で「もし私が江戸時代の農民だったら」等
という題で生徒に轡いてもらった文が沢山あって、そ

れを整理したかったからだ。都研にはこの問題を扱う

研究室はなかったので、大学を探すことになった。

社会心理学について何も知らなかったが、この学

問なら意識問題を扱うだろうと思い、南博さんの一

橋大学の研究室に直接電話してみた。助手の方に趣旨

を述べると「二・三日待って下さい」という。二度目の

月に大学にいくと、助手の方が「佐々木さんの部屋は
ここです」と一つの部屋を用意して下さっていた。こ

れはありがたかった。団地住まいで産まれたての赤ん

坊と幼児がいる我が家には自分の勉強部屋などなかっ

たので、天にも昇るような気分になった。これ以降の
一年間は、授業があろうがなかろうが、毎日この部屋

に通うことにした。

学園紛争
ところが大変なことが起きた。１９６９年といえば、

学園紛争が吹き荒れた年なのだ。一橋大学でもご多分
にもれず、管理棟がバリケード封鎖され、授業は中

断され、再開の見通しが立たなくなった。これが新
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聞に報道された翌日都研から電話がかかってきた。

「こちらに席を移して研究しなさい」という。指導主事

の下で一年過ごすのは憂うつだ。

南さんにそのことを告げると、「私が証明書を書き

ましょう」とさらさらと何やら轡いて下さった。内容

には「当大学では一部を除いて、授業は平常通り行わ

れています」と、ぬけぬけとウソが書いてあった。都

研からはその後何もいってこなくなった。別の話だ

が、当時は授業にでない学生も多かった。その中に

「走れ、走れコータロー」の山本コータローさんもい

た。南ゼミだったがただの一時間も出ていない。卒業

面接で南さんが「何してたんですか」と聞いたら、コー

タローさんは「歌を歌ってました」と答えた。南さんは

「では歌を歌って下さい」といい、コータローさんが

歌ったところ、「はい、卒業です」と南さんがいった

という。

紛争中には授業がなかったが、自主ゼミと称して学

生たちは勝手に勉強していた。南研究室には大学院の

オーバー・ドクターがゴロゴロいて、その中に当学会

員の偉田孝昭さん（現在、静岡大）や滝野功さん（現

在、帝京大）がいた。真田さんはエリクソンやアドル
ノの原轡講読を、滝野さんはワロンを一緒に読んで下

さった。二人きりの講読会なので、これは大いに勉強
になった。

南さんは派遣生の私にも、学生との団交の席にも出

てもよろしいとおっしゃったので、「何でもみてやろ

う」と思い、あちこちの会合に顔を出した。貴任のな
い立場で紛争を見ていると実におもしろかった。講堂

の壇上に教授たちが並び、会場に全共闘の学生たち

がいて、私にはわけの分からないやりとりが延々と

続いていた。学生は教授たちのことを「テメエ」とか

「アンタ」と呼びながら糾弾していた。その学生の群に

まじって、若い助教授が一人いて、しきりに他の教授

や助教授を追求している。教授が「なぜあんただけ、

そちらの席にいるの？」と質問したら、その助教授は

「それは当面の問題ではない！」と叫んでいた。

毎日学生に糾弾された教授たちはヘトヘトになって
いた。ある教授は家に帰るとそのウッ憤を妻にぶつけ

ていた。やりばのない妻は飼い犬に当たりちらした。
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紛争が治まり、学生が教授の家を訪ねたところ、その

犬が学生を噛んだという話がある。紛争が如何に後々

まで影響を与えたかが分かるだろう。もっともこの話

は筒田孝昭さんがしてくれたものだから眉唾ものであ

る。

研究室では助教授の中村さんが轡籍の梱包をしてい

る。もし、乱暴な学生が雪崩込んできたら貴重な資料

が台無しになるから、予め避難をしておくのだとい

う。私は少年の頃、本屋の小僧をしていたので、荷作

りには自信がある。何冊かの本を縄で括ってうず高く

積み上げている所に、南さんが姿を現わした。「何し
てるんだ」という問いに中村さんが答えると、南さん

は烈火の如くに怒りだし「元に戻しなさい」と命じた。

その南さんの怒った姿は後にも先にもこれだけだ。

ただその怒りようは尋常ではなかった。その迫力に押

されて、我々は縛ったばかりの本の束を解き、元の棚

に収めた。学生と誠実に話し合おうとしていた南さん

が、もし轡籍を避難させていたとしたら、やはりおか

しな話だ。私も自分の不明を恥じた。

南博研究室
バリ封鎖は突然解除された。噂によると全共闘の学

生たちが、救急車のサイレンを聞きそれをパトカーの

サイレンと間違えて、「自主的に」封鎖を解いたのだそ

うだ。一年はアッという間に過ぎた。色々勉強できた

が、何となく中途半端な感じがし、その後もモグリの

聴講生として四年間大学に通った。南さんの名を挙げ
ると大抵の教授たちがすぐに受講を許可してくれた。

授業を聞き、ゼミにもでた。教育調査のゼミでは、私

の他に学生が一人しかいなかった。心理学を四年間学

んで、人間の意識を知ることは難しいことがわかっ

た。また、人間のことはよくはわからないということ

が、よく分かった。

研究室に出入りしていると、多くの人と出会えた。

先輩で社会心理学の折橋徹彦さん（関東学院大）・・ｔ・学校

新聞の大御所の大木薫さんや「ユース・カルチァー史」
の著者坂田稔さんと知り合いになれた。大木さんは私

に出版社を紹介して下さり、その後私は本を沓くよう

になった。大木さんや坂田さんは一橋の卒業生ではな



いが、南さんの周辺には閥に囚われない集団が自然に

できるようなのだ。私の狭かった人間関係が一気に広

がった。

日本心理センター

南さんは一橋大学を退官後成城大学にしぱらくい
て、その後、原宿の自宅のマンションのー室に「日本

心理センター」を開き、専従の事務員も置かれた。会

報をだし、人を集めて連続講座や講演会や気功の訓練

など、様々な催し物があった。私もそのセンターの無

給の研究委員となり、毎年一回、灘師として参加者の

前で話をした。話の前には、必ず南さんが隣の部屋か

ら出てこられ、「教育現場の話は佐々木さんからお聞

きなさい」と参加者に呼び掛けて下さった。

心理センターでは、よく南さんの周囲に数人が集ま

り雑談をしていた。私が「学校はもうダメなのか」とい

う本をだしたとき、南さんは「題名がいいね、最近、
ダメなものが多いから、これから「もうダメシリーズ」

を出したらどうですか」といわれた。からかわれてい

るみたいだのに、そう悪い気もしなかった。本の内容

については、褒められたことも批判されたこともな

い。

ある時、大学が話題になった。大学教授には「専門
バカ」が多いと、居合わせた人たちが口々に例をあげ

て話していると、最後に南さんが「「専門バカ」ならま

だいいよ、私の見るところでは、「バカ専門」の方が多

いですよ」と発言された。

南博さんは第一次世界が勃発した一九一四年に、著

名な裕福な医者の家に生まれた。家には沓物も沢山あ

り、有名人や知識人が集まり、申し分のない知的な環

境の中で育った。一九四〇年、太平洋戦争の前夜にア
メリカのコーネル大学に留学し、終戦後の一九四七年

に帰国された。「私のように恵まれた環境にいて、学

問を続けられたのはむしろめずらしいのですよ、金持

ちの息子は道楽者になりやすいですからね」と南さん

はおっしゃる。自分の人生に幸運を引き寄せる意識的

な戦略があったようなのだ。

社会臨床雑誌第９巻第３号（２００２．３）

伝統芸能

南博さんが８０才、おつれあいで新劇俳優の東恵美

子さんが７７才、お二人の傘寿・喜寿のお祝いの会が

あった。南さんは伝統芸能を守る運動もされていたの

で、芸能人も多く参加していた。落語の柳家小さん、

テレビ司会の愛川欣也、名前を忘れたが歌舞伎の誰そ

れとか、とにかく有名人がぞろぞろいた。

私は疲れてロビーに出たが、隣に私と同年配の小柄

な人が座っていた。名札をみると玉川勝太郎と書いて

ある。「浪曲の玉川さんですね」と聞くと「そうです」と

答える。「私が小学生の頃、ラジオで勝太郎を聞いた
ことがあります」というと、「先代の勝太郎ですね。私

はその息子です」とおっしゃる。

「最近、浪曲を聞けませんね」というと、「そうなん
です。テレビも寄席もダメで、高校や大学のサークル

で講演してます」と寂しそう。「若い人たちにことばや

状況が分からないんですよね」という。「手甲脚絆

（てっこうきゃはん）がわからないのは無理ないけど、

竃（かまど）やお櫃（おひつ）も知りません。ヘッツイの

説明をすると「なんだ、ジャーのことか」なんてね」。

「手が凍える仕種をしても、分かってもらえないん
です。冷たい思いをしたことがないんです」。「先日、

熱心な学生さんが『図書館で調べてきました』というん
ですが、中国の「水滸伝」を調べてきてる。私の「天保

水滸伝」は、日本のヤクザのケンカの話ですよと説明

したんですけど」「でも、お年寄りと一緒に暮らしてる

若い人は、話がよくわかるんです。今は一緒に暮す人

も滅ってますね」とまた寂しそうにおっしゃる。

「修業は大変だったでしょう」と私がいうと、「私の

福助と呼ばれた時期に、先代勝太郎に「お前のは夜店
の盆栽だ」といわれました。「小さくまとまっているけ

ど、声だけで音（おん）がない。音とは愛だ」というの

です。その意味がこの年になってやっと分かりまし

た。私も今の弟子の福助にいうんです。若いですから

声がいい。「月は昇りて～～～真菰（まこも）を照らし
～～～」とね。声のハリはあるんですが、引くことが

できないんです。浪曲では引くのが大切。それはこと

ばで教えられるものではないんです。」

芸を受けとめる観客がいなくなった。テレビには修
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業を全然しないタレントがたくさん出て、修業を積ん

だ芸が受けない。「浪曲が廃れたのは私たちに責任が

あります。落語家さんたちはそれなりにやっているの

に、我々が時代についていけなかったのですね。勉強

不足です」と勝太郎さんは謙虚に語る。

古典芸能が廃れるのは文化の厚みをなくすことだ。

南さんはこれを憂えて古典芸能を支える会をされてき

たのだが、文化は軽薄化の方向に進んでいる。勝太郎

さんの話は、南さんの憂慮を裏付ける。この勝太郎さ

んもすでに亡くなられてしまった。

晩年

晩年の南さんは瓢々と過ごしておられるようであっ

た。ある時、「先生、長生きの秘訣は何ですか」と質問

され、「義理を欠くことです」と答えられた。「夫婦ケ
ンカするとね、どちらかともなく「もう先が短いんだ

から、争いは止めようよ」といい、すぐに止めるよう

にしてます」ともおっしゃった。八〇代になってから

骨折された。手に物をもっていたら、歩いているだけ

で骨折した。それ以後はどんなに軽いものでも、手に

持たないことにしたとおっしゃった。ご自分を労りつ
つ、過ごしておられたのに……。

１９５０年代の南先生のこと

員田孝昭（静岡大学）

１９５２年といえば、朝鮮戦争のさなかであり、ＡＭ波

の海賊放送「自由日本放送」が毎夕「解放のためー、尊

き命落しつー‥。」という軍歌調の労働歌とともに

放送を始め、確か「日本人民革命勢力は‥。長野県
○○郡○○村を解放しました」などと言っていたよう

な記憶が私にはあります。この時代は柴田翔の「され
どわれらが日々」や大島渚の映画「日本の夜と霧」の頃

であり、大学の某先輩は、山村工作隊の一員として東

京都下の奥多摩の村に行き、鍬や梶棒をもった村人か
ら追いかけられて這々の体で逃げ帰って来たという話

が後に噂されたころです。
この年、北京で１０月２日から１０月１３日にわたって開

５４

催されたアジア太平洋地域平和会識（この会議につい

ては、雑誌「世界」第３４号、１９５２年１２月号、また「アジ

ア歴史事典」平凡社、１９６０を参照）に南先生は、日本代

表副団長として参加なさいました。大原社会問題研究

所のファイルなどでアジア太平洋地域平和会議との関

連で南緯という名前を見ただけの人には、それが社会

心理学者、南博と同-人物とは思えないかもしれませ
ん。余談ですが、これはサイコロジカル・アブストラ

クトでＭｉｎａｍｉ＆Ｉ）ａｌｌｅｎｂａｃｈによるゴキブリの条件づ

けの論文を発見した人にとっても同様でありましょう

（Ｍｉｎａｍｉ、Ｈ・、ａｎｄＤａｌｌｅｎｂａｃｈ、Ｋ．Ｍ．Ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｏｆｌｌｃｔｉｖｉｔｙ
ｕｐｏｎｌｅａｍｉｎｇａｎｄｎｌｅｎｔｉｏｎｉｎｔｈｅｃｏｃｋｒｏａｃｈ．Ａｍｅｒｉｃａｎ

ＪｏｕｍａｌｏｆＰｓｙ（；ｈｏｌｏｇｙ、５９【１９４６１、１-５８】。しばしば、こ

の論文は先生のお父上の執筆なさったものでしょうか

と質問されるという南先生の言葉を想い出します。南

先生の活躍された範囲はそれほど広いということで

す。

それはともかく、平和会議の日本代表団の副団長は

正真正銘、南緯先生でした。この会識の資料は、少な
いので、「一橋新聞」によって経過をたどることにしま

す。
１９５２年９月３０日号には、「南助教授も北京到着、平

和会識正式代表として決定」という見出しのもとに、

南先生がまずヨーロッパ経由で北京入りし、それから

北京の平和会餓準備委員会が、日本準備委員会事務局
に電報を打ってきて正式の日本代表として日本側に承

認してもらいたいと依頼してきたという趣旨のことが

述べられている。その記事の最後には上原専禄教授談

が引かれている。「二十四日文化人会識の総会があっ

て北京会議へのメッセージを送ることと、旅券を出す

よう政府に申し入れを行うことになったおりから南君

が北京へ行ったということは日本の文化人の意志を正

確に伝えてくれるものと大変けっこうな話だと思って
いる（……後略）」とある。さらに１９５２年１０月１０日号の

記事をいささか長いのですが引用します。

「本学助教授南博氏は北京平和会識の日本代表団副

団長に選出されていたが二日の会議で日本国民が平和

擁護闘争におおきな関心をもっているとつぎのように
演説した。



ｉ改府がわれわれを妨害したにもかかわらずわれわれ

はこの会議に参加するために実際に全国に準備委員会

を組織した。四百八十八名の各層からの候補者のなか

には職業の代表がふくまれた。日本国民は平和と自由

貿易を切望している。しかし日本国民が独立をもたな

ければこれを完遂することはできない。

現在日本国民の平和への希望は独立への希望と一致

している。なぜならば日本国民は七年間の侵略戦争と

七年間の占領に屈従させられていた。それは日本国民

が心の底から平和を希望しているからである。北京で

いまひらかれている平和会議が真の平和会議であるこ

とを確信する。

それゆえ平和的手段によって問題を解決する精神に

もとづいてサンフランシスコ条約にかわる全面講和条

約が締結さるべきであると主張する。」
この記事から読みとれることは、当時論争になって

いた「単独講和」か「全面講和」かという問題にかんし

て、南先生が全面講和支持の立場を表明されているこ

とである。

ただし、この頃から、先生はヨーロッパ出張中で、

東欧経由で国交のない中国入りされたということで学

内ではかなり問題になったことがわかります。

その記事の隣には、「出席は違法に非ず資格問題に

人事院の見解」という見出しのもとに「南教授が北京会

識に出席したことに関し、国家公務員法中の、公務員
の政治活動に該当するかどうかについて一部で危惧さ

れていたが、この点につき人事院法規課では次のよう

に態度を明らかにした。

人事院法規課談南教授が北京会議に出席したこと

については、別に現行規定の違反にはならない、従っ

て身分上変動が起こるということは考えられない。」

「一橋新聞」１０月２０日号は、「諸國民の文化交流を、

南助教授北京会議で強調」という見出しで六段抜きで

会議で演説中の若き細面の南先生の写真を掲載してい

ます。

また１１月１０日号には、「早急の帰國困難か、南助教

授査証下附されず」という見出しで南先生が香港経由
での帰国のため英国大使館に通過ビザを申請したもの

の下附されず、日本の外務省に協力を申請したものの
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「外務省の大江官房長は、旅券法違反と見倣される者
への協力は不能であるとの見解をとっている」とあり

ます。

そうして１１月２０日号にようやく次の記事がでてい

ます。見出しは「“焦らずにこの道を”南助教授北京

会議より帰る」です。「北京会議に出席していた南助教

授は十八日午後九時二十分スカンジナビア航空会社
のＳＡＳ機で、平野義太郎氏、赤岩栄氏、木下順二氏、

鶴見和子氏等知識人を始め、本学学生外各種団体約二

百名が出迎える中を羽田空港に到着した」とありま

す。そこでの先生の挨拶は、「私が今度北京へ行った

のは当たり前のことをしたまでであって、平和のため

にはすべての道は北京に通ずると思ったからだ（後

略）」というようなものであったということになってい

ます。その後先生は、一般向けに一連の中国訪問にか

かわる記事をお沓きになりました。確かに先生は、

「中国を地上天国であるかのように、べたぼれで考え

るのは危険です」（「中国」光文社、１９５３）と沓いてお

られますが、一般雑誌の記事の中には「すべての道は

北京に通ず」という題名だけをとりあげると、中国礼

賛のように聞こえる記事もあります。

先生の『学者渡世一心理学とわたくし』（文薦春秋

刊、１９８５）を読みますと、この会議への出席の話は先
生が国民文化会議議長に選ばれた経過とは関連づけら

れてはいません。平和会議出席の話は海外旅行体験と
の関連で、ほんのわずかのスペースしか割り当てられ

てはいませんし、その会議での先生のスピーチの内容

についてはまったく触れられてはいません。でも、世

間の人びとが、平和会議出席のような先生の行動力と

日本代表団副団長としての実績を評価したからこそ、

先生は国民文化会議の議長に選ばれたのだと思いま

す。当時の若者にとっては、先生は保守派の鼻を明か

した、痛快なヒーローだったのではないでしょうか。

それはともかく先生はこの時期の中国礼賛のことを照

れくさく思われて、ご自分の経歴の中では、だんだん

小さくあつかうようになられたように思います。

南先生にとって、「すべての道は北京に通じる」とい

うようなタイトルの論説は、今になってみれば、私た

ちには忘れて欲しいことだったのかもしれません。し
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かし、あの時代、平和運動にたずさわるということは

多少とも、中ソのシンパになることだったのだから別

に恥ずかしがることではないと思います。いささか、

先生が忘れて欲しいことを穿り返したかもしれません

が、あのクールで颯爽とした南先生にして、やはり時

代の影響を受けておられたのだということを知って、

私はむしろ一層親しみを感じています。

話はかわりますが、１９５０年代の南先生に関連し
て、もう一つだけ述べておきたい事実があります。私

は、大学の学部と大学院で南先生を師と仰いだとはい

え、師の名を汚すような弟子なのですが、アメリカ人

から「南は恩知らずだ」などと言われたりするといくら

かはむっとすることもあります。

１９５０年代というのは、多くの人びとにとってとて

も嫌な時代だったのだろうと思います。１９５０年代

は、ジョーゼフ・マッカーシー上院議員が上院非米活

動委員会の委員長として活躍し、いわゆる「赤狩り旋

風」が吹き荒れた時代でした。１９５０年には、心理学者

なら大抵の人が知っていることですが、当時、カリ

フォルニア大学バークレー校にいたエリック・エリク

ソンが忠誠宣誓轡に署名を拒否しました。大学では思

想信条の自由が保証されていなければならないという

理由だったと思います。それで一旦、免職になるので

すが、大学当局がエリクソンぱｄｅｐｅｎｄａｂｌｅ”であるこ
とが確認できたといって免職を取り消してきました。

ところがエリクソンと同時に署名拒否した数名の同僚

の復職は認められなかったため、彼はそのままバーク

レーを離れたと伝えられています。

わが南先生も５０年代には何度もアメリカ領事館か

ら呼び出しを受けたと語っておられました。別に先生

はアメリカ国籍を取得されたわけではないし、グリー

ン・カードをもっておられたわけではないから、呼び

出しに応じる義務はなかったはずなのです。だから何

の問題もなかったのですが、何しろ占領下のことです

から、かなり勇気を必要とすることであったかと思い

ます。いずれにしてもずっと後になってから「い

やー、あの時行かなくてよかったよ」と言っておられ

ました。私はその時間違いなく、先生の頭にはＥ．ハー

５６

パート・ノーマン事件のことがあったのだと思ってい

ます。

その当時、南先生は意識的にアメリカ人と接触しな
いようにされたのだと私は思います。もうすでに皆亡

くなっているとは思いますが、南先生のコーネル大学

時代の知り合いで、当時日本にやってきたアメリカ人
のなかには、南先生に冷たくあしらわれたとか、無視

されたとかで、「故国からの送金も不可能になって

困っていたとき、パートタイムの仕事を紹介したりし

て研究が続けられるよう便宜を図ってやったのに、南

は恩知らずだ」といって憤慨している人たちがいまし

た。しかし、何気ない留学時代の思い出話が、誰かを

危険にさらすことになるそんな時代であったので仕方

がなかったのだと思います。
コーネル大学の人たちと疎遠になられたのはそんな

事情もあったのです。

とりとめもないことを轡いてしまいました。チャー

ルズ・ホートン・クーリーの本のなかにば‘Ｅａｃｈｔｏ

ｅ・ｌｃｈａ１００１（・ｇ-ｇｌａｓｓ”（「各人は各人にとって姿見」）とい

う有名な警句がありますが、卑小な人間には偉大な人

間も卑小に映ってしまうのですよ、と先生は苦笑いな

さるかもしれません。

社心、日臨心、社臨、と南博先生

山下恒男（茨城大学）

南先生とはもう長い間お会いしていなかった。亡く

なられたのは新聞で知った。

私が南先生と多少ともお付き合いがあったのは、６０

年代の末から９０年代の中頃までだったと思う。それも
プライベートな面でのものはほとんどない。

初めは社会心理学会、ついで、日臨心、そして社臨
の活動を通じてである。それ以外に、私個人としては

狭山裁判に関わるものがある。

まず、社会心理学会だが、６０年代の末頃、私は２０

代の大学院生だった。たまたま、私の指導教官だった



長島貞夫先生が社会心理学会の編集担当の常任理事に
なり、私が在籍していた大学で常任理事会が開かれる

ようになり、事務局的な仕事も引き受けることになっ

た。多分暇そうに思われたのだろう、私に幹事をや

れ、ということになった。

その時の社心の会長が南先生で、眼光の鋭い猛禽の

ような印象だった。まだ、５０代で精気に溢れていた。

当時の社心常任理事は、築島謙三、堀川直義、望月

衛、相場均などの方々だった。

その直後、突然のように大学闘争の時代が来て、私

は虎の門の国立教育会館で南先生と妙な形で会うこと

になった。６９年、東大と東教大の入試が中止になった

年、日本心理学会の総会の会場がそこだったのだ。当

番校は東大だったが、学内で開催は不可能だというこ
とで、警備の容易な会館になった。

当時、ＥＥＩ心は代議員制で、選挙によって選ばれた代

議員だけがその総会に出席できた。私たち、院生はあ

らかじめ先輩や先生たちに投票するよう割当られてい

たが、それに造反して、自分たちに投票した。その結

果、助手などの何人かが落選し、替わりにＮ君と私が

当選した。

当日、会場で仲間とビラを撒いた。後で聞いた話で

は、私たちが騒ぎをおこしたらすぐに機動隊が導入さ

れる手はずになっていたという。今思えば、１０人たら

ずのひよわな私たちに対する過剰反応だと笑ってしま

うのだが。私は会の冒頭で、日心の規約にある「学会

の目的」を手がかりに発言した。「それは動議か」と尋

ねたのが南先生だった。総会の司会は新聞研の池内一

氏だったが、討議されることなく、すぐに採決されて

圧倒的な差で否決され、私たちは退席した。その時、

南先生が私たちに発言のチャンスを与えようとされて
いたことは感じたが、それ以上積極的には発言されな

かった。

７０年の夏、私はある研究所に就職して職業適性検

査などの心理テストを作る仕事をしていた。おりし

も、知能テストを中心とする心理テストが社会的な問

題となりつつあった。７３年、応用心理学会が中心と

なってテスト問題懇談会が呼びかけられた。どういう
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経過だったか忘れたが、私も社会心理学会推薦の委員
ということで参加した。

テスト問題懇談会の様子については日臨心編「心理

テストーその虚構と現実-」（１９７９年、現代書館）の

「心理テスト規制とテスト業界・心理学界」に詳しく轡

かれているので、省略するが、そこで私は赤松晶子さ

んや篠原睦治さんと出会った。南先生も出てきてアメ

リカの事情を説明された。その直後、国際応用心理学

会がカナダのモントリオールで開かれ、出席する南先

生が日臨心と社心のテスト問題への見解を持っていか

れた。社心のは「常任理事会見解」ということだった

が、私が勝手に書いたものを南先生などが追認された

ものだった。
この国際学会の様子を帰国された南先生が新聞に書

き、それを読んだ人たちの中に、その頃就職差別反対

闘争をしていて、心理テストも問題にしていた兵庫の

部落解放研の先生たちがいた。連絡をもらった南先生

がそれを私たちにつないでくれた。そして、７４年末に

尼崎で心理テストをめぐってのシンポジウムが開か

れ、篠原さんと私も参加したにの時の記録に「心理テ
ストとはなにか一受けさせられる側からの照射-」

がある）。その後、臨心の総会などで福地幸造さんな

どの講演をお願いするきっかけになっている。

７６年、南先生から突然連絡があって、原宿表参道

のオフィスに初めて伺った。今老朽化して、建替えを

めぐって論争になっている同潤会アパートのそばだっ

た。そこには社会学の福岡安則さんがすでに来てい

た。狭山裁判の控訴審で寺尾判決が石川さんに無期懲

役の有罪判決を出したことをうけて、当時主任弁護人
を務めていた故青木英五郎弁護士が「自白の心理」につ

いての意見書を日高六郎氏と南先生に依頼し、両氏か

らそれぞれ福岡氏と私に話がきたのだった。

私たち二人はその年の夏、各地の被差別部落で聞き

取りをした。それは私にとってはまったくの新しい体

験で、その後多くの人と出会う契機になった。最高裁

に出したこの意見書をもとにして、南先生は雑誌『世

界』（７７年１０月号）に「自白の社会心理学一狭山裁判を
めぐってー」を沓かれたにれは後に、「日本人の心理

５７
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と生活』、１９８０年、勁草書房、に収められた）。
この頃、私は南先生の「代理」で、群馬県庁の職員研

修で「社会心理学」の話をしたり、千葉のある所で「現

代社会の病理」の講演をしたりしている。それはある

日突然の「南先生からご紹介いただいて……」という電

話から始まっている。南先生が多忙でたんに私に話を
まわしたのか、先生なりの配慮だったのか、その後尋

ねたことはないので今となってはわからない。ただ、

有名な先生に頼んだら代わりにさえない男があらわれ
て、担当者は面くらったことだろう。

南先生は日臨心の改革後も会員として残られ、『臨

心研』に書評なども書いてくださっている（「臨心研」

７７年、ｖｏｌ．１５、Ｎ０．２）。

その後、資格問題を契機にして日臨心から私たちが

出てゆき、社臨を結成したときも、すぐに社臨の会員

となり、亡くなられるまで会員であった。発足間もな

い（というより正式にはまだ準備会の）社臨は、９２年の

４月に「社会臨床ニュース」を創刊するが、２号からは景

気づけのためにも様々な立場の人に巻頭の言葉的なも
のを轡いてもらっていた。１０月に出た第４号のそれは

南先生にお願いした。

先生は快く引き受けられて「社会臨床学会への期待」

という一文を寄せてくださった。

南先生は特に晩年は「日本人論」の研究に精力を傾注

された。それは非常に網羅的（よい意味で）なものだっ

たが、一方で、社会的な発言も「日本人は……」という

ところに収れんする傾向が見られた。先生自身が「戦

後の政治情勢の中で、安保闘争や、学園闘争にかか
わった体験からおよそ、まっとうな政治活動は、体力

と精神力に恵まれた人たちが文字通り体を張ってやる

仕事だということが、よく分った。それだけの自信が
ないぽくは、今後、現実政治の行動にかかわることは

しない」（『学者渡世・心理学とわたくし』、文農春秋、

８５年）と沓いていられる。

多分９４年だったと思うが、南先生が主宰する日本

心理センターの研修会で話をしろということでうか

がったことがあった。会の終了後の雑談の中で、敗戦

５８

直後に刊行された思想の科学研究会編（都留重人監修）

『アメリカ思想史』全５巻（日本評論社）を話題にして「あ
れはいい本ですね」と私が言ったら、「うん、あれはい

いだろう」と先生が嬉しそうな顔をされたのを思い出

す。これらの本で先生は、花田清輝や鶴見俊輔などと

ともに主な沓き手の一人で、本当に輝いていたと思

う。

南先生は日臨心や社臨の活動そのものにはほとんど

参加されなかったが、多分、若いころのご自分を日臨

心や社臨の運動に重ね合わせていたのだろうと思う。

社会的な批判意識を持ちたいと願う私たちの先輩とし

て、あるいは理解者として、気にかけていてくれたの

だと思う。あらためて感謝し、ご冥福をお祈りした
い。



〈「映画と本」で考える〉
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赤松晶子（東京足立病院）

実はこの杏を初めて手にしたのは数ヶ月前だったと

思う。序文が終わり一章にあたる「わたしの旅は始ま
る」を開き読み始め私はひどく惹きつけられた。それ

は懐かしいと言ったらいいか、４０年前精神科に足を入

れてずっと惹きつけられてきた世界の感覚が呼び覚ま

されるような言葉であった。

「わたしは１８歳の時、目の前に広がる海図のない人

生におびえていました。大学の寮の部屋に独りぼっち

でいて、祖母の死を嘆いていました。そして、高揚と

絶望を繰り返すヂェットコースターに８年間にわたっ

て乗ることになったのです。わたしは、あまりの重さ

に耐えかねた若い枝のように、崩れ落ちて毛布の下に

横たわっていました。人生の意味はすべてなくなって

しまい、わたしは形のない虚無の中で自分を見失って

しまいました。人々は遠くから心配そうな顔で、長く

黒いトンネルの中にいるわたしをのぞきこみ、連れ去

りました。診察を受けさせ入院させるために。そして

わたしを丸裸にし、真実と夢をはぎ取るために。」

（ｐ１９）その後、彼女は病院のベッドで不安に怯え、そ

の「絶望の廃墟」で大きな海のそばに暮らすおばあさん

と少女の生きることの対話を体験します。

く大きな海のそばに、おばあさんが孫の女の子とと

５９

うこと、二つ目のテーマはその思想を運動にうまく反

映するには＜管理運営をどのようにすべきか＞という
こと、と記し「私は最終ページでもこれらの問い掛け

をし続けています。」と語る。すなわちそれこそ精神

医療ユーザーの命をかけた存在のあり方そのものの問
いであり、答えが簡単ではないことは現精神医療体制

を考えると明らかすぎることである。

私もそのはじっこを４０年余歩き続けてきて、な
ぜ？と問い続けることに答えを得られないどころ

か、狂気を抑える側の仕事をし続けてきた。出会いな

がら自らを絶つ孤絶感・絶望感‥‥その抗議を受けき

れず別れた人たちの無言の訴え、４０年近くを入院し続

けじーっと私を見る目、痛く悲しく、後ろめたく目を

そらしたくなる。袖を引っ張りのぞき込み、果たせな
いことを訴えられる。

「どの国でも精神医療サバイバーは苦しんでいます」

オーヘイガンの出だしの言葉、世界各地のユーザー一

人一人と話し合ったうえでの第一声が、先ず重く深く

のしかかってくる。その精神医療サバイバーの苦しみ

はその一人一人の生存そのものの苦しみであり、この

沓を私は紹介する役を言われたのであるが、それを表

すのには力不足で、オーヘイガンの表している言葉を

断り、そのーつのテーマは＜狂気の意味は何なのか＞〈魅せられてきた世界〉

その意味がユーザー運動の思想にどう影響するかとい

直にその重みを受けて頂くのが一番いいと思う。どこ
のページから開いて読んでもそこで語られていること

は深刻でよくわかりその重みはずしんと胸を突いてく

ると思うのでこの書をとにかく手にして欲しい。私自

身の怠慢というか、作業ののろさでそのことをお伝え

するのが遅くなり申し訳なく思ってます。

「精神医療ユーザーのめざすもの」を読み終わってそ

の中味の重たさに私は打ちのめされ、目眩を覚えた。

著者のメアリー・オーヘイガンはその後轡きで「本書

は二つのテーマについての作業の繰り返しです。」と

治療という名のもとに行われる虐待を受けて～狂気の意味を考える
『精神医療ユーザーのめざすもの』（メアリー・オーヘーガン著、

１９９９、解放出版社）から

くはじめに～二つのテーマを求めて～〉
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もに住んでいました。毎日おばあさんは釣りに出かけ

ました。おばあさんは海への畏怖を込めて叫ぷのでし

た。「どうかわたしの綱に、あなた様の命をお分け下

さい」。おぱあさんはいつも魚を捕って帰り、自分と

孫のために料理しました。ある日おぱあさんは孫に魚

を渡して、「自分で料理してごらん」と言いました。少

女は泣きながら、「できないわ」といいました。おばあ

さんは、「自分自身がもっている力を見つけなきゃい

けない。おまえはきっとできる」と答えました。でも

少女は言うことを聞かず、おなかが空いたまま寝床に

就きました。その晩少女は、空から朗々と聞こえる声

によって夢から覚めました。「おまえにはおばあさん

らなくても、治療方針がたてられ処置は行われる。む

しろ幻聴・妄想に支配された「異常な」関係を持ち続け

るのはより混迷させることで、それは素早く抑制・消

失させた方がいいというのが治療論である。

著者は「彼らはわたしの個人的な神話をわたしの井

戸の中に埋めました。わたしの狂気の意味のほとんど

がそこにあり、堅く結ばれた包みの中で解かれる日を

ずっと待っているのではないか、とわたＬ．は思ってい

ます。」と語り、そのような専門家の判断・主張に疑

問を持つようになるのに何年も掛かったとしるしてい

る。

の力も、おまえの中心に流れ込んでいる偉大な海の力〈サバイバーとしての旅へ〉

もあるんだよ。さあ、生き生きした命からその意図を

見出して、怖がらずに料理してごらん」〉（ｐ２０）

「精神保健の専門家たちは、不適切な科学で小さな

引っかき傷をいくつも作りながら、わたしの苦痛の表

面をちょっとなでただけだったのに、海とおばあさ

ん、そして朗々と話す声はわたしの中心に語りかけま

した。「あなたは一生、気分の揺れを持ち続けるだろ

う。そして薬以外にそれを救ってくれるものはない」

と専門家はわたしに重々しく宣告しました。わたしは

逆らうことなく「不毛の人生」という宣告を受け入れま

した。」こうして彼女は、他の多くの精神病者も同様

に深い挫折感に陥り、治療を受けることが癒しとなる

どころか、より深刻な孤絶感・絶望感におとしめら

れ、狂気の意味も考えられず自分の存在感を希薄にし

てゆくことになる。

精神科治療でよく感じられ、見受けられることは、

病者の語るもの・表すものを受け取る治療側の受け取

り方にずれがあるということ、きちんと自分の思い・

存在を受けとめてくれないことに病者は不充足感・違

和感に包まれながらも、抑制治療の中で自分を正確に

表すこともできなくなってゆく。病者は治療側の言う
ことに納得ゆかないままにそのずれの中に漂う。その

ずれを精神科専門家は病者の「病識欠如」によるものと

判断する。専門家には患者の訴えを様々の病状と診断

名に当てはめてゆくマニュアルがあり、その訴えの中

味・「個人的な神話」に聞き入ろうとはしない。聞き入

６０

著者は自分の気分の動揺を乗り越えたとき、「精神

保健体制が如何に役立たずかを知って怒り、あきれま

した。」と自覚し、何をどう探していいかも解らない
まま図書館に通い始めている。そこで手にした一冊の

本、『精神病者自らの手で』（ジュディ・チェレバレン

著、解放出版社、１９９６年）が彼女の旅の道しるべに
なっている。

彼女は、自分の著沓について、「本書は、わたしの

日記に抜粋されたり引用されている他のサバイバーの

言葉、又、そうした語句のかけらを一緒くたにしたモ

ザイクのようなさまざまな経験を通して、わたしが反

省し黙想した心の旅の記録です。」と断り、いくつか

訪ねたサバイバーのグループの間にはかなりの開きが

あり、疑念を持つものもあるのだが、手助けをしてく
れ、もてなしてくれた仲間を傷つけないように、話を

してくれた人の名前を変えたと言う。

サバイバーの中で一貫してあるのは「精神保健体制

に対して非常に否定的」であると言うことになるのだ

が、彼女がもし自分が精神保健従事者だったら、同じ

ようにサバイバーから批判を受けることをしているだ

ろうと言い、「この冷静な認識があるために公正さを

維持できている」と記している。すなわち彼女はサバ
イバーの立場で自分が受けてきた精神保健体制に対し

てひどく怒っているのだが、精神医療体制に身を置い

ているものは病者の苦しみ・怒り、サバイバーの主張



を理解しがたいところにいることを認識してもいる。

それゆえにこそ、この沓は精神保健体制に代わるも

のとして「狂気の文化」というサバイバーの理念を追求

することと、それを支えるサバイバー運動としてのセ

ルフヘルプ活動のあり方を考える旅の綴りになってい

る。まさに「既存の体制に代わるもうーつの世界を創

造していこうとする多様な試み」の遍歴と言えるが、

更に著者が続けて語るように、それは「たくさんの可

能性に恵まれているというだけでなく、同時に危険に

も直面している」現実があり、道は険しいと考えられ

る。

く「価値をおとしめられた存在」からの訴え〉

著者が訪ねた人たちは、みな精神病院への入院体験

があり、「精神病院で自分自身を最も無力で価値のな
い存在だと感じさせられ」ており、精神保健体制がい

かにその各々の人生に打撃を与えたかを理解するとこ

ろから始まらねば、この旅の険しさは解らないだろ

う、と思う。

火や刃物による自傷行為の恐怖にとらわれていたイ
ングリット（オランダ）は「保護室に入れられることは

自尊心を傷つけられる経験でした。シーツもなく、

たった一枚の毛布と枕を与えられただけでした。ドア

は施錠されていました。」と語り、その中では、より

自分を傷つけるしかなかったという。

臨床心理士だったブレンダン（アメリカ）は生涯働け

ないだろうと告げられ、「わたしは自らすすんで私立

病院に助けを求めたのですが、それは恐るべき体験で

した。そこで見たのは、職員が患者に意思決定をさせ

ない状態でした。……暴力や薬漬けや電気ショックも

恐ろしいことですが、一番悪いことは患者の主体性を

意図的に奪うことなのです。」と語り、自分からその

絶望的な予言に挑戦しなかったら、回復出来なかった

だろうと述懐している。
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理解せず精神病院に送られる。高額な費用のかかる精

神病院でスージーは２ヶ月下着だけで保護室に監禁さ

れる。「病院の職員はわたしをゴミのように扱い、身

なりを構うことができなかったので、自分のことをゴ

ミだと考え始めるようになっていました。初めは彼ら

だけが考えていた決まり切った類型に過ぎなかったの

に、後には自分がその類型になってしまうのです。
……彼らが納得することを言うすべをわたしは学びま

した。」（ｐ３５）と語っている。

著者は更に４人の入院体験者の語るところを紹介し
ている。そこに記されている言葉は、その人たちが強

いられたその精神保健体制の側で生きてきた私にとっ

て読みすすむのが苦しくなる思いにつまされてゆく。

彼らは、今の体制の中で当然としてなされている抑制

治療について、自分の存在を認め難く、自１歌心を傷つ

けられてゆくことを具体的に語っている。著者はそれ

らをまとめ、「治療と虐待」として「精神保健従事者

は、治療という名が付けば、何ら恥じることなく人々

を虐待するものだということをわたしは見てきまし

た。……隔離が本人のためによいことだという含みを

もって、治療であるとレッテルを張られてしまうと、

精神保健従事者は隔離の裏に潜む野蛮さを見ることが

出来なくなってしまうのです。」（ｐ５２）と語ってゆく。

病者が何らかの緊張・不安の中で医療の場を訪れる

としたら、そこで癒されることが必須であり、より人

としての尊厳を既め、不安を募らせるとしたら、それ

は治療の場とは言えない。にもかかわらず、そのよう

な抑制治療が続けられているということは、強制的な

抑制がなされなければその不安・緊張：狂気は消失で

きないとする治療論があるゆえと考えられる。その治

療論の衣を着ているからこそ精神医療者はサバイバー

の訴えを解する心を持てない。結局、「狂者」自身が狂

気をどう捉えるか、狂気の意味・文化を見出し、創り

出してゆく必然性が見えてくる。

非常に物質主義的な生き方をしていて不幸な人間と〈狂気の文化を考える〉

思っていたスージー（カリフォルニア）はある日自分が

解らなくなり、「その状態はわたしにとって脱出であ

り、破壊ではありませんでした。」と語るが、家族は

著者は「狂気という少数派の経験を充分にそして安

全に表現出来る場所は、実質上精神医療体制の中にも
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どこにもありません。」（ｐ５６）と言う。サバイバーとしとも狂う人は存在し続けると、わたしは確信していま

て自分たちの経験に価値を取り戻すために、狂気の意す。生物学的な取り組みは、巨大な象が茂みから出て

味を考えようとする。「植民地化された先住民のようきて小さなネズミを探し出そうとするようなものだと

に、わたしは本当の自分を否定し続けてきた。精神医思います。」と、この２０年来精神医療界にも主張を強

学を信じる人たちは、自分が正しいと思っている知識めてきている近代科学治療のあり方を批判している。
と権力によって、気分変動の体験からわたしを疎外し精神科治療を受けたものは、他科の治療と異なり人

てきた。狂気には何の意味もないとされ、狂気は外側格そのものが対象となる。自分のあらわす言動そのも

の暗闇の中にあり、社会的に認知されたわたし自身とのが問題とされ、それを科学的・物理的に抑制・除去

統合することのできないものであるとされてきた。」されようとするのは、自己の存在そのものに根底から
と自らの体験を振り返り、狂気ゆえに、自分自身の存不安を抱いている「病者」をより不安定にし、自尊心を

在そのものが疎外されてきたことを語っている。失わせるものであることは自明のことである。その治

更に「気分の動揺が病気ではなくて才能と判断され療のなかで辱めを受け、既められた体験からなんとか
たとしたら、どんなにわたしの気分の動揺は違ってい自分を取り戻そうと苦悩しているサバイバーは治療を

たことだろう。あるいは、今のところは気分の変動を拒否し、人としての尊厳を取り戻そうと苦悩しつつ、

もつ人の比率は１％だが、そうではなく９９％が極端な狂気の文化を創るための運動を始めている。

気分の動揺を持つとしたら。社会はこの莫大な数の

『正常な』不安定な多数派を中心に組み立てられることくサバイバー運動をどう進めるか～終わりに〉

だろう。」と、少数であるがゆえに「精神の動揺」が価

値のないものとしてどころか、異常なこととして市民運動をどう進めるか、この課題が著者の一番問題と

権 を 持 て な い こ と を 訴 え る 。 し て い る こ と で 、 こ の 轡 物 の 三 分 の 二 を こ の 課 題 で 占
この轡を読みすすむうちに、かって２０年余前、臨めている。その一番大切な課題への取り組みの部分へ

床心理学会で、吉田おさみが著した「狂気・正気の連の紹介がここでは一番少なくなるようで申し訳なく思

続一不連続性について～“妄想”体験から～」（１９７７、臨うのだが、著者が言ってるように、その運動の仕方は

心研１５巻２号）を思い出した。吉田は服薬を続け、そ狂気の文化にどう取り組もうとするかでかなりの幅が

の重さの中ですでに他界されているが、「正気一狂気示されているとのこと、日本でも同じ状況が見られ、

の二項対立を固定化することなく、両者を自在に往来身につまされる思いがする。著者は「サバイバー運動

することにより日常世界に生命力を吹き込むことがでは変革という一つの目的のために存在します。自分自

きれば……」と論じており、「常識的」な秩序と規定に身や自分たちを制限している全ての物事を変えようと

縛られた正気の世界の価値観への反抗として狂気があする強い希望が、サバイバー運動の動機となっていま

り、狂気を持ってこそ人としての自由さ広がりを行きす。」（ｐｌｏ５）と言い、その運動は大きく二つに分か

交うことが出来ることを主張、狂気をマイナスイメーれ、一つは政治活動であり、もうーつがセルフヘルプ

ジとして捉えることに反対の論を展開している。活動で、そのセルフヘルプ活動は自分たち自身が変わ

著者が訪ね、話し合っているエド（オランダ）も「狂ることをも目指しているという。しかも政治活動も含

気から脱することをよしとするのではなく、狂気であめて、精神保健体制の廃絶派から改良派まで様々の運
る権利を守り、そして狂気に対して肯定的な属性を与動が含められている。

えることができたら、それは文化運動となり得るだろ著者はこの旅の主な目的をセルフヘルプ活動のグ

う、とわたしは空想しています。」（ｐ６２）と語り、更ループを訪ねることに費やしているが、それらのグ

に、近代的な科学技術や薬物療法に対しても、「どんループも会の持ち方、活動の仕方は様々で、精神保健

なに薬や遺伝子操作が発達したとしても、千年たとう体制に身を寄せているスタッフが会の進行役を（子守
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役的に！）受けている場合、体制側から何らかの手当

を受けている者がある場合、当事者のみで意見を出し

合ってる場合など多様な有り様が紹介されている。

著者は１９９０年３月から５月にかけての旅を終え、６

月、オークランドに帰り、改めて次のように述懐して
いる。「どんな運動でも最初の仕事は、「わたしたちが

何者であり、自分にとって自分の経験は何を意味する
のか」をとらえ直すことです。そうした作業をして初

めて、わたしたちはもっと気持ちよく創造的に世界で

生きていくことができるのです。……さらに、『わた

したちが何者であり、自分が何になるべきか』という

思想と、自分たちが実践することとを確実に統合する

必要があります。」そして、著者はそれらの考えを実

現していくためにも、サバイバー運動はサバイバー自

身で組むセルフヘルプ行動であってこそ、精神保健体

制で失われた人生を生き抜く能力を個人に取り戻して

ゆけると考える。
この轡を読みながら、私は立ち止まり、持ち歩き、

本の表紙がいつの間にかボロボロになってしまった。

私は４０年間、精神医療の中で何をしてきたのだろう、

と考え、明白な答えが浮かび、じーっと、化石のよう

に体が固まってしまう。１９６０年代から１９７０年代にか

けて、日本精神神経学会、日本臨床心理学会などを初

め、市民運動も含め“精神医療は、臨床心理は、患者

に役立つものであったが、の告発を受け、「専門家」

として自分のあり方を根源的にとらえ直そうとしてき

たあの改革運動は何を残したのだろう。今、精神医療

の動きはその過去の造反で見直し始めたものを、「共

に」とか「ノーマライジェイション」などの言葉でス

マートに合理化し、実は、近代精神科医療はより生物

学的・科学的視点に偏り、「症状」は抑制、取り除くも
ので、ありのままの生き方の共存はほど遠くなってい

る。

１９９０年に著者が歩き、聞き、話し合ってまとめた

この杏の中に、その答えがあると思うが、著者も記し

ているようにその道はなお険しく、厳しい。大多数を

占める社会・人々の価値観が今問われていると思う。

とにかくこの轡を手にして読んでいただきたい。

社会臨床雑誌第９巻第３号（２００２．３）
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〈「映画と本」で考える〉

『常識不信一子どもたちの心の叫びと編む私たちの変遷』
（２１世紀教育研究所・Ｃ＆Ｃ編／本の泉社）書評

皆 川 剛

どうもこのところ、世間では明るいニュースにお目

にかからない。テロに戦争、不景気、物騒な犯罪、狂

牛病、環境問題などなど。どれをとっても、私たちの
これから生きていく社会に暗雲を投げかけるものばか

りだ。
いたるところで、「制度疲労」を起こしているかもし

れない。経済構造もさることながら、たとえば不登校

や学級崩壊などで揺れている学校という制度にも、よ

くそんな声が耳に入ってくる。モ。。ノは豊かになったけ

れども……という嘆息は、まだまだ新しい問いかけ

だ。学校に行って勉強して、「いい進学十有利な就職
＝幸福な人生」という神話は崩壊宣言されて、すでに

久しい。しかしそれに変わる新たな価値の神話は、い

まだ創出されずにいる。

その混沌とした社会状況は、親子の間や学校におけ
あつれき

る教師と生徒との間において、葛藤や軋諜を生み出す

背景となっているように思える。次の文章は、本書の

中で石井さんが内心を吐露したものである。

「おとうさんおかあさんへ／わたしはあなた達の

理想とは全く違った子どもになりました。そんな自分

は悪い子だと長い間思ってきました。親を喜ばせられ

ない子はよくないと。期待されるレールに乗ろうとし

たんですが、失敗しました。（中略）わたしはがんばっ

てきました。でも、できなかったんです。わたしを認

めてくれませんか……」

制度疲労しているのは、学校だけではなく、「親」も

そうなのかもしれない。世間からかけられる、有言・

無言の「親」としての期待。それに、一見自由な社会の
ように見えて、暗黙のうちに強制されてきた「常識」と

いうレールに、望むにせよ望まぬにせよ、乗っかって
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きてしまった主体性のない自分の人生。無私の親の

愛、という美名のもとに、誉屈した感情を抱えたま

ま、それらの「常識」や「幸福神話」を子どもに押しつけ

ていく、制度としての「親」。その抑圧に、子どもたち

が悲鳴を上げている。

本書は、「子ども」と言われる人たち自身が、Ｃ＆Ｃ
というグループをつくって投稿を募集し、編集したも

のである。非常に率直な文章が印象的だ。親に対し

て、あるいは学校や社会に対して、内面のドロドロと

した感情や葛藤が、ときに激しい調子で綴られてい

る。偏見やいじめに傷つき、深い葛藤に苦しみ、死の
一線と交錯しながら自らの生きる意味を鋭く問いかけ

る。大人への不信、自分自身への不信……。Ｘ／ゝったい

希望はどこにあるのか？「私は何度も、自分が悪
い、死んじゃえばいいって……抜け出したはずなの

に、私はまたいい子で過ごしていた。そういう人から

認められていないと落ち着かなくて不安だった。だか

ら、一人になった時ぽっかり穴が空いたみたいにな

る。それでも一人になりたいと思うのは、おかしいこ

となんだろうか？」これは本轡の中の、塚田さんの文

章だ。彼らは、絶望の深い海の底に漂っている。答え
を求めて、あてのない道をさまよっている。

だが、もしかしてその解決への糸口は、意外にシン

プルなところにあるのかもしれない。「誰かひとりで
いいの／「生きているだけでいい、ここに在るだけで

十分だ」と言って抱きしめてほしい」-これは室井さ
んの文章だ。ところがこんな単純なことが、現実には

とてつもなく難しい。それは現代における悲劇と言っ

ていいかもしれない。



本沓にはところどころ、Ｃ＆Ｃ代表の森さんの「ひと

り言」が織り込まれている。「肩沓きとか年齢とか立場

とか／そういうものをとっばらったとき／あなたに何

が残りますか？」この「ひとり言」に、怯まずに堂々と

していられる「大人」は、いったい何人いるだろうか？

とても厳しい問いかけだ。大人は、子どもたちによか

れと思って、家庭でも学校でも、あるいは社会でもい

ろんなものを教え込み、押しつけようとする。でも振

り返ってみると、それは単に大人の側のエゴに過ぎな

いだけのこともよくあるものだ。自分たちが「子ども」

と呼ばれていた頃には、そのことはよくよく分かって
いたはず。ところが「大人になる」と、どうも大事なも

のは忘れてしまって、余計なものを知らず知らずのう

ちに身に纏っていってしまうようだ。「生きる意味と

か／死ぬ意味とか／そんなものよりも／あなたが今こ

こにいる／それで十分じゃない？」-この森さんの

「ひとり言」が、重く響いてくる。

この本を読んでの感想は、もとより人それぞれだろ

う。この本は、「子ども」たちから投げかけられた「大

人」たちへの痛烈な批判であるし、異議申し立てであ

るし、問いかけでもある。しかし同時に、ささやかな

期待、未来の希望への期待でもあると、私は感じた。

私は「投げかけ」られたひとりの「大人」として、森さ

んの訴えるような、シンプルな喜びや幸せ、あるいは

身軽さ、とでもいうべきものを大切にしたいし、子ど

も・大人にかかわらず、すべての人に「その視点から

人生を、学校を、社会を、見つめなおして、一緒に変

えていかないか」と、逆に投げ返したい。

それが、今たちこめている暗雲を払っていく一筋の

光であると、確かに言える時代にわれわれは生きてい
るのではないだろうか。

社会臨床雑誌第９巻第３号（２００２．３）
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第ＩＶ期日本社会臨床学会運営委員会総括
２００１年度予算報告

日本社会臨床学会運営委員会

はじめに、でお伝えしましたように、第９巻２号で、２００１年度予算の報告を掲載しませんでした。お詫び致し

ます。下記の２００１年度予算は第９回総会で可決されましたので、御報告を致します。

６６

収入 支出

摘要 予算 摘要 予算

繰越

２００１年度会費

過年度会費

翌年度会費

２００１年度購読会費

過年度購読会費

翌年度購読会費

雑誌等売上

印税

広告費

学習会参加費

総会参加費

交流会費

雑収入

利息

札幌学院大学より補助

‘７９９７２０

１１０００００

：２０００００

１０００００

６００００

３００００

０

１３００００

１０００００

３００００

２００００

３０００００

９００００

０

５０

１０００００

雑誌印刷費

ｎｅｗｓ等印刷費

誌紙郵送費

文具・備品費（運）

会場費・お茶代（運）

交通費（連）

連絡費（運）

発送作業時食事（運）

会場・茶・資料代
（学）

講師交通費など（学）

雑費

第８回総会費用

交流会費

第９回総会準備費用

予備費

１：２０００００

８００００

２８００００

２００００

１５０００

１０００００

２００００

：３００００

：２００００

３００００

１００００

４０００００

９００００

５００００

７１４７７０
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編 集 後 記

・今・号は、年度末の最終日の発行となりました。年度内３冊の雑誌発行は「義務」ですが、こんな時期に発行していてはそれ

を果たせたという気持ちにはなりづらいものです。次年度はこうしたことがないようにしたいと、お詫びとともに気持ちを

引き締めたいと思います。ところで、前号には書かなかったのですが、副編集長の竹村さんは昨年１２月に火傷を負って入院

していました。現在は退院していますが、前号、今号の編集作業には参加できず、僕がｑ＝・心になって編集作業を行いまし

た。もちろん、今回も林さんの大いなる協力に助けられています。でも、一人では心もとないので、竹村さんの復帰を願う

ばかりですが、無理をしないようにしてほしいとも思っています。

第１０回総会のことを詰めていく時期になりましたし、「社会臨床ニュース」も発行しなければなりません。これは平井さん

が協力してくれることになっています。運営委員を含むいろいろな方々の協力を得ながら、何とかやっていきたいもので

す。次号は、６月中旬か下旬に発行する予定です。ここで日程を明確にして外枠から自分を駆り立てていくことにして、何

とかしたいと思っています。まだまだパソコンの使い方がわからず無駄な動きばかりしているのですが、わりに集中的に雑

誌づくりを続けている内に少し慣れてくると思います。しばらくおつきあいください。

それから、第１０回総会は江ノ島です。僕は、なぜだか江ノ島を観光のために作られた人工島だと勝手に思い込んでいまし

たが、よくよく話を聞くと、風光明美なところであるらしいことがわかってきました。まだ見たことも、行ったこともない

のですが、楽しみにしてよい場所であるようです。僕自身は、疲れを「癒せる」ような場所ならば、と思ったりもするのです

が。それはともかく、多くの方の総会への参加をお待ちしています。（三輪）

東村山で起きた鈴木邦彦さん襲撃殺害事件の犯人の中学生三人が初等少年院送致になったという。検察官への逆送はな

かったということだ。一緒に犯行に加わった高校生二人は検察官送致になった。図轡館で騒いでいたことを注意された腹い

せでよってたかって何度も何度も襲撃しビール瓶や角材で殴りつけ物置きを押し倒しその上にみんなで乗って殺したのだと

いう。五十五年の人生を生きてきた一人の男性の命が、生まれて一四年や一七年の子供の手によって一晩で奪われた。子供

達も何かにそこまで追い込まれ一触即発の状態にあったのかもしれない。かもしれないがそんな一般論の分かったような分

からないような説明では納得できない無念さがどうしてもある。なぜ、子供に図轡館で騒ぐなと注意しただけでよってた

かって殴り殺されなければならなかったのか。どうしてそんなことが平気でできたのか。彼の五十五年は何だったのか。彼

等に人を殴るどんな権利があったのか。日常はうっすらと非日常を日常としはじめているのかもしれないと思う。（林）
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◆発行年月日◆
２００２年３月３１日

◆ 発 行 者 ◆

日 本 社 会 臨 床 学 会 （ 代 表 中 島 浩 壽 ）

事務局…………………茨城県水戸市文京２-１-１茨城大学教育学部情報教育講座林研究室
電子メール…………ｒａｓｅｎ＠ｉｐｃ．ｉｂａｒａｋｉ．ａｃ．ｊｐ
ＷＷＷ…………………ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｆｏｃｕ１．ｅｄｕ．ｉｂａｒａｋｉ．ａｃ．ｊｐ／～ｓｈａｒｉｎ／

電話／ＦＡＸ……………ＴＥＬ／０９０-３１４３-５９８８ＦＡＸ／０２９-２２８-８３１４
郵便振替……………００１７０-９-７０７３５７

◆ 印 刷 所 ◆

有 限 会 社 ケ イ エ ム ・ プ リ ン ト
東京都文京区白山：３-３-１３

電話：（Ｂ-３８１：３-７９２１

／゛

６７



編集人／小学校教員岡崎勝
， Ξ 誤 辿 ご ｉ

Ｎ０．１４ａｏｏ２年２月刊〕

圖 だ れ の た め ？

， ー ｉ ４ ｋ 荻 「 卒 業 式 」
國 。 ，
，・ｊづ？？ざ’∧涙々の式を目指してく
昌臨ｌ’心諮ｕり返す練習。卒業生の

痩 片 ｍ ご に 昌男？リロば誓挨捗。物義をヵヽもす日
’］ｇ１祭≒｀・ｊ諧謔二゜二言

好Ｎ０．１２（２００１年８月刊）「卒業式」へ新たなスタ

１ｌｌ２７１」１；でこ１１７` ７尚̈．
申えらいこっちゃ教育改革

編集代表／毛利子来・山田真
Ｂ５判・１００Ｐ．
年４回（２・５・８・１１月）刊行
定価（本体９５２円十税）
Ｎ０．３４〔２ｏｏ２年２月刊〕

扁 マ ズ っ た か ？

両 説 舒 こ 箭 『

言 号 し 二 匹 し
蔓●゛Ｊ万言こワ歳までが勝負」「三歳ま
，こぃっい√’溜池，，では母親がそばにいな
７ヽ 乙`ＩＱＪう；’？§ｇｙ治乱ぺヽ とき！５ハ．としえ＝子にＩ習゛゛｀｀゛゛育だない」…といった

好ｌｔｌ，３２（２ｏ０１年８月刊）言説の根拠はどこにあ
ｌｌ；１２ｙ農政’；とカ‰戸のカヽ７‘りｍ’’の・
売Ｎ。．３３（２００１年１１月刊）を解き明かす。
申熱・かゆみ・おう吐……
！楽になる看病のしかた

お求 め は 、 書 店
またはジャパンマシニストヘ ；昌↓Ｗ‰。ｏｔ，１．０・ｌｌ３！Ｓ・６４・０８８７ｓ．０４１Ｓ１５・６４，０８８９

定期購読大募集一月刊むすぶは草の根の住民一市民運動の交流誌です。
ひとり一人の読者によって支えられています。

１９７０年７月、ちいさな会社が誕生しました。名前をロシナンテ社といいます。ドン・

キホーテの愛馬の名前からとったものです。ロシナンテ社は毎月『月刊地域闘争』現在は

『月刊むすぶ』を発行し、たくさんの人々に詠んでいただくことのみを行としてきました。
この雑誌は、全国各地で取り組まれている草の根の住民一市民運動の交流誌です。高度

経済成長下の公害問題、効率だけを求め弱者を切り捨てる社会、教育、人権、医療‥・

などに問題提起をしてきた人たちの声を掲載してきました。

有名人やマスメディア的な立場ではなく、あくまで直接日常の中でいろいろ取り組む

人々の声を集めてきました。現場・平場の声をそのまま表現してきました。ささやかな存

在です。是非、定期購読の輪にご参加＜ださい。

年間購読を基本にしています。年間８４００円（前金制）

郵便振０１０１３０-６-４２１５１名義ロシナンテ社（お電話いただいて後日入金でもかまいません）

銀行ロ座への入金の場合はごー報下さい東京三菱銀行（普）４００８０４７

京都市左京区田中門前町９６-２Ｔｅｌ／ｆａｘ０７５-７２１-０６４７

Ｅ-ｍａｉｌ：ｍ１Ｊｓｕｂ＠ｍ（１ｋｃｏｍ．ｎｅ．ｊｐＨＰhttp://www..ｂｉｇ.co.jp/^ ｍｕｓｕｂ／



． ｌ １

日 本 社 会 臨 床 学 会 編 定 価 各 ３ ０ ０ ０ 円 十 税
カウンセリングの大衆化ＪＭ象の中そのＷ剽と技法に疑｜川と批判を提起し現代社会を考察する。
上 巻 理 論 と 社 会

第１部カウンセリングの歴史と理論

第 淳 カ ウ ン セ リ ン グ の 歴 史 と 原 理 小 沢 牧 了 -

第こな戦後１１本におけるロジャーズ理論林延故

第ミび戦後ＩＭＩＩ医療とカウンセリング赤松晶ｆ

第Ｉ１部現代社会論とカウンセリング

第四な生涯学習・管理社会におけるカウンセリング中島浩壽

第／Ｉ障ｉ削腿洽の神話としてのカウンセリング１竃竃‾

第 六 ぴ 感 情 労 働 と カ ウ ン セ リ ン グ 石 川 准

第 Ｌ Ｑ 資 格 ｌ ｌ ： 会 と カ ウ ン セ リ ン グ 佐 々 木 賢

下 巻 生 活 と 臨 床
第 １ 部 医 療 ・ 管 理 と カ ウ ン セ リ ン グ
第 一 淳 病 院 精 神 医 療 と カ ウ ン セ リ ン グ 三 輪 却 二
第 二 な 地 域 精 神 医 療 と カ ウ ン セ リ ン グ 広 瀬 隆 士
第三尽職場のメンタルヘルス対策とカウンセリング武田利邦
第四ぴ阪神淡路大震災ＰＴＳＤ心のケア大野光彦
第Ｉ１部子ども・若者・学校とカウンセリング
第７ £ 享 児 童相談現場とカウンセリング三浦高史
第 六 尽 学 校 現 場 と カ ウ ン セ リ ン グ 渡 部 千 代 美
第し尽相談室という場とカウンセリング島根ミ枝ｒ-
第 ハ な 臨 床 的 営 為 と カ ウ ン セ リ ン グ 加 藤 彰 彦

第 Ⅲ 部 解 放 ・ 自 立 論 と カ ウ ン セ リ ン グ
第九収女性とフェミニストカウンセリング佐藤みどり
第１ - な ピ ア・カウンセリングを考える篠原睦治

野 本 三 吉 定 価 ３ ８ ０ ０ 円 十 税 戦 後 の 「 舜 皿 」 は ど う 変 遷 し た か 。 ｊ ぞ も に 関 わ る 文 献
ｉ ｀ ゛ か ｀ え 、 １ ； を 探 索 し な が ら 、 保 護 育 成 の 「 「 - ど も 観 」 を 解 ・ 体 し 、 社 会

子 と も 観 の 戦 後 史 的 存 在 と し て の 「 「 ど も 像 」 創 出 に 挑 戦 し た 画 期 的 な 書 。

現 代 書 館 東 京 都 千 代 田 区 飯 ｍ 橋 ３ - ２ - ５電話０３（３２２１）１３２１ＦＡＸ０３（３２６２）５９０６ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｎｄａｉｓｈｏｋａｎ．ｃ（）ｊｐ／

ノ

７Ｔ７７１

-

精神医療２４号精神医療編集委員会［編］
ｅ メ デ ィ ア と 精 神 科 医

批評社ぶ混炎本郷１-２８-３６ １１１．０３（３８１３）６３４４Ｆａｘ．０３（３８１３）８９９０

・メディアゲームと
情 報 消 費 の 病 理

メディアは何を精神科医に期待し精神科医は何を発信したいのか、相互に緊張した関係
を持続することがメディアと精神科医の双方に問われている。座談会・メディアという
窓を通して見える精神科医の虚と実（宮台真司十高岡健十佐藤陽二十阿保順子）、“ひき
こもり”の反・偽精神医学化をめぐって、他。＊Ｂ５判／１４４頁／１７００円十税

百年｜聯）メンタルヘルスはどこ・ヽ ：ｌ・ｉ＝く（７）か
岡崎伸郎編遺伝子解析などによって脳科学が飛躍的に進歩し、知覚、思考、感情など
人間の精神機能の研究が脚光を浴びる一方、大阪府立池田小学校の無差別殺傷事件やア
メリカのアフガニスタン侵攻に見られる“戦争’行為は、物質としての脳の研究によって
は解明できないし、防ぐこともできない。メンタルヘルスは、人間存在をトータルにと
らえようとする領域なのである。香山り力、他執筆。＊Ａ５判／２５６頁／２０００円十税

（年万ｊｌ竺言うトラウマ垂心の痛手の精神医学
藤湯敏雄編ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）は、１９６０年代以降の新しい時代転換
時に起きた反体制運動などとともに生まれ、成長してきた。それは、子どもへの性的虐
待、家庭内暴力、政治的・宗教的「監禁」など、社会・政治状況と深く関わりを持つ。
社会防衛的精神医学の歴史的再検討を踏まえ、トラウマの心的構造を新たな視点で解読
する、心的外傷論の新展開。小西聖子、他執筆。＊Ａ５判／１６０頁／１８００円十税

ＦｌａＰ：／／ｈｉｈｙｏｓｙａｃｏ・ｊＰ・
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